
7-7-1 

第7節 陸生植物 

事業実施区域及びその周辺には、重要な陸生植物等の生育環境が存在するため、工事の実施（重機

の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）及び土地の存在及び

供用（造成地の存在及び発生車両の走行）による影響が考えられることから、調査、予測及び評価を行

った。 

 

7.1  工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）

及び土地の存在及び供用（造成地の存在及び発生車両の走行）に係る陸生植物 

 

1） 調査 

（1） 調査の手法 

 調査した情報 

 植物相及び植生の状況 

植物相及び植生の状況について調査した。 

 

 重要な種及び群落の状況 

重要な種及び群落等の状況（重要な種・群落の生態、分布、生育の状況、生育環境の状況）につい

て調査した。 

 

 調査の手法 

調査は、既存資料調査及び現地調査により行った。 

 

 植物相及び植生の状況 

植物相及び植生の状況の調査は、表 7-7-1 に示す手法により現地調査を実施した。 

 

表 7-7-1 現地調査の手法 

項 目 調査手法 調査手法の解説 

植物相 直接観察及び採取 

調査地域内を踏査して、出現する種を目視により確認

し、種名を記録した。なお、現地での同定が困難な種に

ついては、採集し持ち帰って同定を行った。また重要な

種を確認したときは、確認位置及び生育状況等を記録

した。 

植物群落 
植生調査 

（植物社会学的調査） 

調査地域内の相観的な植物群落ごとに、一定の方形枠

を 1～数カ所設定して、枠内の植物種の出現状況（被

度・群度）、階層構造、優占種等を記録し、植物群落を

区分する方法、調査結果を基に現存植生図を作成し

た。 
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 重要な種及び群落の状況 

（a）重要な種・群落の生態 

重要な種・群落の生態については、表 7-7-2 に示す図鑑、その他の資料の収集により整理した。 

 

表 7-7-2 既存資料一覧  

資料名 発行年 発行元 

三重県レッドデータブック 2015 

～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～ 
平成 27 年 3 月

三重県農林水産部 

みどり共生推進課 

愛知県の絶滅のおそれのある野生生物 

レッドデータブックあいち 2020－植物編－ 
令和 2 年 3 月

愛知県環境局環境政策部 

自然環境課 

カヤツリグサ科入門図鑑 平成 19 年 3 月 全国農村教育協会 

 

 

（b）重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況については、表 7-7-3（1）～（2）及び

表 7-7-4 に示す選定基準に該当する種について、「a）植物相及び植生の状況」の調査と併せて行っ

た。 

 

表 7-7-3(1) 重要な種の選定基準 

番

号 
文献及び法律名 選定基準となる区分 

① 

文化財保護法（昭和 25 年 5 月 30 日法律第

214 号） 

三重県文化財保護条例（昭和 32 年三重県条

例第 72 号） 

愛知県文化財保護条例(昭和 30 年 4 月 1 日

条例第 6 号) 

木曽岬町文化財保護条例（平成 21 年 12 月

18 日条例第 32 号） 

桑名市文化財保護条例（平成 16 年 12 月 6 日

条例第 187 号） 

弥富市文化財保護条例（昭和 47 年 6 月 30

日条例第 17 号） 

国特：国指定特別天然記念物 

国天：国指定天然記念物 

三天：三重県指定天然記念物 

愛天：愛知県指定天然記念物 

木天：木曽岬町指定天然記念物 

桑天：桑名市指定天然記念物 

弥天：弥富市指定天然記念物 

② 
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に

関する法律（平成 4 年 6 月 5 日法律第 75 号）

国際：国際希少野生動植物種 

国内：国内希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

③ 
三重県自然環境保全条例 

（平成 15 年三重県条例第 2 号） 
指定：三重県指定希少野生動植物種 
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表 7-7-3(2) 重要な種の選定基準 

番

号 
文献及び法律名 選定基準となる区分 

④ 

環境省レッドリスト 2020 の公表につ

いて 

（令和 2 年 3 月 27 日、環境省） 

CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類（絶滅の危機に瀕している種） 

CR：絶滅危惧ⅠA 類（ごく近い将来における絶滅の危険性が

極めて高い種） 

EN：絶滅危惧ⅠB 類（ⅠA 類ほどではないが、近い将来におけ

る絶滅の危険性が高い種） 

VU：絶滅危惧Ⅱ類（絶滅の危険が増大している種） 

NT：準絶滅危惧（現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条

件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある

種） 

DD：情報不足（評価するだけの情報が不足している種） 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群（地域的に孤立している個

体群で、絶滅のおそれが高いもの） 

⑤ 

三重県レッドデータブック 2015～三

重県の絶滅のおそれのある野生生物

～（平成 27 年 3 月、三重県農林水産

部みどり共生推進課） 

CR：絶滅危惧ⅠA 類（ごく近い将来における絶滅の危険性が

極めて高い種） 

EN：絶滅危惧ⅠB 類（ⅠA 類ほどではないが、近い将来におけ

る絶滅の危険性が高い種） 

VU：絶滅危惧Ⅱ類（絶滅の危険が増大している種） 

NT：準絶滅危惧（生息条件の変化によっては、「絶滅危惧種」に

移行する要素を持つ種） 

DD：情報不足（評価するだけの情報が不足している種） 

なお、繁殖期と越冬期で個体数が著しく変わる種類について

は、それぞれの時期で評価されている。 

⑥ 

愛知県の絶滅のおそれのある野生生

物 レッドデータブックあいち 2020

―植物編―（令和 2 年、愛知県環境

局環境政策部自然環境課） 

CR：絶滅危惧ⅠA 類（絶滅の危機に瀕している種。ごく近い将

来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの） 

EN：絶滅危惧ⅠB 類（絶滅の危機に瀕している種。ⅠA 類ほど

ではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が

高いもの） 

VU：絶滅危惧Ⅱ類（絶滅の危険が増大している種） 

NT：準絶滅危惧（存続基盤が脆弱な種） 

DD：情報不足（「絶滅」「絶滅危惧」「準絶滅危惧」のいずれかに

該当する可能性が高いが、評価するだけの情報が不足し

ている種。） 

LP：その種の国内における生息状況に鑑み、愛知県において特

に保全のための配慮が必要と考えられる 特徴的な個体群

なお、鳥類については、繁殖、越冬、通過の時期で評価が異なる

ことから、評価対象個体群ごとに評価されている。 
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表 7-7-4 重要な植物群落の選定基準 

番

号 
文献及び法律名等 選定基準となる区分 

① 

｢文化財保護法｣（昭和 25 年法律第 214 号） 

三重県文化財保護条例（昭和 32 年三重県条

例第 72 号） 

愛知県文化財保護条例(昭和 30 年 4 月 1 

日条例第 6 号) 

木曽岬町文化財保護条例（平成 21 年 12 月

18 日条例第 32 号） 

桑名市文化財保護条例（平成 16 年 12 月 6 

日条例第 187 号） 

弥富市文化財保護条例（昭和 47 年 6 月 30 

日条例第 17 号） 

国特：国指定特別天然記念物 

国天：国指定天然記念物 

三天：三重県指定天然記念物 

愛天：愛知県指定天然記念物 

木天：木曽岬町指定天然記念物 

桑天：桑名市指定天然記念物 

弥天：弥富市指定天然記念物 

② 
｢植物群落レッドデータ・ブック｣ 

（平成 8 年、（財）日本自然保護協会） 

保護上重要な群落として選定された植物群落 

ランク 4：緊急に対策必要 

ランク 3：対策必要 

ランク 2：破壊の危惧 

ランク 1：要注意 

③ 

｢第 3 回自然環境保全基礎調査三重県自然

環境情報図｣（平成元年、環境庁） 

｢第 3 回自然環境保全基礎調査愛知県自然

環境情報図」（平成元年、環境庁） 

特定植物群落のうち以下の区分に該当するもの 

A：原生林もしくはそれに近い自然林 

B：国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落

又は個体群 

C：比較的普通に見られるものであっても、南限、北

限、隔離分布等分布限界になる産地に見られる植

物群落又は個体群 

D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石

灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落又は個

体群で、その群落の特徴が典型的なもの 

E：郷土景観を代表する植物群落で、特にその群落の

特徴が典型的なもの 

F：過去において人工的に植栽されたことが明らかな森

林であっても、長期にわたって伐採等の手が入って

いないもの 

G：乱獲その他の人為の影響によって、当該都道府県

内で極端に少なくなるおそれのある植物群落又は

個体群 

H：その他、学術上重要な植物群落又は個体群 
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 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施が、陸生植物及びその生育環境に影響を及ぼすおそれがあると認め

られる地域及びその地域と自然的社会的に一体と考えられる地域として、事業実施区域及びその周

辺とした。 

調査にあたっては、調査地域の地形、植生、土地の利用状況等を踏まえ、調査地域を 7 つに区分し

た。ブロック区分を表 7-7-5 及び図 7-7-1 示す。 

 

 

表 7-7-5 ブロック区分の概要 

ブロック 位置 ブロック概要 

ブロック A 

木曽岬干拓地内 

伊勢湾岸自動車道以北に位置するブロック。 

木曽岬新輪工業団地として利用されている。 

ブロック B 

伊勢湾岸自動車道と事業実施区域の間に位置するブロッ

ク。 

新エネルギーランド（木曽岬干拓地メガソーラー発電所）と

して利用されている。 

ブロック C 

木曽岬干拓地の中央に位置するブロック。 

三重県側は事業実施区域、愛知県側は新エネルギーラン

ド及び運動広場としての利用が予定されている。 

ブロック D 

事業実施区域以南に位置するブロック。 

三重県側は農業体験広場、愛知県側は運動広場としての

利用が予定されている。 

ブロック E 
木曽岬干拓地の南端に位置するブロック。 

自然体験広場として、保全区が整備されている。 

ブロック F 
木曽岬干拓地外 

木曽岬干拓地外の陸域に位置するブロック 

ブロック G 木曽岬干拓地外の水域に位置するブロック 
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図 7-7-1 ブロック区分  
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 調査地点 

調査地点及び調査ルートは、調査対象植物の生態的な特性、周辺の地形状況、植生の連続性を踏

まえ、調査地域に生育する植物を効率よく把握できる場所を設定した。 

調査地点及び調査ルートを図 7-7-2 に示す。  
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図 7-7-2 植物相及び植物群落調査位置図  
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 調査期間等 

調査期間は、令和 3 年 11 月～令和 4 年 9 月とした。調査時期等は、春季・夏季・秋季を基本とし、

調査対象となる植物の生態的な特性を考慮し、効率よく確認できる時期とした。 

各項目の調査時期を表 7-7-6 に示す。 

 

表 7-7-6(1) 調査時期 

項 目 調査手法 調査実施日 

植物相 直接観察及び採取 

春季：令和 4年  5月 25日～ 27日 

夏季：令和 4年  8月  1日～  5日 

秋季：令和 4年  9月 27日～ 30日 

植物群落 
植生調査 

（植物社会学的調査） 

秋季：令和 3年 11月  1日～  3日 

春季：令和 4年  5月 25日～ 27日 

夏季：令和 4年  8月  1日～  5日 

秋季：令和 4年  9月 27日～ 30日 
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（2） 調査の結果 

現地調査結果の概要を表 7-7-7(1)～(2)に示す。 

 

表 7-7-7(1) 現地調査結果の概要 

項 目 確認種数 重要な種 

植物相  42 目 97 科 474 種 

コガマ、ミコシガヤ、マツカサススキ、ナルコビエ、 

タコノアシ、カワヂシャ、ミゾコウジュ、 

カワラハハコ（計 8 種） 

 

 

 

表 7-7-7(2) 現地調査結果の概要 

項 目 分類数 確認された群落等の名称 

植物群落 26 群落等 

・ヤナギタデ群落 

・オオイヌタデ-オオクサキビ群落 

・ヒメムカシヨモギ－オオアレチノギク群落 

・オヒシバ－アキメヒシバ群集 

・セイタカアワダチソウ群落 

・ヨシ群落 

・ヨシ-セイタカアワダチソウ群落 

・オギ群落 

・オギ-セイタカアワダチソウ群落 

・ヤマアワ群落 

・シナダレスズメガヤ群落 

・チガヤ群落 

・コゴメイ群落 

・ジャヤナギ－アカメヤナギ群集(低木林) 

・メダケ群集 

・クズ群落 

・ヌルデ－アカメガシワ群落 

・ウバメガシ群落 

・クロマツ群落 

・クロチク群落 

・ナンキンハゼ群落 

・芝地 

・人工裸地 

・構造物 

・道路 

・開放水域 
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 植物相 

 植物相の生育状況 

現地調査の結果、表 7-7-8 に示すとおり、42 目 97 科 474 種の植物が確認された。 

確認された植物は、スギナ、クスノキ、ツユクサ、クサイ、ススキ、ヨシ、オギ、ヨモギ、アキノノゲシ、

セリ等であった。 

 

 

表 7-7-8(1) 植物相確認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

1 トクサ トクサ スギナ ○ ○ ○  

2     イヌドクサ ○ ○ ○  

3 ハナヤスリ ハナヤスリ オオハナワラビ ○      

4     フユノハナワラビ     ○  

5 ゼンマイ ゼンマイ ゼンマイ ○      

6 フサシダ カニクサ カニクサ ○ ○ ○  

7 ウラボシ コバノイシカグマ イワヒメワラビ ○ ○ ○  

8     フモトシダ   ○    

9     ワラビ ○ ○ ○  

10   イノモトソウ タチシノブ ○      

11     イノモトソウ   ○    

12   チャセンシダ トラノオシダ ○   ○  

13   ヒメシダ ヒメワラビ   ○    

14     ゲジゲジシダ     ○  

15     ハシゴシダ ○      

16     ミゾシダ ○      

17   メシダ シケシダ ○ ○    

18   オシダ オニヤブソテツ ○      

19     ヤブソテツ   ○    

20     テリハヤブソテツ ○      

21     ベニシダ ○ ○ ○  

22     クマワラビ   ○    

23     トウゴクシダ ○      

24     イノデ   ○    

25 マツ マツ アカマツ ○ ○ ○  

26     クロマツ ○ ○ ○  

27 ナンヨウスギ マキ イヌマキ ○      

28 シキミ マツブサ サネカズラ ○      

29 モクレン モクレン オガタマノキ ○ ○ ○  

30     コブシ ○ ○ ○  

31 クスノキ クスノキ クスノキ ○ ○ ○  

32     ヤブニッケイ ○ ○    

33     タブノキ   ○    

34     シロダモ ○      

35 ヤマノイモ ヤマノイモ ニガカシュウ ○   ○  

36     ヤマノイモ ○ ○ ○  
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表 7-7-8(2) 植物相確認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

37 ユリ ユリ シンテッポウユリ ○ ○ ○  

38     オニユリ ○      

39 
クサスギカズ

ラ 
ラン シラン ○ ○   

 

40     ネジバナ ○      

41   アヤメ ニワゼキショウ ○ ○    

42     オオニワゼキショウ ○      

43   ヒガンバナ ニラ   ○ ○  

44   クサスギカズラ コヤブラン ○      

45     ジャノヒゲ ○      

46     アツバキミガヨラン ○ ○ ○  

47 ヤシ ヤシ シュロ ○      

48 ツユクサ ツユクサ マルバツユクサ   ○ ○  

49     ツユクサ ○ ○ ○  

50     イボクサ ○      

51     ムラサキツユクサ ○      

52 イネ ガマ ヒメガマ   ○ ○  

53     ガマ   ○    

54     コガマ   ○ ○ ○

55   イグサ ハナビゼキショウ ○      

56     ヒメコウガイゼキショウ ○      

57     イグサ ○   ○  

58     タチコウガイゼキショウ   ○    

59     ニセコウガイゼキショウ   ○    

60     コゴメイ ○ ○ ○  

61     コウガイゼキショウ ○ ○    

62     クサイ ○ ○    

63     オニコウガイゼキショウ   ○    

64     スズメノヤリ ○      

65   カヤツリグサ コウキヤガラ ○      

66     ハタガヤ   ○    

67     シラスゲ ○ ○ ○  

68     エナシヒゴクサ ○      

69     アゼナルコ ○      

70     マスクサ ○      

71     ナキリスゲ ○ ○ ○  

72     アオスゲ ○      

73     ヤガミスゲ ○      

74     ヌカスゲ ○      

75     ノゲヌカスゲ ○      

76     ミコシガヤ ○ ○   ○

77     コウボウシバ ○      

78     アゼスゲ ○      

79     ヤワラスゲ ○      

80     ヒメクグ   ○    
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表 7-7-8(3) 植物相確認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

81 (イネ) (カヤツリグサ) タマガヤツリ   ○ ○  

82     メリケンガヤツリ ○ ○    

83     ヒナガヤツリ   ○    

84     コゴメガヤツリ   ○ ○  

85     カヤツリグサ   ○ ○  

86     イガガヤツリ   ○ ○  

87     ハマスゲ   ○    

88     カワラスガナ   ○    

89     マツバイ ○      

90     ヒデリコ ○      

91     ヤマイ   ○ ○  

92     サンカクイ   ○    

93     マツカサススキ   ○ ○ ○

94   イネ ナンカイヌカボ ○      

95     ヌカボ ○      

96     ヌカススキ ○      

97     ハナヌカススキ ○      

98     スズメノテッポウ ○      

99     メリケンカルカヤ ○ ○ ○  

100     コブナグサ   ○    

101     カラスムギ ○      

102     カズノコグサ ○      

103     コバンソウ ○ ○    

104     ヒメコバンソウ ○      

105     イヌムギ ○ ○ ○  

106     ヒゲナガスズメノチャヒキ ○      

107     スズメノチャヒキ ○ ○    

108     ウマノチャヒキ ○ ○    

109     ヤマアワ ○ ○ ○  

110     シマヒゲシバ     ○  

111     オヒゲシバ     ○  

112     シロガネヨシ   ○ ○  

113     ギョウギシバ ○ ○ ○  

114     メヒシバ   ○ ○  

115     コメヒシバ     ○  

116     アキメヒシバ     ○  

117     イヌビエ ○   ○  

118     オヒシバ     ○  

119     アオカモジグサ ○      

120     カモジグサ ○ ○    

121     シナダレスズメガヤ ○ ○ ○  

122     カゼクサ     ○  

123     コスズメガヤ   ○ ○  

124     ニワホコリ     ○  

125     オオニワホコリ     ○  
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表 7-7-8(4) 植物相確認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

126 (イネ) (イネ) ナルコビエ   ○   ○

127     ムギクサ ○      

128     チガヤ ○ ○ ○  

129     ミノボロ ○      

130     ネズミホソムギ ○      

131     ネズミムギ ○      

132     ホソムギ ○ ○    

133     オギ ○ ○ ○  

134     ススキ ○ ○ ○  

135     コチヂミザサ ○ ○ ○  

136     ケチヂミザサ   ○ ○  

137     ヌカキビ     ○  

138     オオクサキビ ○ ○ ○  

139     スズメノナギナタ ○      

140     シマスズメノヒエ ○ ○ ○  

141     キシュウスズメノヒエ ○      

142     アメリカスズメノヒエ   ○    

143     スズメノヒエ     ○  

144     タチスズメノヒエ   ○    

145     クサヨシ ○   ○  

146     ヨシ ○ ○ ○  

147     ツルヨシ ○      

148     クロチク ○ ○ ○  

149     ネザサ ○ ○ ○  

150     メダケ ○ ○ ○  

151     ミゾイチゴツナギ     ○  

152     スズメノカタビラ ○      

153     オオスズメノカタビラ ○   ○  

154     ヒエガエリ ○      

155     ヨシススキ ○      

156     オニウシノケグサ ○ ○    

157     ヒロハノウシノケグサ ○      

158     アキノエノコログサ   ○ ○  

159     コツブキンエノコロ     ○  

160     キンエノコロ   ○ ○  

161     オオエノコロ   ○ ○  

162     エノコログサ ○ ○ ○  

163     ムラサキエノコロ   ○    

164     セイバンモロコシ ○ ○ ○  

165     ネズミノオ     ○  

166     ムラサキネズミノオ     ○  

167     カニツリグサ ○      

168     ナギナタガヤ ○ ○    

169     ムラサキナギナタガヤ ○      

170     シバ ○ ○ ○  
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表 7-7-8(5) 植物相確認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

171 キンポウゲ ケシ ナガミヒナゲシ ○      

172   アケビ ゴヨウアケビ ○ ○ ○  

173     アケビ ○ ○ ○  

174     ミツバアケビ ○ ○ ○  

175   ツヅラフジ アオツヅラフジ ○ ○ ○  

176   メギ ナンテン ○ ○    

177   キンポウゲ センニンソウ ○   ○  

178     ケキツネノボタン ○      

179     タガラシ ○      

180 ユキノシタ ユズリハ ユズリハ ○      

181     ヒメユズリハ ○ ○ ○  

182   ベンケイソウ コモチマンネングサ ○   ○  

183     オノマンネングサ   ○    

184     ツルマンネングサ ○ ○ ○  

185   タコノアシ タコノアシ   ○ ○ ○

186 ブドウ ブドウ ノブドウ ○ ○ ○  

187     ヤブカラシ ○ ○ ○  

188     ツタ ○ ○    

189     エビヅル ○ ○ ○  

190 マメ マメ クサネム   ○    

191     ネムノキ ○ ○ ○  

192     イタチハギ   ○    

193     ヤブマメ     ○  

194     アレチケツメイ ○ ○ ○  

195     アレチヌスビトハギ ○ ○ ○  

196     ツルマメ ○ ○ ○  

197     トウコマツナギ ○   ○  

198     コマツナギ ○ ○ ○  

199     マルバヤハズソウ ○ ○ ○  

200     ヤハズソウ ○ ○ ○  

201     メドハギ ○ ○ ○  

202     マルバハギ   ○    

203     ネコハギ ○ ○ ○  

204     コメツブウマゴヤシ ○ ○    

205     ウマゴヤシ     ○  

206     シナガワハギ   ○    

207     クズ ○ ○ ○  

208     タンキリマメ ○ ○ ○  

209     クスダマツメクサ ○      

210     コメツブツメクサ ○      

211     タチオランダゲンゲ   ○    

212     ムラサキツメクサ   ○    

213     シロツメクサ ○ ○ ○  

214     スズメノエンドウ ○      

215     ヤハズエンドウ ○ ○    
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表 7-7-8(6) 植物相確認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

216 (マメ) (マメ) カスマグサ ○      

217     ヤブツルアズキ     ○  

218 バラ グミ オオバグミ ○      

219     ナワシログミ ○ ○ ○  

220     アキグミ ○ ○    

221   ニレ アキニレ ○ ○ ○  

222   アサ ムクノキ ○ ○ ○  

223     エノキ ○ ○ ○  

224     カナムグラ ○ ○ ○  

225   クワ イヌビワ ○ ○ ○  

226     マグワ ○ ○ ○  

227     ヤマグワ ○      

228   イラクサ ヤブマオ ○      

229   バラ キンミズヒキ ○   ○  

230     オオシマザクラ ○ ○ ○  

231     ソメイヨシノ ○ ○ ○  

232     ビワ ○ ○ ○  

233     オヘビイチゴ ○      

234     ヘビイチゴ ○      

235     ヤブヘビイチゴ ○      

236     オキジムシロ ○      

237     ユスラウメ ○      

238     タチバナモドキ ○ ○    

239     カザンデマリ ○ ○ ○  

240     シャリンバイ ○ ○ ○  

241     テリハノイバラ ○ ○ ○  

242     ノイバラ ○ ○ ○  

243     セイヨウヤブイチゴ ○      

244     ナワシロイチゴ ○ ○ ○  

245     カジイチゴ ○ ○ ○  

246 ブナ ブナ アラカシ ○      

247     ウバメガシ ○ ○ ○  

248   ヤマモモ ヤマモモ ○      

249   カバノキ イヌシデ ○      

250 ウリ ウリ アレチウリ ○      

251     カラスウリ ○ ○ ○  

252     キカラスウリ ○ ○ ○  

253     スズメウリ ○ ○ ○  

254 ニシキギ ニシキギ ツルウメモドキ ○ ○ ○  

255     マサキ ○ ○ ○  

256     マユミ   ○    

257 カタバミ カタバミ カタバミ ○ ○ ○  

258     ムラサキカタバミ ○      

259     オッタチカタバミ ○ ○ ○  

260   ホルトノキ ホルトノキ     ○  
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表 7-7-8(7) 植物相確認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

261 キントラノオ トウダイグサ エノキグサ ○      

262     ニシキソウ     ○  

263     コニシキソウ   ○ ○  

264     オオニシキソウ   ○ ○  

265     アカメガシワ ○ ○ ○  

266     ナンキンハゼ ○ ○ ○  

267   コミカンソウ コミカンソウ   ○    

268   ヤナギ マルバヤナギ ○ ○ ○  

269     コゴメヤナギ ○      

270     ジャヤナギ ○      

271     オオキツネヤナギ ○      

272     イヌコリヤナギ ○ ○    

273     カワヤナギ ○ ○    

274     キツネヤナギ   ○    

275   スミレ スミレ ○      

276 フウロソウ フウロソウ アメリカフウロ ○      

277 フトモモ ミソハギ ホソバヒメミソハギ   ○    

278     ミソハギ   ○    

279     キカシグサ   ○    

280   アカバナ ヒレタゴボウ     ○  

281     チョウジタデ   ○    

282     メマツヨイグサ ○ ○ ○  

283     コマツヨイグサ ○ ○ ○  

284     ユウゲショウ ○      

285 ミツバウツギ ミツバウツギ ゴンズイ   ○    

286 ムクロジ ウルシ ヌルデ ○ ○ ○  

287     ハゼノキ ○ ○ ○  

288     ヤマハゼ ○ ○ ○  

289     ヤマウルシ ○ ○    

290   ムクロジ トウカエデ ○   ○  

291   ミカン サンショウ     ○  

292     イヌザンショウ ○ ○ ○  

293   ニガキ ニワウルシ ○ ○    

294   センダン センダン ○ ○ ○  

295 アオイ アオイ ウサギアオイ ○ ○    

296     ヤノネボンテンカ ○ ○    

297 アブラナ アブラナ カラシナ ○      

298     ナズナ ○      

299     カラクサナズナ ○      

300     マメグンバイナズナ ○ ○ ○  

301     オランダガラシ ○      

302     イヌガラシ ○      

303     スカシタゴボウ ○      

304     ホソエガラシ ○ ○    

305     イヌカキネガラシ ○      
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表 7-7-8(8) 植物相確認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

306 ナデシコ タデ イタドリ ○ ○ ○  

307     ヒメツルソバ ○      

308     ヤナギタデ     ○  

309     シロバナサクラタデ   ○ ○  

310     サナエタデ ○      

311     オオイヌタデ ○ ○ ○  

312     イヌタデ ○ ○ ○  

313     イシミカワ ○ ○ ○  

314     アキノウナギツカミ     ○  

315     ママコノシリヌグイ ○   ○  

316     ミゾソバ ○      

317     ミチヤナギ ○      

318     スイバ ○ ○ ○  

319     ヒメスイバ ○ ○    

320     アレチギシギシ ○ ○    

321     ナガバギシギシ ○ ○    

322     ギシギシ ○   ○  

323   ナデシコ ノミノツヅリ ○      

324     オランダミミナグサ ○      

325     ミチバタナデシコ ○ ○    

326     キヌイトツメクサ ○      

327     ツメクサ ○      

328     シロバナマンテマ ○      

329     ウシハコベ ○ ○    

330     コハコベ ○      

331     ミドリハコベ ○      

332     ノミノフスマ ○      

333   ヒユ イノコヅチ ○ ○ ○  

334     ヒナタイノコヅチ ○ ○ ○  

335     ホソバツルノゲイトウ ○      

336     イヌビユ   ○    

337     シロザ ○ ○ ○  

338     コアカザ ○      

339     アリタソウ ○ ○ ○  

340   ヤマゴボウ ヨウシュヤマゴボウ ○ ○ ○  

341   ザクロソウ クルマバザクロソウ     ○  

342   スベリヒユ スベリヒユ   ○ ○  

343     ヒメマツバボタン     ○  

344 ツツジ サカキ ヒサカキ ○ ○ ○  

345   カキノキ カキノキ ○ ○    

346   サクラソウ マンリョウ ○ ○ ○  

347   マタタビ キウイフルーツ ○ ○    
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表 7-7-8(9) 植物相確認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

348 リンドウ アカネ メリケンムグラ ○ ○    

349     シラホシムグラ ○      

350     ヤエムグラ ○ ○    

351     クチナシ ○ ○    

352     オオフタバムグラ ○ ○ ○  

353     ヘクソカズラ ○ ○ ○  

354   リンドウ ハナハマセンブリ ○ ○    

355   キョウチクトウ フウセントウワタ ○ ○ ○  

356     ガガイモ ○ ○ ○  

357 ナス ヒルガオ コヒルガオ   ○    

358     ヒルガオ ○ ○    

359     ハマヒルガオ ○ ○    

360     アメリカネナシカズラ   ○ ○  

361     ネナシカズラ   ○    

362     マルバルコウ   ○    

363     マルバアメリカアサガオ   ○    

364     アサガオ     ○  

365     ホシアサガオ     ○  

366   ナス ホオズキ ○      

367     ヒロハフウリンホオズキ   ○ ○  

368     ヒヨドリジョウゴ ○ ○ ○  

369     イヌホオズキ ○ ○ ○  

370     アメリカイヌホオズキ     ○  

371 ムラサキ ムラサキ ハナイバナ ○      

372     キュウリグサ ○      

373 シソ モクセイ シマトネリコ   ○    

374     ネズミモチ   ○    

375     トウネズミモチ ○ ○ ○  

376     イボタノキ ○   ○  

377     オオバイボタ   ○    

378     シナイボタ ○      

379   オオバコ ミズハコベ   ○    

380     マツバウンラン ○ ○    

381     ヘラオオバコ ○ ○    

382     ツボミオオバコ ○ ○    

383     オオカワヂシャ ○      

384     タチイヌノフグリ ○      

385     ムシクサ ○      

386     オオイヌノフグリ ○      

387     カワヂシャ ○     ○

388   アゼナ タケトアゼナ ○ ○    

389     アメリカアゼナ   ○    

390     アゼナ   ○    
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表 7-7-8(10) 植物相確認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

391   シソ クサギ ○   ○  

392     ホトケノザ ○      

393     ヒメジソ     ○  

394     イヌコウジュ   ○    

395     ミゾコウジュ ○     ○

396     ハマゴウ   ○    

397   キリ キリ ○ ○ ○  

398   ハマウツボ セイヨウヒキヨモギ ○      

399   キツネノマゴ キツネノマゴ     ○  

400   クマツヅラ ヤナギハナガサ ○ ○    

401     アレチハナガサ ○ ○ ○  

402     ダキバアレチハナガサ ○ ○ ○  

403     ハマクマツヅラ ○ ○ ○  

404     シュッコンバーベナ ○ ○    

405 モチノキ モチノキ イヌツゲ ○ ○    

406     クロガネモチ ○ ○ ○  

407 キク キキョウ ヒナキキョウソウ ○      

408     キキョウソウ ○      

409     ヒナギキョウ ○ ○    

410   キク ブタクサ ○ ○    

411     カワラハハコ ○ ○   ○

412     カワラヨモギ ○ ○    

413     ヨモギ ○ ○ ○  

414     オトコヨモギ ○ ○ ○  

415     ヨメナ     ○  

416     アメリカセンダングサ ○ ○ ○  

417     コセンダングサ ○ ○ ○  

418     オワリセンダングサ     ○  

419     トキンソウ   ○    

420     アメリカオニアザミ ○      

421     オオキンケイギク ○      

422     ハルシャギク ○ ○    

423     ベニバナボロギク   ○    

424     タカサブロウ   ○    

425     ダンドボロギク ○ ○ ○  

426     ヒメジョオン ○ ○ ○  

427     ヒメムカシヨモギ ○ ○ ○  

428     ハルジオン ○      

429     ヤナギバヒメジョオン ○      

430     ケナシヒメムカシヨモギ   ○    

431     オオアレチノギク ○ ○ ○  

432     オオヒヨドリバナ ○ ○ ○  

433     ハキダメギク ○      

434     ホソバノチチコグサモドキ ○      

435     ウラジロチチコグサ ○ ○    
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表 7-7-8(11) 植物相確認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 

重要

な種

春季 夏季 秋季  

436 (キク) (キク) チチコグサモドキ   ○    

437     ウスベニチチコグサ ○      

438     チチコグサ ○      

439     キツネアザミ ○      

440     ヒメブタナ ○      

441     ブタナ ○ ○    

442     ニガナ ○      

443     オオジシバリ ○   ○  

444     イワニガナ   ○    

445     アキノノゲシ ○ ○ ○  

446     トゲチシャ ○ ○    

447     コオニタビラコ ○      

448     ヤブタビラコ ○ ○    

449     コウゾリナ ○ ○ ○  

450     ハハコグサ ○ ○ ○  

451     セイタカハハコグサ ○      

452     ノボロギク ○      

453     セイタカアワダチソウ ○ ○ ○  

454     オニノゲシ ○   ○  

455     ノゲシ ○ ○ ○  

456     ヒロハホウキギク   ○    

457     ホウキギク   ○ ○  

458     カンサイタンポポ ○      

459     セイヨウタンポポ ○ ○    

460     トウカイタンポポ ○      

461     オオオナモミ   ○    

462     アカオニタビラコ ○   ○  

463     アオオニタビラコ ○      

464 セリ トベラ トベラ ○ ○ ○  

465   ウコギ カクレミノ ○      

466   セリ シャク ○      

467     マツバゼリ ○      

468     ノラニンジン   ○    

469     セリ ○      

470     ヤブジラミ ○      

471     オヤブジラミ ○      

472 マツムシソウ ガマズミ ニワトコ ○      

473     サンゴジュ ○      

474   スイカズラ スイカズラ ○ ○ ○  

計 ４2 目 ９7 科 ４７4 種 356 種 274 種 209 種 8 種

注）分類、配列などは基本的に「令和 4 年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 4 年、国土交通省）

に準拠した。 

  

- 550 -



7-7-22 

 

 植生の状況 

現地調査の結果、表 7-7-9 に示すとおり、26 の群落等が確認された。 

現存植生図を図 7-7-3 に示す。 
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表 7-7-9 植生の概要 

凡例 

番号 
群落名 階層構造と主要構成種 

1 ヤナギタデ群落 ・草本層：ヤナギタデ、ヒレタゴボウ 

2 オオイヌタデ-オオクサキビ群落 ・草本層：オオクサキビ、イヌビエ等 

3 
ヒメムカシヨモギ－オオアレチノギク

群落 

・草本層：ヒメムカシヨモギ、エノコログサ、 

メドハギ等 

4 オヒシバ－アキメヒシバ群集 ・草本層：ヤハズソウ、キンエノコロ等 

5 セイタカアワダチソウ群落 ・草本層：セイタカアワダチソウ等 

6 ヨシ群落 ・草本層：ヨシ 

7 ヨシ-セイタカアワダチソウ群落 
・草本層：ヨシ、セイタカアワダチソウ、 

ヘクソカズラ等 

8 オギ群落 ・草本層：オギ 

9 オギ-セイタカアワダチソウ群落 ・高木層：オギ、セイタカアワダチソウ等 

10 ヤマアワ群落 ・草本層：ヤマアワ、セイタカアワダチソウ 

11 シナダレスズメガヤ群落 ・草本層：シナダレスズメガヤ等 

12 チガヤ群落 
・草本層：チガヤ、セイタカアワダチソウ、 

メドハギ等 

13 コゴメイ群落 ・草本層：コゴメイ、ヌカキビ等 

14 
ジャヤナギ－アカメヤナギ群集(低木

林) 

・低木層：マルバヤナギ 

・草本層：ヨシ、ヤマアワ等 

15 メダケ群集 
・低木層：メダケ、ハゼノキ 

・草本層：カサスゲ、セイタカアワダチソウ等 

16 クズ群落 ・草本層：クズ、コセンダングサ等 

17 ヌルデ－アカメガシワ群落 

・亜高木層：アカメガシワ、エノキ等 

・草本層：セイタカアワダチソウ、ノイバラ、 

ケチヂミザサ等 

18 ウバメガシ群落 
・低木層：トベラ、ウバメガシ 

・草本層：フモトシダ、ベニシダ等 

19 クロマツ群落 

・高木層：クロマツ 

・低木層：オガタマノキ、ハゼノキ 

・草本層：コチヂミザサ 

20 クロチク群落 
・低木層：クロチク 

・草本層：コチヂミザサ等 

21 ナンキンハゼ群落 

・亜高木層：ナンキンハゼ 

・草本層：セイタカアワダチソウ、イワヒメワラビ 

     ノイバラ、ベニシダ等 

22 芝地 － 

23 人工裸地 － 

24 構造物 － 

25 道路 － 

26 開放水域 － 
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図 7-7-3 現存植生図  
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 重要な植物及び群落 

現地調査で確認された種のうち、重要な植物はコガマ、ミコシガヤ、マツカサススキ、ナルコビエ、タ

コノアシ、カワヂシャ、ミゾコウジュ、カワラハハコの計 8 種であった。なお、調査地域において、重要な

植物群落は確認されなかった。 

現地調査で確認された重要な植物を表 7-7-10 に、確認位置を図 7-7-4 に示す。 

 

表 7-7-10 現地調査により確認された重要な植物 

番

号 
科名 種名 

選定基準 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

1 ガマ コガマ     NT  

2 カヤツリグサ ミコシガヤ     EN  

3  マツカサススキ     VU  

4 イネ ナルコビエ     VU  

5 タコノアシ タコノアシ    NT VU NT

6 オオバコ カワヂシャ    NT   

7 シソ ミゾコウジュ    NT VU  

8 キク カワラハハコ     VU  

計 7 科 8 種 0 種 0 種 0 種 3 種 7 種 1 種

注）選定基準及びランクは表 7-7-3 に示す。 
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図 7-7-4(1) 重要な陸生植物の確認位置図  
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図 7-7-4(2) 重要な陸生植物の確認位置図  
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2） 予測 

（1） 予測の手法 

 予測項目 

重要な種等の生育に及ぼす影響の程度 

 

 予測対象種 

予測対象種として、現地調査により事業実施区域及びその周辺で生育が確認された重要な種計 8

種を選定した。 

予測対象とした重要な種を表 7-7-11 に示す。 

 

 予測手法 

陸生植物の重要な種について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた解析により行った。 

樹木の伐採・処理及び土地の造成位置並びに工事施工ヤード及び工事用道路等の設置位置と重

要な種の生育地の分布範囲から、生育環境が消失・縮小する区域及びその程度を把握した。 

次に、それらが重要な種等の生育に及ぼす影響の程度を、科学的知見や類似事例を参考に予測し

た。 

予測手順を図 7-7-5 に、予測対象種及び影響要因を表 7-7-11 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-7-5 陸生植物の予測手順 

  

直接改変の影響の検討
樹木の伐採・処理及び土地の造成位置並びに工事施工ヤード及び工事用道路等の設置位置と重要な種
の生育地の分布範囲から、生育環境が消失・縮小する区域及びその程度の把握

A.生育環境への影響
が大きい

B.生育環境への影響
がある

C.生育環境への影響
が極めて小さい

D.生育環境への影響
がない

【直接改変の影響】
・現地調査における確認地
点によらず、生育地・生育
環境の大部分が消失する。

【直接改変の影響】
・現地調査における確認地
点（生育地）が改変される。
・生育環境の縮小が生じる
が、周辺に同様の環境が分
布している。

【直接改変の影響】
・現地調査における確認地
点（生育地）が改変されな
い。
・生育環境の一部縮小が生
じるが、周辺に同様の環境
が分布している。

【直接改変の影響】
・現地調査における確認地
点（生育地）が改変されな
い。
・生育環境の縮小が生じな
い。

【予測⼿法】

【予測結果】
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表 7-7-11 予測対象種及び影響要因 

番

号 
分類 科名 種名 

工事の実施 
 

・資材の運搬 

・樹木の伐採・処理 

・土地の造成 

・工事用道路等の建設 

土地の存在及び供用
 

・造成地の存在 

・発生車両の走行 

直接改変 直接改変 

生育環境の消失 

又は縮小 

生育環境の消失 

又は縮小 

1 植物 ガマ コガマ 〇 〇 

2  カヤツリグサ ミコシガヤ 〇 〇 

3   マツカサススキ 〇 〇 

4  イネ ナルコビエ 〇 〇 

5  タコノアシ タコノアシ 〇 〇 

6  オオバコ カワヂシャ 〇 〇 

7  シソ ミゾコウジュ 〇 〇 

8  キク カワラハハコ 〇 〇 

 

 

 予測地域 

予測地域は、調査地域のうち、陸生植物の生育の特性を踏まえ、重要な種等に係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地域とした。 

 

 予測地点 

予測地点は、事業実施区域及びその周辺とした。 

 

 予測対象時期等 

予測対象時期等は、陸生植物の生育の特性を踏まえ、重要な種等に係る環境影響を的確に把握で

きる時期とした。 

具体的には、工事実施時期及び建設発生土ストックヤードが完成・供用する時期とした。 
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（2） 予測の結果 

 予測結果の概要 

重要な種の予測結果の概要を表 7-7-12 に示す。 

生育環境への影響については、以下のとおり整理した。 

A：生育環境への影響が大きい 

B：生育環境への影響がある 

C：生育環境への影響が極めて小さい 

D：生育環境への影響がない 

 

表 7-7-12 重要な種の予測結果概要 

番

号 
種 名 

調査地域における 

主な生育環境 

確認位置(ﾌﾞﾛｯｸ区分)
主な 

生育環境の

改変有無

生育環境 
への影響 

干拓地内 
工
事 

存
在
及
び

供
用
時 A B C D E

1 ｺｶﾞﾏ 造成地周辺の湿地 〇 〇    無 D D 

2 ﾐｺｼｶﾞﾔ 造成地周辺の草地 〇     無 D D 

3 ﾏﾂｶｻｽｽｷ 造成地周辺の湿地 〇     無 D D 

4 ﾅﾙｺﾋﾞｴ 造成地周辺の草地  〇    無 D D 

5 ﾀｺﾉｱｼ 造成地周辺の湿地・沈砂池 〇     無 D D 

6 ｶﾜﾁﾞｼｬ 造成地周辺の水路・池 〇   〇  無 D D 

7 ﾐｿﾞｺｳｼﾞｭ 造成地周辺の草地 〇     無 D D 

8 ｶﾜﾗﾊﾊｺ 造成地周辺の草地  〇    無 D D 
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 予測結果 

重要な陸生植物の予測結果を表 7-7-13 に示す。 

 

表 7-7-13(1) 重要な陸生植物の予測結果（コガマ） 

項 目 内 容 

生態 

・本州、四国、九州に分布する。 

・休耕田、池畔、川岸等の湿地に生育する。 

・6～8 月に茎頂に円柱の花序をつける。多年草。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 造成地周辺の湿地において確認された。 

確認時期 R4 夏季、秋季 

確認位置 

A～B ブロックにおいて 7 地点で 143 個体が確認された。 

 A ブロック：5 地点（143 個体） 

 B ブロック：2 地点（108 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、造成地周辺の湿地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 7 地点であり、本種の生育

地である造成地周辺の湿地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐

採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じない。 

このため、工事の実施による本種の生育環境への影響はないと予測される。 

土地の存在及び供用

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 7 地点であり、本種の生育

地である造成地周辺の湿地は、土地の存在及び供用（造成地の存在及び発生車

両の走行）により縮小が生じない。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生育環境への影響はないと予測され

る。 

 

表 7-7-13(2) 重要な陸生植物の予測結果（ミコシガヤ） 

項 目 内 容 

生態 

・本州（近畿以北）に分布する。 

・河川敷の草地に生える。 

・多年草。果期は、5～6 月。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 造成地周辺の草地において確認された。 

確認時期 R4 春季、夏季 

確認位置 
A ブロックにおいて 2 地点で 2 個体が確認された。 

 A ブロック：2 地点（2 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、造成地周辺の草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の生育

地である造成地周辺の草地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐

採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じない。 

このため、工事の実施による本種の生育環境への影響はないと予測される。 

土地の存在及び供用

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の生育

地である造成地周辺の草地は、土地の存在及び供用（造成地の存在及び発生車

両の走行）により縮小が生じない。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生育環境への影響はないと予測され

る。 
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表 7-7-13(3) 重要な陸生植物の予測結果（マツカサススキ） 

項 目 内 容 

生態 

・日本固有種。本州、四国、九州の温暖帯に分布する。 

・日当たりのよい湿地を好む。 

・花期は 8～10 月。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 造成地周辺の湿地において確認された。 

確認時期 R4 夏季、秋季 

確認位置 
A ブロックにおいて 2 地点で 10 個体が確認された。 

 A ブロック：2 地点（2 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、造成地周辺の湿地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の生育

地である造成地周辺の湿地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐

採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じない。 

このため、工事の実施による本種の生育環境への影響はないと予測される。 

土地の存在及び供用

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の生育

地である造成地周辺の湿地は、土地の存在（造成地の存在及び発生車両の走行）

により縮小が生じない。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生育環境への影響はないと予測され

る。 

 

 

表 7-7-13(4) 重要な陸生植物の予測結果（ナルコビエ） 

項 目 内 容 

生態 

・本州から琉球に分布する。 

・丘陵地から平野部の草地に生育する。 

・多年草。7～9 月頃に穂を出し、数個の枝を下垂する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 造成地周辺の草地において確認された。 

確認時期 R4 夏季 

確認位置 
B ブロックにおいて 1 地点で 90 個体が確認された。 

 B ブロック：1 地点（90 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、造成地周辺の草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であり、本種の生育

地である造成地周辺の草地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐

採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じない。 

このため、工事の実施による本種の生育環境への影響はないと予測される。 

土地の存在及び供用

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であり、本種の生育

地である造成地周辺の草地は、土地の存在（造成地の存在及び発生車両の走行）

により縮小が生じない。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生育環境への影響はないと予測され

る。 
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表 7-7-13(5) 重要な陸生植物の予測結果（タコノアシ） 

項 目 内 容 

生態 

・本州、四国、九州、琉球（奄美大島）に生育する。 

・河川敷や池沼の周辺などの低湿地に生育する。 

・花期は 8～10 月。茎の先に長さ 4～12cm の枝を数個出し、多数の小さい淡黄

白色の花を片側だけに総状につける。多年生草本。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 造成地周辺の湿地・沈砂池において確認された。 

確認時期 R4 夏季 

確認位置 
A ブロックにおいて 2 地点で 309 個体が確認された。 

 A ブロック：1 地点（309 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、造成地周辺の湿地・沈砂池と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の生育

地である造成地周辺の湿地・沈砂池は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹

木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じない。 

このため、工事の実施による本種の生育環境への影響はないと予測される。 

土地の存在及び供用

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の生育

地である造成地周辺の湿地・沈砂池は、土地の存在（造成地の存在及び発生車両

の走行）により縮小が生じない。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生育環境への影響はないと予測され

る。 

 

 

表 7-7-13(6) 重要な陸生植物の予測結果（カワヂシャ） 

項 目 内 容 

生態 

・本州、四国、九州、琉球に生育する。 

・水田や河川敷などの低湿地に多い。コンクリート水路の土砂がたまった場所など

にも生育している。 

・越年生草本。花期は 5～6 月。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 造成地周辺の水路や池において確認された。 

確認時期 R4 春季 

確認位置 

A、D ブロックにおいて 8 地点で 219 個体が確認された。 

 A ブロック：5 地点（189 個体） 

 D ブロック：3 地点（30 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、造成地周辺の水路・池と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 8 地点であり、本種の生育

地である造成地周辺の水路・池は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の

伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じない。 

このため、工事の実施による本種の生育環境への影響はないと予測される。 

土地の存在及び供用

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 8 地点であり、本種の生育

地である造成地周辺の水路・池は、土地の存在（造成地の存在及び発生車両の走

行）により縮小が生じない。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生育環境への影響はないと予測され

る。 
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表 7-7-13(7) 重要な陸生植物の予測結果（ミゾコウジュ） 

項 目 内 容 

生態 

・本州から沖縄に分布する。 

・低湿地、河川の氾濫原、溜池の縁などに生育する。 

・5～7 月頃、葉腋や茎頂に穂状に淡紫色の小花をつける。越年草。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 造成地周辺の草地において確認された。 

確認時期 R4 春季 

確認位置 
A ブロックにおいて 1 地点で 11 個体が確認された。 

 A ブロック：1 地点（11 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、造成地周辺の草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であり、本種の生育

地である造成地周辺の草地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐

採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じない。 

このため、工事の実施による本種の生育環境への影響はないと予測される。 

土地の存在及び供用

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であり、本種の生育

地である造成地周辺の草地は、土地の存在（造成地の存在及び発生車両の走行）

により縮小が生じない。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生育環境への影響はないと予測され

る。 

 

 

表 7-7-13(7) 重要な陸生植物の予測結果（カワラハハコ） 

項 目 内 容 

生態 

・北海道から九州に分布する。 

・川原の通常は磯地などに群生する多年草。 

・花期は 8～9 月頃、枝の先に多数の頭花を散房状につける。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 造成地周辺の草地において確認された。 

確認時期 R4 春季 

確認位置 
B ブロックにおいて 1 地点で 40 個体が確認された。 

 B ブロック：1 地点（40 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、造成地周辺の草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であり、本種の生育

地である造成地周辺の草地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐

採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じない。 

このため、工事の実施による本種の生育環境への影響はないと予測される。 

土地の存在及び供用

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であり、本種の生育

地である造成地周辺の草地は、土地の存在（造成地の存在及び発生車両の走行）

により縮小が生じない。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生育環境への影響はないと予測され

る。 
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3） 環境保全措置の検討 

（1） 環境保全措置の検討の状況 

工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）

及び土地の存在及び供用（造成地の存在及び発生車両の走行）に係る植物に関する影響はないと予

測されることから、環境保全措置の検討は行わないこととした。 

 

 

4） 評価 

（1） 評価の手法 

 回避又は低減に係る評価 

対象事業の実施による陸生植物に関する影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回

避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正にな

されているかどうかについて見解を明らかにすることにより行った。 

 

 

（2） 評価の結果 

 回避又は低減に係る評価 

工事中においては、工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道

路は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としている。 

供用時においては、建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

予測の結果、重要な陸生植物の生育環境への影響はないと予測された。 

これらのことから、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工

事用道路等の建設）及び土地の存在及び供用（造成地の存在及び発生車両の走行）に係る陸生植物

に関する影響は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されていると評価する。 
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第8節 水生生物 

事業実施区域及びその周辺には、重要な水生生物等の生息・生育環境が存在するため、工事の実施

（土地の造成）及び土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）による影響が考えられることから、

調査、予測及び評価を行った。 

 

8.1  工事の実施（土地の造成）及び土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）に係る 

水生生物 

 

1） 調査 

（1） 調査の手法 

 調査した情報 

 水生生物相の状況 

水生生物相（魚類、底生動物、水生植物（水草等））の状況について調査した。 

 

 水生生物の重要な種等の状況 

重要な種等の状況（重要な種等の生態、分布、生息・生育の状況、生息・生育環境の状況）について

調査した。 

 

 調査の手法 

調査は、既存資料調査及び現地調査により行った。 

 

 水生生物相の状況 

水生生物相の状況の調査は、表 7-8-1 に示す手法により現地調査を実施した。 

 

表 7-8-1 現地調査の手法 

項 目 調査手法 調査手法の解説 

魚類 
直接観察及び採取、 

トラップ等による採取 

調査地域の主要な河川において、投網、タモ網、セル

びん、刺し網、かご罠等を用いて採取することにより

生息種の確認・記録を行った。 

底生動物 
直接観察及び採取、 

コドラート法 

調査地域の主要な河川において、タモ網等を用いて採

取することにより生息種の確認・記録を行った。 

水生植物 

（水草等） 
直接観察及び採取 

調査地域内を踏査して、出現する種を目視により確認

し、種名を記録した。なお、現地での同定が困難な種に

ついては、採集し持ち帰って同定を行った。また重要な

種を確認したときは、確認位置及び生育状況等を記録

した。 
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 水生生物の重要な種等の状況 

（a）重要な種等の生態 

重要な種等の生態については、表 7-8-2 に示す図鑑、その他の資料の収集により整理した。 

 

表 7-8-2 既存資料一覧  

資料名 発行年 発行元 

三重県レッドデータブック 2015 

～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～ 
平成 27 年 3 月

三重県農林水産部 

みどり共生推進課 

愛知県の絶滅のおそれのある野生生物 

レッドデータブックあいち 2020－動物編－ 
令和 2 年 3 月

愛知県環境局環境政策部 

自然環境課 

まもりたい静岡県の野生生物 2019 

静岡県レッドデータブック＜動物編＞ 
平成 31 年 3 月

静岡県くらし・環境部環境局 

自然保護課 

千葉県の保護上重要な野生生物 

－千葉県レッドデータブック－動物編 

2011 年改訂版 

平成 23 年 3 月 千葉県環境生活部自然保護課

川の生物図典 平成 8 年 4 月 株式会社 山海堂 
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（b）重要な種等の分布、生息・生育の状況及び生息・生育環境の状況 

重要な種等の分布、生息・生育の状況及び生息・生育環境の状況については、表 7-8-3（1）～（2）

に示す選定基準に該当する種について、「a）水生生物相の状況」の調査と併せて行った。 

 

表 7-8-3(1) 重要な種の選定基準 

番

号 
文献及び法律名 選定基準となる区分 

① 

文化財保護法（昭和 25 年 5 月 30 日法

律第 214 号） 

三重県文化財保護条例（昭和 32 年三重

県条例第 72 号） 

愛知県文化財保護条例(昭和 30 年 4 月

1 日条例第 6 号) 

木曽岬町文化財保護条例（平成 21 年 12

月 18 日条例第 32 号） 

桑名市文化財保護条例（平成 16 年 12 月

6 日条例第 187 号） 

弥富市文化財保護条例（昭和 47 年 6 月

30 日条例第 17 号） 

国特：国指定特別天然記念物 

国天：国指定天然記念物 

三天：三重県指定天然記念物 

愛天：愛知県指定天然記念物 

木天：木曽岬町指定天然記念物 

桑天：桑名市指定天然記念物 

弥天：弥富市指定天然記念物 

② 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保

存に関する法律（平成 4 年 6 月 5 日法律

第 75 号） 

国際：国際希少野生動植物種 

国内：国内希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

③ 
三重県自然環境保全条例 

（平成 15 年三重県条例第 2 号） 
指定：三重県指定希少野生動植物種 

④ 
環境省レッドリスト 2020 の公表について

（令和 2 年 3 月 27 日、環境省） 

CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類（絶滅の危機に瀕している種）

CR：絶滅危惧ⅠA 類（ごく近い将来における絶滅の危

険性が極めて高い種） 

EN：絶滅危惧ⅠB 類（ⅠA 類ほどではないが、近い将

来における絶滅の危険性が高い種） 

VU：絶滅危惧Ⅱ類（絶滅の危険が増大している種） 

NT：準絶滅危惧（現時点では絶滅危険度は小さいが、

生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する

可能性のある種） 

DD：情報不足（評価するだけの情報が不足している種）

LP：絶滅のおそれのある地域個体群（地域的に孤立し

ている個体群で、絶滅のおそれが高いもの） 
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表 7-8-3(2) 重要な種の選定基準 

番

号 
文献及び法律名 選定基準となる区分 

⑤ 

三重県レッドデータブック 2015～三

重県の絶滅のおそれのある野生生物

～（平成 27 年 3 月、三重県農林水産

部みどり共生推進課） 

CR：絶滅危惧ⅠA 類（ごく近い将来における絶滅の危険性が

極めて高い種） 

EN：絶滅危惧ⅠB 類（ⅠA 類ほどではないが、近い将来におけ

る絶滅の危険性が高い種） 

VU：絶滅危惧Ⅱ類（絶滅の危険が増大している種） 

NT：準絶滅危惧（生息条件の変化によっては、「絶滅危惧種」に

移行する要素を持つ種） 

DD：情報不足（評価するだけの情報が不足している種） 

なお、繁殖期と越冬期で個体数が著しく変わる種類について

は、それぞれの時期で評価されている。 

⑥ 

愛知県の絶滅のおそれのある野生生

物 レッドデータブックあいち 2020

―動物編―（令和 2 年、愛知県環境

局環境政策部自然環境課）、 

愛知県の絶滅のおそれのある野生生

物 レッドデータブックあいち 2020

―植物編―（令和 2 年、愛知県環境

局環境政策部自然環境課） 

CR：絶滅危惧ⅠA 類（絶滅の危機に瀕している種。ごく近い将

来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの） 

EN：絶滅危惧ⅠB 類（絶滅の危機に瀕している種。ⅠA 類ほど

ではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が

高いもの） 

VU：絶滅危惧Ⅱ類（絶滅の危険が増大している種） 

NT：準絶滅危惧（存続基盤が脆弱な種） 

DD：情報不足（「絶滅」「絶滅危惧」「準絶滅危惧」のいずれかに

該当する可能性が高いが、評価するだけの情報が不足し

ている種。） 

LP：その種の国内における生息状況に鑑み、愛知県において特

に保全のための配慮が必要と考えられる 特徴的な個体群

なお、鳥類については、繁殖、越冬、通過の時期で評価が異なる

ことから、評価対象個体群ごとに評価されている。 
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 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施が、水生生物及びその生息・生育環境に影響を及ぼすおそれがある

と認められる地域及びその地域と自然的社会的に一体と考えられる地域として、事業実施区域及び

その周辺とした。 

調査にあたっては、調査地域の地形、植生、土地の利用状況等を踏まえ、調査地域を 7 つに区分し

た。ブロック区分を表 7-8-4 及び図 7-8-1 示す。 

 

 

表 7-8-4 ブロック区分の概要 

ブロック 位置 ブロック概要 

ブロック A 

木曽岬干拓地内 

伊勢湾岸自動車道以北に位置するブロック。 

木曽岬新輪工業団地として利用されている。 

ブロック B 

伊勢湾岸自動車道と事業実施区域の間に位置するブロッ

ク。 

新エネルギーランド（木曽岬干拓地メガソーラー発電所）と

して利用されている。 

ブロック C 

木曽岬干拓地の中央に位置するブロック。 

三重県側は事業実施区域、愛知県側は新エネルギーラン

ド及び運動広場としての利用が予定されている。 

ブロック D 

事業実施区域以南に位置するブロック。 

三重県側は農業体験広場、愛知県側は運動広場としての

利用が予定されている。 

ブロック E 
木曽岬干拓地の南端に位置するブロック。 

自然体験広場として、保全区が整備されている。 

ブロック F 
木曽岬干拓地外 

木曽岬干拓地外の陸域に位置するブロック 

ブロック G 木曽岬干拓地外の水域に位置するブロック 
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図 7-8-1 ブロック区分  

- 570 -



7-8-7 

 

 調査地点 

調査地点及び調査ルートは、調査対象動植物の生態的な特性、周辺の地形状況、植生の連続性を

踏まえ、調査地域に生息・生育する水生生物を効率よく把握できる場所を設定した。 

調査地点及び調査ルートを図 7-8-2～図 7-8-3 に示す。  
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図 7-8-2 魚類・底生動物調査位置図 
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図 7-8-3 水生植物（水草等）調査位置図 
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7-8-10 

 

 調査期間等 

調査期間は、令和 4 年 4 月～令和 4 年 10 月とした。調査時期等は、春季・夏季・秋季を基本とし、

調査対象となる動植物の生態的な特性を考慮し、効率よく確認できる時期とした。 

各項目の調査時期を表 7-8-5 に示す。 

 

表 7-8-5(1) 調査時期 

項 目 調査手法 調査実施日 

魚類 
直接観察及び採取、 

トラップ等による採取 

春季 ：令和 4年  4月 19日～ 22日 

夏季 ：令和 4年  7月 25日～ 27日 

秋季 ：令和 4年 10月 24日～ 26日 

底生動物 
直接観察及び採取、 

コドラート法 

早春季：令和 4年  4月 19日～ 22日 

夏季 ：令和 4年  7月 25日～ 27日 

水生植物 

（水草等） 
直接観察及び採取 

春季 ：令和 4年  5月 25日～ 27日 

夏季 ：令和 4年  8月  1日～  5日 

秋季 ：令和 4年  9月 27日～ 30日 
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（2） 調査の結果 

現地調査結果の概要を表 7-8-6 に示す。 

 

表 7-8-6(1) 現地調査結果の概要 

項 目 確認種数 重要な種 

魚類  11 目 19 科 32 種 
ニホンウナギ、サツキマス、ヒモハゼ、アシシロハゼ、エ

ドハゼ（計 5 種） 

底生動物 9 綱 28 目 60 科 102 種 

サザナミツボ、エドガワミズゴマツボ、ヌカルミクチキレ

ガイ、ウネナシトマヤガイ、ヤマトシジミ、 

ユウシオガイ、ソトオリガイ、オオノガイ、クシケマスオガ

イ、ヒメケフサイソガニ（計 10 種） 

水生植物 

（水草等） 
2 目 3 科 3 種 ツツイトモ（計 1 種） 
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 魚類 

 魚類の生息状況 

現地調査の結果、表 7-8-7 に示すとおり、11 目 19 科 32 種の魚類が確認された。 

確認された魚類は、ニホンウナギ、ボラ、スズキ、マハゼ等であった。 

 

表 7-8-7 魚類確認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

1 ﾄﾋﾞｴｲ ｱｶｴｲ ｱｶｴｲ ○  ○  

2 ｳﾅｷﾞ ｳﾅｷﾞ ﾆﾎﾝｳﾅｷﾞ  ○  〇 

3 ﾆｼﾝ ﾆｼﾝ ｻｯﾊﾟ ○ ○ ○  

4     ｺﾉｼﾛ  ○   

5   ｶﾀｸﾁｲﾜｼ ｶﾀｸﾁｲﾜｼ   ○  

6 ｺｲ ｺｲ ｺｲ(飼育型) ○ ○ ○  

-     ﾌﾅ属 ○ ○ ○  

7     ｳｸﾞｲ  ○   

8 ｻｹ ｱﾕ ｱﾕ ○    

9   ｻｹ ｻﾂｷﾏｽ ○   〇 

10 ﾄｹﾞｳｵ ﾖｳｼﾞｳｵ ｶﾞﾝﾃﾝｲｼﾖｳｼﾞ  ○   

11 ﾎﾞﾗ ﾎﾞﾗ ﾎﾞﾗ ○ ○ ○  

-     ﾎﾞﾗ科 ○ ○   

12 ｶﾀﾞﾔｼ ｶﾀﾞﾔｼ ｶﾀﾞﾔｼ ○ ○ ○  

13 ｽｽﾞｷ ｺﾁ ﾏｺﾞﾁ  ○   

-     ｺﾁ属 ○  ○  

14   ｽｽﾞｷ ｽｽﾞｷ ○ ○ ○  

15   ﾋｲﾗｷﾞ ﾋｲﾗｷﾞ   ○  
16   ﾏﾂﾀﾞｲ ﾏﾂﾀﾞｲ  ○   

17   ｲｿｷﾞﾝﾎﾟ ﾄｻｶｷﾞﾝﾎﾟ ○ ○   

18     ｲﾀﾞﾃﾝｷﾞﾝﾎﾟ ○ ○ ○  

19   ﾊｾﾞ ﾋﾓﾊｾﾞ ○ ○ ○ 〇 

20     ﾏﾊｾﾞ ○ ○ ○  

21     ｱｼｼﾛﾊｾﾞ ○ ○  〇 

22     ｱﾍﾞﾊｾﾞ ○    

23     ｼﾓﾌﾘｼﾏﾊｾﾞ ○ ○ ○  

24     ﾁﾁﾌﾞ ○ ○ ○  

25     ｳﾛﾊｾﾞ ○ ○ ○  

26     ﾂﾏｸﾞﾛｽｼﾞﾊｾﾞ ○ ○ ○  

27     ﾋﾒﾊｾﾞ ○ ○ ○  

28     ﾋﾞﾘﾝｺﾞ ○ ○ ○  

29     ｴﾄﾞﾊｾﾞ ○ ○ ○ 〇 

30 ｶﾚｲ ｶﾚｲ ｲｼｶﾞﾚｲ ○    

31 ﾌｸﾞ ｷﾞﾏ ｷﾞﾏ  ○   

32   ﾌｸﾞ ｸｻﾌｸﾞ  ○   

11 目 19 科 32 種 23 種 24 種 19 種 5 種

注 1）分類、配列などは基本的に「令和 4 年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 4 年、国土交通

省）に準拠した。 

注 2）同一種の可能性がある種は、種数をカウントしないこととした。 
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 重要な魚類 

現地調査で確認された種のうち、重要な魚類はニホンウナギ、サツキマス、ヒモハゼ、アシシロハゼ、エ

ドハゼの計 5 種であった。 

現地調査で確認された重要な魚類を表 7-8-8 に、確認位置を図 7-8-4 に示す。 

 

表 7-8-8 現地調査により確認された重要な魚類 

番

号 
目名 科名 種名 

選定基準 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

1 ウナギ ウナギ ニホンウナギ    EN EN EN

2 サケ サケ サツキマス      DD

3 スズキ ハゼ ヒモハゼ    NT NT VU

4   アシシロハゼ     VU  

5   エドハゼ    VU NT NT

計 3 目 3 科 5 種 0 種 0 種 0 種 3 種 4 種 4 種

注）選定基準及びランクは表 7-8-3 に示す。 
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図 7-8-4 重要な魚類の確認位置図  
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7-8-15 

 

 底生動物 

 底生動物の生息状況 

現地調査の結果、表 7-8-9 に示すとおり、9 綱 28 目 60 科 102 種の底生動物が確認された。 

確認された底生動物は、マガキ、ユリミミズ、スジエビ等であった。 

 

表 7-8-9(1) 底生動物確認種一覧 

番号 綱名 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種早春季 夏季

1 無針 異紐虫 ﾘﾈｳｽ ﾘﾈｳｽ科 〇   

2 有針 ﾊﾘﾋﾓﾑｼ ｴﾑﾌﾟﾚｸﾄﾈﾏ ﾊﾘﾋﾓﾑｼ目 〇 〇  

3 腹足 新生腹足 ﾜｶｳﾗﾂﾎﾞ ｻｻﾞﾅﾐﾂﾎﾞ  〇 〇 

4   ﾐｽﾞｺﾞﾏﾂﾎﾞ ｴﾄﾞｶﾞﾜﾐｽﾞｺﾞﾏﾂﾎﾞ 〇 〇 〇 

5  汎有肺 ﾄｳｶﾞﾀｶﾞｲ ﾇｶﾙﾐｸﾁｷﾚｶﾞｲ 〇 〇 〇 

6   ｻｶﾏｷｶﾞｲ ｻｶﾏｷｶﾞｲ  〇  

7 二枚貝 ｲｶﾞｲ ｲｶﾞｲ ﾎﾄﾄｷﾞｽｶﾞｲ 〇 〇  

8    ｺｳﾛｴﾝｶﾜﾋﾊﾞﾘｶﾞｲ 〇 〇  

9  ｳｸﾞｲｽｶﾞｲ ｲﾀﾎﾞｶﾞｷ ﾏｶﾞｷ 〇 〇  

10  ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ ﾌﾅｶﾞﾀｶﾞｲ ｳﾈﾅｼﾄﾏﾔｶﾞｲ 〇 〇 〇 

11   ｼｼﾞﾐ ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ 〇 〇 〇 

12   ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ ｵｷｼｼﾞﾐ 〇 〇  

13    ｱｻﾘ 〇 〇  

14   ﾆｯｺｳｶﾞｲ ﾕｳｼｵｶﾞｲ  〇 〇 

15    ﾋﾒｼﾗﾄﾘｶﾞｲ 〇   

16   ｼｵｻｻﾞﾅﾐ ｲｿｼｼﾞﾐ 〇   

17   ｱｻｼﾞｶﾞｲ ｼｽﾞｸｶﾞｲ 〇   

18   ﾊﾞｶｶﾞｲ ｼｵﾌｷｶﾞｲ 〇 〇  

19  異靱帯 ｵｷﾅｶﾞｲ ｿﾄｵﾘｶﾞｲ 〇 〇 〇 

20  ｵｵﾉｶﾞｲ ｵｵﾉｶﾞｲ ｸｼｹﾏｽｵｶﾞｲ  〇 〇 

21    ｵｵﾉｶﾞｲ 〇  〇 

22 ｺﾞｶｲ ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ Eteone 属 〇 〇  

23   ﾆｶｲﾁﾛﾘ Glycinde 属 〇 〇  

24   ｺﾞｶｲ ﾋﾒﾔﾏﾄｶﾜｺﾞｶｲ  〇  

-    ｶﾜｺﾞｶｲ属 〇 〇  

25    ｵｳｷﾞｺﾞｶｲ 〇   

26   ｼﾛｶﾞﾈｺﾞｶｲ ﾐﾅﾐｼﾛｶﾞﾈｺﾞｶｲ 〇   

27  ｲｿﾒ ｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ Scoletoma 属 〇   

28  ｽﾋﾟｵ ｽﾋﾟｵ Polydora 属 〇   

29    ﾔﾏﾄｽﾋﾟｵ 〇 〇  

30    Pseudopolydora 属 〇 〇  

31  ｲﾄｺﾞｶｲ ｲﾄｺﾞｶｲ Heteromastus 属 〇 〇  

32    Notomastus 属 〇 〇  

33  ｵﾌｪﾘｱｺﾞｶｲ ｵﾌｪﾘｱｺﾞｶｲ ﾂﾂｵｵﾌｪﾘｱ 〇   

34 ﾐﾐｽﾞ ｲﾄﾐﾐｽﾞ ﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ ﾕﾘﾐﾐｽﾞ 〇   

35    ﾅﾐﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ 〇 〇  

36    ﾆｾﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ属 〇 〇  

-    ﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ科 〇 〇  

37  ﾂﾘﾐﾐｽﾞ ﾌﾄﾐﾐｽﾞ ﾌﾄﾐﾐｽﾞ科 〇   
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表 7-8-9(2) 底生動物確認種一覧 

番号 綱名 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種早春季 夏季

38 顎脚 ﾌｼﾞﾂﾎﾞ ﾌｼﾞﾂﾎﾞ ｱﾒﾘｶﾌｼﾞﾂﾎﾞ 〇 〇  

39    ﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｼﾞﾂﾎﾞ 〇 〇  

40    ｼﾛｽｼﾞﾌｼﾞﾂﾎﾞ 〇 〇  

41    ﾄﾞﾛﾌｼﾞﾂﾎﾞ 〇 〇  

42 軟甲 ﾀﾅｲｽ ﾀﾅｲｽ ｷｽｲﾀﾅｲｽ 〇   

43  ｸｰﾏ ｼﾛｸｰﾏ ﾋﾇﾏﾆｯﾎﾟﾝｼﾛｸｰﾏ 〇   

44   ｸｰﾏ ﾐﾂｵﾋﾞｸｰﾏ 〇   

45  ﾖｺｴﾋﾞ ﾓｸｽﾞﾖｺｴﾋﾞ ﾌｻｹﾞﾓｸｽﾞ  〇  

46   ﾕﾝﾎﾞｿｺｴﾋﾞ ﾆｯﾎﾟﾝﾄﾞﾛｿｺｴﾋﾞ 〇 〇  

-    ﾄﾞﾛｿｺｴﾋﾞ属 〇 〇  

47   ﾄﾞﾛｸﾀﾞﾑｼ ﾄﾝｶﾞﾘﾄﾞﾛｸﾀﾞﾑｼ 〇   

48    ｱﾘｱｹﾄﾞﾛｸﾀﾞﾑｼ  〇  

-    Monocorophium 属 〇 〇  

49    ﾆﾎﾝﾄﾞﾛｸﾀﾞﾑｼ  〇  

50   ｶﾏｷﾘﾖｺｴﾋﾞ ｶﾏｷﾘﾖｺｴﾋﾞ属 〇   

51   ﾒﾘﾀﾖｺｴﾋﾞ ﾋｹﾞﾂﾉﾒﾘﾀﾖｺｴﾋﾞ 〇 〇  

52    ｼﾐｽﾞﾒﾘﾀﾖｺｴﾋﾞ 〇   

53  ﾜﾗｼﾞﾑｼ ｽﾅｳﾐﾅﾅﾌｼ ｽﾅｳﾐﾅﾅﾌｼ属 〇 〇  

54   ﾍﾗﾑｼ ﾔﾏﾄﾎｿﾍﾗﾑｼ  〇  

55    ﾜﾗｼﾞﾍﾗﾑｼ属  〇  

56   ｺﾂﾌﾞﾑｼ ｲｿｺﾂﾌﾞﾑｼ属 〇   

57   ﾌﾅﾑｼ ﾌﾅﾑｼ 〇 〇  

58  ｱﾐ ｱﾐ ｸﾛｲｻｻﾞｱﾐ 〇 〇  

59    ﾆﾎﾝｲｻｻﾞｱﾐ 〇 〇  

60  ｴﾋﾞ ﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ ﾕﾋﾞﾅｶﾞｽｼﾞｴﾋﾞ 〇 〇  

61    ｼﾗﾀｴﾋﾞ 〇 〇  

62    ｽｼﾞｴﾋﾞ 〇 〇  

63   ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ科  〇  

64   ｴﾋﾞｼﾞｬｺ ｳﾘﾀｴﾋﾞｼﾞｬｺ 〇 〇  

-    ｴﾋﾞｼﾞｬｺ属 〇 〇  

65   ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ 〇 〇  

66   ﾎﾝﾔﾄﾞｶﾘ ﾕﾋﾞﾅｶﾞﾎﾝﾔﾄﾞｶﾘ 〇 〇  

67   ｱﾅｼﾞｬｺ ｱﾅｼﾞｬｺ  〇  

68    ﾖｺﾔｱﾅｼﾞｬｺ  〇  

-    ｱﾅｼﾞｬｺ属 〇   

69   ｺﾌﾞｼｶﾞﾆ ﾏﾒｺﾌﾞｼｶﾞﾆ  〇  

70   ﾍﾞﾝｹｲｶﾞﾆ ｸﾛﾍﾞﾝｹｲｶﾞﾆ  〇  

71    ｱｶﾃｶﾞﾆ  〇  

72   ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ ｹﾌｻｲｿｶﾞﾆ  〇  

73    ﾋﾒｹﾌｻｲｿｶﾞﾆ 〇 〇 〇 

74    ﾀｶﾉｹﾌｻｲｿｶﾞﾆ 〇 〇  

75   ｵｻｶﾞﾆ ﾔﾏﾄｵｻｶﾞﾆ 〇 〇  
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表 7-8-9(3) 底生動物確認種一覧 

番号 綱名 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種早春季 夏季

76 昆虫 ｶｹﾞﾛｳ(蜉蝣) ｺｶｹﾞﾛｳ ﾌﾀﾊﾞｶｹﾞﾛｳ属  〇  

77  ﾄﾝﾎﾞ(蜻蛉) ｲﾄﾄﾝﾎﾞ ｱｵﾓﾝｲﾄﾄﾝﾎﾞ  〇  

-    ｱｵﾓﾝｲﾄﾄﾝﾎﾞ属  〇  

78   ﾄﾝﾎﾞ ｺﾌｷﾄﾝﾎﾞ 〇 〇  

79    ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ  〇  

80  ｶﾒﾑｼ(半翅) ｱﾒﾝﾎﾞ ｱﾒﾝﾎﾞ 〇 〇  

81   ﾐｽﾞﾑｼ(昆) ｸﾛﾁﾋﾞﾐｽﾞﾑｼ  〇  

82    ﾁﾋﾞﾐｽﾞﾑｼ  〇  

-    ﾁﾋﾞﾐｽﾞﾑｼ属  〇  

83    ｵﾓﾅｶﾞｺﾐｽﾞﾑｼ  〇  

84    ｴｻｷｺﾐｽﾞﾑｼ  〇  

85    ｺﾐｽﾞﾑｼ  〇  

-    ｺﾐｽﾞﾑｼ属 〇 〇  

86   ﾏﾂﾓﾑｼ ｺﾏﾂﾓﾑｼ  〇  

87  ﾊｴ(双翅) ﾕｽﾘｶ ｸﾛﾕｽﾘｶ 〇   

88    ﾕｽﾘｶ属 〇 〇  

89    ﾎｿﾐﾕｽﾘｶ属 〇 〇  

90    ﾌﾕﾕｽﾘｶ属 〇   

91    ﾊﾓﾝﾕｽﾘｶ属 〇   

92    ﾋｹﾞﾕｽﾘｶ属 〇   

93    ﾔﾏﾄｲｿﾕｽﾘｶ 〇   

94    ﾌﾄｵﾋｹﾞﾕｽﾘｶ属  〇  

95    ﾐﾅﾐﾕｽﾘｶ  〇  

96    ｶｽﾘﾓﾝﾕｽﾘｶ属  〇  

97  ｺｳﾁｭｳ(鞘翅) ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ ﾎｿｾｽｼﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳ  〇  

98    ﾊｲｲﾛｹﾞﾝｺﾞﾛｳ  〇  

99    ﾏﾒｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 〇   

100   ｶﾞﾑｼ ﾋﾒｶﾞﾑｼ  〇  

101    ｷｲﾛﾋﾗﾀｶﾞﾑｼ 〇   

102    ﾙｲｽﾋﾗﾀｶﾞﾑｼ 〇   

9 綱 28 目 60 科 102 種 75 種 76 種 10 種

注 1）分類、配列などは基本的に「令和 4 年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 4 年、国土交通

省）に準拠した。 

注 2）同一種の可能性がある種は、種数をカウントしないこととした。 
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 重要な底生動物 

現地調査で確認された種のうち、重要な底生動物は、サザナミツボ、エドガワミズゴマツボ、ヌカルミク

チキレガイ、ウネナシトマヤガイ、ヤマトシジミ、ユウシオガイ、ソトオリガイ、オオノガイ、クシケマスオガイ、ヒ

メケフサイソガニの計 10 種であった。 

現地調査で確認された重要な底生動物を表 7-8-10 に、確認位置を図 7-8-5 に示す。 

 

表 7-8-10 現地調査により確認された重要な底生動物 

番

号 
綱名 目名 科名 種名 

選定基準 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

1 腹足 新生腹足 ﾜｶｳﾗﾂﾎﾞ ｻｻﾞﾅﾐﾂﾎﾞ    NT VU EN

2    ﾐｽﾞｺﾞﾏﾂﾎﾞ ｴﾄﾞｶﾞﾜﾐｽﾞｺﾞﾏﾂﾎﾞ    NT NT NT

3  汎有肺 ﾄｳｶﾞﾀｶﾞｲ ﾇｶﾙﾐｸﾁｷﾚｶﾞｲ    NT NT VU

4 二枚貝 ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ ﾌﾅｶﾞﾀｶﾞｲ ｳﾈﾅｼﾄﾏﾔｶﾞｲ    NT   

5   ｼｼﾞﾐ ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ    NT   

6   ﾆｯｺｳｶﾞｲ ﾕｳｼｵｶﾞｲ    NT  NT

7  異靱帯 ｵｷﾅｶﾞｲ ｿﾄｵﾘｶﾞｲ        NT

8  ｵｵﾉｶﾞｲ ｵｵﾉｶﾞｲ ｸｼｹﾏｽｵｶﾞｲ    NT NT VU

9    ｵｵﾉｶﾞｲ    NT  NT

10 軟甲 ｴﾋﾞ ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ ﾋﾒｹﾌｻｲｿｶﾞﾆ    NT NT  

計 3 綱 6 目 9 科 10 種 0 種 0 種 0 種 9 種 5 種 7 種

注）選定基準及びランクは表 7-8-3 に示す。 
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図 7-8-5 重要な底生動物の確認位置図  
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 水生植物（水草等） 

 水生植物（水草等）の生育状況 

現地調査の結果、表 7-8-11 に示すとおり、2 目 3 科 3 種の水生植物（水草等）が確認された。 

確認された水生植物（水草等）は、ウキクサ、ツツイトモ、キクモであった。 

 

表 7-8-11 水生植物（水草等）確認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

1 オモダカ サトイモ ウキクサ 〇 〇   

2  ヒルムシロ ツツイトモ  〇 〇 〇

3 シソ オオバコ キクモ  〇 〇  

計 2 目 3 科 3 種 1 種 3 種 2 種 1 種

 

 

 重要な水生植物（水草等） 

現地調査で確認された種のうち、水生植物（水草等）は、ツツイトモの 1 種であった。 

現地調査で確認された水生植物（水草等）を表 7-8-12 に、確認位置を図 7-8-6 に示す。 

 

表 7-8-12 現地調査により確認された重要な水生植物（水草等） 

番

号 
目名 科名 種名 

選定基準 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

1 オモダカ ヒルムシロ ツツイトモ    VU VU  

計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 0 種 1 種 1 種 0 種

注）選定基準及びランクは表 7-8-3 に示す。 
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図 7-8-6 重要な水生植物（水草等）の確認位置図  
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2） 予測 

（1） 予測の手法 

 予測項目 

重要な種等の生息・生育に及ぼす影響の程度 

 

 予測対象種 

予測対象種として、現地調査により事業実施区域及びその周辺で生息・生育が確認された重要な

種（魚類５種、底生動物 10 種、水生植物（水草等）1 種）計 16 種を選定した。 

予測対象とした重要な種を表 7-8-13 に示す。 

 

 予測手法 

水生生物の重要な種について、分布又は生息・生育環境の改変の程度を踏まえた解析により行っ

た。 

土地の造成位置並びに土地の造成及び土地の利用位置と重要な種の生息・生育地の分布範囲か

ら、生息・生育環境が消失・縮小する区域及びその程度を把握した。 

次に、それらが重要な種等の生息・生育に及ぼす影響の程度を、科学的知見や類似事例を参考に

予測した。 

予測手順を図 7-8-7 に、予測対象種及び影響要因を表 7-8-13 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-8-7 水生生物の予測手順  

直接改変の影響の検討
土地の造成位置及び土地の利用位置と重要な種
の生息・生育地の分布範囲から、生息・生育環
境が消失・縮小する区域及びその程度の把握

質的変化の影響の検討
工事に伴う水の濁りによる重要な種の生息・生
育環境の質的変化の程度の把握

A.生息・生育環境への
影響が大きい

B.生息・生育環境への
影響がある

C.生息・生育環境への
影響が極めて小さい

D.生息・生育環境への
影響がない

【直接改変の影響】
・現地調査における確認地
点によらず、生息・生育環
境の大部分が消失し、周辺
に同様の環境が分布してい
ない。

【直接改変の影響】
・現地調査における確認地
点が改変される。
・生息・生育環境の縮小が
生じるが、周辺に同様の環
境が分布している。

【直接改変の影響】
・現地調査における確認地
点が改変されない。
・生息・生育環境の一部縮
小が生じるが、周辺に同様
の環境が分布している。

【直接改変の影響】
・現地調査における確認地
点が改変されない。
・生息・生育環境の縮小が
生じない。

【質的変化の影響】
・工事に伴う水の濁りによ
る生息・生育環境の質的変
化が大きい。

【質的変化の影響】
・工事に伴う水の濁りによ
る生息・生育環境の質的変
化が生じる。

【質的変化の影響】
・工事に伴う水の濁りによ
る生息・生育環境の質的変
化がほとんど生じない。

【質的変化の影響】
・工事に伴う水の濁りによ
る生息・生育環境の質的変
化は生じない

【予測⼿法】

【予測結果】

注）「直接改変の影響の検討」及び「質的変化の影響の検討」を行い、より大きい影響の程度（A～D）を予測結果とする。
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表 7-8-13 予測対象種及び影響要因 

番

号 
分類 科名 種名 

工事の実施 
 

・土地の造成 

 

土地の存在及び供用
 

・造成地の存在 

・土地の利用 

直接改変 質的変化 直接改変 質的変化

生息・生育

環境の消失

又は縮小

水の濁りに

よる生息・

生育環境

の変化 

生息・生育

環境の消失

又は縮小

水の濁りに

よる生息・

生育環境

の変化 

1 魚類 ウナギ ニホンウナギ 〇 〇 〇 〇 

2  サケ サツキマス 〇 〇 〇 〇 

3  ハゼ ヒモハゼ 〇 〇 〇 〇 

4   アシシロハゼ 〇 〇 〇 〇 

5   エドハゼ 〇 〇 〇 〇 

1 底生 

動物 

ワカウラツボ サザナミツボ 〇 〇 〇 〇 

2 ミズゴマツボ エドガワミズゴマツボ 〇 〇 〇 〇 

3  トウガタガイ ヌカルミクチキレガイ 〇 〇 〇 〇 

4  フナガタガイ ウネナシトマヤガイ 〇 〇 〇 〇 

5  シジミ ヤマトシジミ 〇 〇 〇 〇 

6  ニッコウガイ ユウシオガイ 〇 〇 〇 〇 

7  オキナガイ ソトオリガイ 〇 〇 〇 〇 

8  オオノガイ クシケマスオガイ 〇 〇 〇 〇 

9   オオノガイ 〇 〇 〇 〇 

10  モクズガニ ヒメケフサイソガニ 〇 〇 〇 〇 

1 水生植物 ヒルムシロ ツツイトモ 〇 〇 〇 〇 

 

 

 予測地域 

予測地域は、調査地域のうち、水生生物の生息・生育の特性を踏まえ、重要な種等に係る環境影響

を受けるおそれがあると認められる地域とした。 

 

 予測地点 

予測地点は、事業実施区域及びその周辺とした。 

 

 予測対象時期等 

予測対象時期等は、水生生物の生息・生育の特性を踏まえ、重要な種等に係る環境影響を的確に

把握できる時期とした。 

具体的には、工事実施時期及び建設発生土ストックヤードが完成・供用する時期とした。 
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（2） 予測の結果 

 予測結果の概要 

重要な種の予測結果の概要を表 7-8-14(1)～(3)に示す。 

生息・生育環境への影響については、以下のとおり整理した。 

A：生息・生育環境への影響が大きい 

B：生息・生育環境への影響がある 

C：生息・生育環境への影響が極めて小さい 
D：生息・生育環境への影響がない 

 

表 7-8-14(1) 重要な種の予測結果概要（魚類） 

番

号 
分
類 

種 名 
調査地域における 

主な生息環境 

確認位置(ﾌﾞﾛｯｸ区分) 主な生

息環境

の改変

有無

生息環境 
への影響 

干拓地内 干拓地外 工
事 

存
在
及

び
供
用A B C D E F G

1 

魚
類 

ﾆﾎﾝｳﾅｷﾞ 木曽川       〇 無 C C 

2 ｻﾂｷﾏｽ 木曽川       〇 無 C C 

3 ﾋﾓﾊｾﾞ 木曽川       〇 無 C C 

4 ｱｼｼﾛﾊｾﾞ 木曽川及び干拓地内水路 〇 〇 〇 〇 〇  〇 無 C C 

5 ｴﾄﾞﾊｾﾞ 木曽川及び干拓地内水路       〇 無 C C 

 

表 7-8-14(2) 重要な種の予測結果概要（底生動物） 

番

号 
分
類 

種 名 
調査地域における

主な生息環境 

確認位置(ﾌﾞﾛｯｸ区分) 主な生

息環境

の改変

有無

生息環境
への影響 

干拓地内 干拓地外
工
事 

存
在
及
び

供
用
時A B C D E F G

1 

底
生
動
物 

ｻｻﾞﾅﾐﾂﾎﾞ 木曽川       〇 無 C C

2 ｴﾄﾞｶﾞﾜﾐｽﾞｺﾞﾏﾂﾎﾞ 木曽川       〇 無 C C

3 ﾇｶﾙﾐｸﾁｷﾚｶﾞｲ 木曽川       〇 無 C C

4 ｳﾈﾅｼﾄﾏﾔｶﾞｲ 木曽川       〇 無 C C

5 ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ 木曽川       〇 無 C C

6 ﾕｳｼｵｶﾞｲ 木曽川       〇 無 C C

7 ｿﾄｵﾘｶﾞｲ 木曽川       〇 無 C C

8 ｸｼｹﾏｽｵｶﾞｲ 木曽川       〇 無 C C

9 ｵｵﾉｶﾞｲ 木曽川       〇 無 C C

10 ﾋﾒｹﾌｻｲｿｶﾞﾆ 木曽川       〇 無 C C

 

表 7-8-14(3) 重要な種の予測結果概要（水生植物（水草等）） 

番

号 
分
類 

種 名 
調査地域における 

主な生育環境 

確認位置(ﾌﾞﾛｯｸ区分)
主な生

育環境

の改変

有無

生育環境 
への影響 

干拓地内 

工
事 

存
在
及
び

供
用
時A B C D E

1 

水
生
植
物

(

水
草
等)

ﾂﾂｲﾄﾓ 干拓地内の池    〇  無 C C
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 予測結果 

 魚類 

重要な水生生物（魚類）の予測結果を表 7-8-15 に示す。 

 

 

表 7-8-15(1) 重要な水生生物の予測結果（ニホンウナギ） 

項 目 内 容 

生態 

・北海道以南に分布する。 

・産卵場は熱帯外洋で、孵化後レブトセファレス幼生（葉型仔魚）を経て黒潮回遊の

間に透明なシラスウナギ（稚魚）へと変態し、孵化後 4～5 か月で日本沿岸に来

遊する。 

・エビや魚を捕食する。 

・遡上ウナギは川で 5～10 年生活後、秋に海に降り産卵場へ向かう。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 木曽川において確認された。 

確認時期 R4 夏季 

確認位置 
G ブロックにおいて 1 地点で 1 個体が確認された。 

 G ブロック：1 地点（1 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、木曽川と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、工事の実施（土地の造成）により縮小が生じない。 

また、工事による濁水は適切に措置した上で排水することにより水の濁りを最小限

に抑えられるため、工事の実施による本種の主な生息環境の質的変化はほとんど

生じないと考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）によ

り縮小が生じない。 

また、ストックヤードから発生する濁水は適切に措置した上で排水することにより水

の濁りを最小限に抑えられるため、土地の存在及び供用による本種の主な生息環

境の質的変化はほとんど生じないと考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-8-15(2) 重要な水生生物の予測結果（サツキマス） 

項 目 内 容 

生態 

・本州、四国、九州に分布する。 

・11 月～翌年 3 月にかけて降海し、沿岸域で生活した後、5～6 月に河川に遡

上する。 

・降海後は甲殻類や小魚を食べ、河川生活期には陸生・水生昆虫を主な餌とし

て利用する。 

・春に河川を遡上し、その秋に河川に残留していたアマゴと混じって産卵する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 木曽川において確認された。 

確認時期 R4 春季 

確認位置 
G ブロックにおいて 1 地点で 1 個体が確認された。 

 G ブロック：1 地点（1 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、木曽川と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、工事の実施（土地の造成）により縮小が生じない。 

また、工事による濁水は適切に措置した上で排水することにより水の濁りを最小限

に抑えられるため、工事の実施による本種の主な生息環境の質的変化はほとんど

生じないと考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）によ

り縮小が生じない。 

また、ストックヤードから発生する濁水は適切に措置した上で排水することにより水

の濁りを最小限に抑えられるため、土地の存在及び供用による本種の主な生息環

境の質的変化はほとんど生じないと考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-8-15(3) 重要な水生生物の予測結果（ヒモハゼ） 

項 目 内 容 

生態 

・青森県から西表島にかけて分布する。 

・河口干潟や前浜干潟の砂泥から砂礫底に生息する。 

・産卵期は九州西部で 5～8 月である。8 月には底生に移った稚魚は成魚が生息

する河口干潟でみられる。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 木曽川において確認された。 

確認時期 R4 春季、夏季、秋季 

確認位置 
G ブロックにおいて 8 地点で 25 個体が確認された。 

 G ブロック：8 地点（25 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、木曽川と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 8 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、工事の実施（土地の造成）により縮小が生じない。 

また、工事による濁水は適切に措置した上で排水することにより水の濁りを最小限

に抑えられるため、工事の実施による本種の主な生息環境の質的変化はほとんど

生じないと考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 8 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）によ

り縮小が生じない。 

また、ストックヤードから発生する濁水は適切に措置した上で排水することにより水

の濁りを最小限に抑えられるため、土地の存在及び供用による本種の主な生息環

境の質的変化はほとんど生じないと考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-8-15(4) 重要な水生生物の予測結果（アシシロハゼ） 

項 目 内 容 

生態 

・北海道、本州、四国、九州に分布する。 

・内湾や河川汽水域の砂底、砂礫底に生息する。 

・雑食性で底生動物や藻類を食べる。 

・沈石や貝殻の下面に卵を産みつける。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 木曽川及び干拓地内水路において確認された。 

確認時期 R4 春季、夏季 

確認位置 

A～E、G ブロックにおいて 8 地点で 20 個体が確認された。 

 A ブロック：1 地点（ 2 個体） 

 B ブロック：1 地点（11 個体） 

 C ブロック：2 地点（ 2 個体） 

 D ブロック：1 地点（ 1 個体） 

 E ブロック：1 地点（ 1 個体） 

 G ブロック：2 地点（ 3 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、木曽川及び干拓地内水路と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 8 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川及び干拓地内水路は、工事の実施（土地の造成）により縮

小が生じない。 

また、工事による濁水は適切に措置した上で排水することにより水の濁りを最小限

に抑えられるため、工事の実施による本種の主な生生息環境の質的変化はほとん

ど生じないと考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 8 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川及び干拓地内水路は、土地の存在及び供用（造成地の存

在、土地の利用）により縮小が生じない。 

また、ストックヤードから発生する濁水は適切に措置した上で排水することにより水

の濁りを最小限に抑えられるため、土地の存在及び供用による本種の主な生息環

境の質的変化はほとんど生じないと考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-8-15(5) 重要な水生生物の予測結果（エドハゼ） 

項 目 内 容 

生態 

・宮城県から宮崎県にかけての太平洋、瀬戸内海、兵庫県から佐賀県にかけての

日本海、有明海に分布する。 

・河口干潟や前浜干潟、塩水湿地の砂泥底に生息する。 

・産卵期が近づくとメスの第 1 背鰭第 4 棘が伸長し、後端に 1 暗所斑が出現し、

腹・臀鰭の縁辺部が黒くなる。着底場所は砕波帯や河口域の岸側の浅所で、干

潮時には澪筋や水溜まりに見られる。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 木曽川及び干拓地内水路において確認された。 

確認時期 R4 春季、夏季、秋季 

確認位置 
G ブロックにおいて 5 地点で 30 個体が確認された。 

 G ブロック：5 地点（30 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、木曽川及び干拓地内水路と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 5 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川及び干拓地内水路は、工事の実施（土地の造成）により縮

小が生じない。 

また、工事による濁水は適切に措置した上で排水することにより水の濁りを最小限

に抑えられるため、工事の実施による本種の主な生息環境の質的変化はほとんど

生じないと考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 5 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川及び干拓地内水路は、土地の存在及び供用（造成地の存

在、土地の利用）により縮小が生じない。 

また、ストックヤードから発生する濁水は適切に措置した上で排水することにより水

の濁りを最小限に抑えられるため、土地の存在及び供用による本種の主な生息環

境の質的変化はほとんど生じないと考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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 底生動物 

重要な水生生物（底生動物）の予測結果を表 7-8-16 に示す。 

 

 

表 7-8-16(1) 重要な水生生物の予測結果（サザナミツボ） 

項 目 内 容 

生態 
・陸奥湾から南西諸島、朝鮮半島に分布する。 

・内湾奥の泥干潟周辺に生息する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 木曽川において確認された。 

確認時期 R4 早春季 

確認位置 
G ブロックにおいて 2 地点で 5 個体が確認された。 

 G ブロック：2 地点（5 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、木曽川と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、工事の実施（土地の造成）により縮小が生じない。 

また、工事による濁水は適切に措置した上で排水することにより水の濁りを最小限

に抑えられるため、工事の実施による本種の主な生息環境の質的変化はほとんど

生じないと考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）によ

り縮小が生じない。 

また、ストックヤードから発生する濁水は適切に措置した上で排水することにより水

の濁りを最小限に抑えられるため、土地の存在及び供用による本種の主な生息環

境の質的変化はほとんど生じないと考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-8-16(2) 重要な水生生物の予測結果（エドガワミズゴマツボ） 

項 目 内 容 

生態 
・東北地方から九州に分布する。 

・内湾奥の河口域の泥干潟表層に生息する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 木曽川において確認された。 

確認時期 R4 早春季、夏季 

確認位置 
G ブロックにおいて 2 地点で 3 個体が確認された。 

 G ブロック：2 地点（3 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、木曽川と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、工事の実施（土地の造成）により縮小が生じない。 

また、工事による濁水は適切に措置した上で排水することにより水の濁りを最小限

に抑えられるため、工事の実施による本種の主な生息環境の質的変化はほとんど

生じないと考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）によ

り縮小が生じない。 

また、ストックヤードから発生する濁水は適切に措置した上で排水することにより水

の濁りを最小限に抑えられるため、土地の存在及び供用による本種の主な生息環

境の質的変化はほとんど生じないと考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 

 

表 7-8-16(3) 重要な水生生物の予測結果（ヌカルミクチキレガイ） 

項 目 内 容 

生態 
・東北地方から九州に分布する。 

・内湾奥の河口域の干潟の中潮線から低潮線の底質表面に生息する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 木曽川において確認された。 

確認時期 R4 早春季、夏季 

確認位置 
G ブロックにおいて 4 地点で 31 個体が確認された。 

 G ブロック：4 地点（31 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、木曽川と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 4 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、工事の実施（土地の造成）により縮小が生じない。 

また、工事による濁水は適切に措置した上で排水することにより水の濁りを最小限

に抑えられるため、工事の実施による本種の主な生息環境の質的変化はほとんど

生じないと考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 4 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）によ

り縮小が生じない。 

また、ストックヤードから発生する濁水は適切に措置した上で排水することにより水

の濁りを最小限に抑えられるため、土地の存在及び供用による本種の主な生息環

境の質的変化はほとんど生じないと考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-8-16(4) 重要な水生生物の予測結果（ウネナシトマヤガイ） 

項 目 内 容 

生態 
・東北地方から九州に分布する。 

・河口域、内湾域の石の下面に確認される。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 木曽川において確認された。 

確認時期 R4 早春季、夏季 

確認位置 
G ブロックにおいて 6 地点で 39 個体が確認された。 

 G ブロック：6 地点（39 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、木曽川と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 6 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、工事の実施（土地の造成）により縮小が生じない。 

また、工事による濁水は適切に措置した上で排水することにより水の濁りを最小限

に抑えられるため、工事の実施による本種の主な生息環境の質的変化はほとんど

生じないと考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 6 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）によ

り縮小が生じない。 

また、ストックヤードから発生する濁水は適切に措置した上で排水することにより水

の濁りを最小限に抑えられるため、土地の存在及び供用による本種の主な生息環

境の質的変化はほとんど生じないと考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-8-16(5) 重要な水生生物の予測結果（ヤマトシジミ） 

項 目 内 容 

生態 

・北海道から四国、九州に分布する。 

・河口の汽水域の泥底や砂礫底に生息する。 

・水温の上昇する 5～9 月に底泥の表層に生息して成鳥や繁殖を行う。 

・濾過食性で、水中の浮遊懸濁物質やピコプランクトンと呼ばれる微細藻類（藍藻

類など）を鰓で濾しとって摂餌する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 木曽川において確認された。 

確認時期 R4 早春季、夏季 

確認位置 
G ブロックにおいて 6 地点で 249 個体が確認された。 

 G ブロック：6 地点（249 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、木曽川と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 6 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、工事の実施（土地の造成）により縮小が生じない。 

また、工事による濁水は適切に措置した上で排水することにより水の濁りを最小限

に抑えられるため、工事の実施による本種の主な生息環境の質的変化はほとんど

生じないと考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 6 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）によ

り縮小が生じない。 

また、ストックヤードから発生する濁水は適切に措置した上で排水することにより水

の濁りを最小限に抑えられるため、土地の存在及び供用による本種の主な生息環

境の質的変化はほとんど生じないと考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-8-16(6) 重要な水生生物の予測結果（ユウシオガイ） 

項 目 内 容 

生態 
・陸奥湾から九州まで分布する。 

・内湾の最も奥部の砂泥干潟に生息する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 木曽川において確認された。 

確認時期 R4 夏季 

確認位置 
G ブロックにおいて 1 地点で 3 個体が確認された。 

 G ブロック：1 地点（3 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、木曽川と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、工事の実施（土地の造成）により縮小が生じない。 

また、工事による濁水は適切に措置した上で排水することにより水の濁りを最小限

に抑えられるため、工事の実施による本種の主な生息環境の質的変化はほとんど

生じないと考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）によ

り縮小が生じない。 

また、ストックヤードから発生する濁水は適切に措置した上で排水することにより水

の濁りを最小限に抑えられるため、土地の存在及び供用による本種の主な生息環

境の質的変化はほとんど生じないと考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 

 

表 7-8-16(7) 重要な水生生物の予測結果（ソトオリガイ） 

項 目 内 容 

生態 
・北海道以南九州まで分布する。 

・内湾の河口域や奥部の泥干潟に生息する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 木曽川において確認された。 

確認時期 R4 早春季、夏季 

確認位置 
G ブロックにおいて 6 地点で 254 個体が確認された。 

 G ブロック：6 地点（254 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、木曽川と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 6 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、工事の実施（土地の造成）により縮小が生じない。 

また、工事による濁水は適切に措置した上で排水することにより水の濁りを最小限

に抑えられるため、工事の実施による本種の主な生息環境の質的変化はほとんど

生じないと考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 6 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）によ

り縮小が生じない。 

また、ストックヤードから発生する濁水は適切に措置した上で排水することにより水

の濁りを最小限に抑えられるため、土地の存在及び供用による本種の主な生息環

境の質的変化はほとんど生じないと考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-8-16(8) 重要な水生生物の予測結果（クシケマスオガイ） 

項 目 内 容 

生態 
・伊勢湾から九州、南西諸島に分布する。 

・内湾の砂泥干潟に生息する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 木曽川において確認された。 

確認時期 R4 早春季、夏季 

確認位置 
G ブロックにおいて 2 地点で 4 個体が確認された。 

 G ブロック：2 地点（4 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、木曽川と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、工事の実施（土地の造成）により縮小が生じない。 

また、工事による濁水は適切に措置した上で排水することにより水の濁りを最小限

に抑えられるため、工事の実施による本種の主な生息環境の質的変化はほとんど

生じないと考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）によ

り縮小が生じない。 

また、ストックヤードから発生する濁水は適切に措置した上で排水することにより水

の濁りを最小限に抑えられるため、土地の存在及び供用による本種の主な生息環

境の質的変化はほとんど生じないと考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 

 

表 7-8-16(9) 重要な水生生物の予測結果（オオノガイ） 

項 目 内 容 

生態 
・北海道から九州まで分布する。 

・内湾奥部の泥干潟に深く潜って生息する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 木曽川において確認された。 

確認時期 R4 早春季 

確認位置 
G ブロックにおいて 1 地点で 1 個体が確認された。 

 G ブロック：1 地点（1 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、木曽川と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、工事の実施（土地の造成）により縮小が生じない。 

また、工事による濁水は適切に措置した上で排水することにより水の濁りを最小限

に抑えられるため、工事の実施による本種の主な生息環境の質的変化はほとんど

生じないと考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）によ

り縮小が生じない。 

また、ストックヤードから発生する濁水は適切に措置した上で排水することにより水

の濁りを最小限に抑えられるため、土地の存在及び供用による本種の主な生息環

境の質的変化はほとんど生じないと考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-8-16(10) 重要な水生生物の予測結果（ヒメケフサイソガニ） 

項 目 内 容 

生態 
・紀伊半島沿岸、大阪湾、瀬戸内海、有明海、伊勢湾岸沿岸に分布する。 

・潮下帯中部から下部のカキ礁に生息する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 木曽川において確認された。 

確認時期 R4 夏季 

確認位置 
G ブロックにおいて 4 地点で 10 個体が確認された。 

 G ブロック：4 地点（10 個体） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、木曽川と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 4 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、工事の実施（土地の造成）により縮小が生じない。 

また、工事による濁水は適切に措置した上で排水することにより水の濁りを最小限

に抑えられるため、工事の実施による本種の主な生息環境の質的変化はほとんど

生じないと考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 4 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）によ

り縮小が生じない。 

また、ストックヤードから発生する濁水は適切に措置した上で排水することにより水

の濁りを最小限に抑えられるため、土地の存在及び供用による本種の主な生息環

境の質的変化はほとんど生じないと考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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 水生植物（水草等） 

重要な水生生物（水生植物（水草等））の予測結果を表 7-8-17 に示す。 

 

 

表 7-8-17 重要な水生生物の予測結果（ツツイトモ） 

項 目 内 容 

生態 

・全国に分布する。 

・湖沼（特に海跡湖）、河川、水路、養魚池などに生育する。 

・多年生の沈水植物。開花期は初夏。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 干拓地内の池において確認された。 

確認時期 R4 夏季、R4 秋季 

確認位置 
D ブロックにおいて 2 地点で確認された。 

 D ブロック：2 地点（約 50m×約 50m、約 10m×約 50m） 

生育環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生生

育環境は、干拓地内の池と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の主な

生息環境である干拓地内の池は、工事の実施（土地の造成）により縮小が生じな

い。 

また、工事による濁水は適切に措置した上で排水することにより水の濁りを最小限

に抑えられるため、工事の実施による本種の主な生育環境の質的変化はほとんど

生じないと考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の主な

生息環境である木曽川は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）によ

り縮小が生じない。 

また、ストックヤードから発生する濁水は適切に措置した上で排水することにより水

の濁りを最小限に抑えられるため、土地の存在及び供用による本種の主な生育環

境の質的変化はほとんど生じないと考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 

 

  

- 601 -



7-8-38 

 

3） 環境保全措置の検討 

（1） 環境保全措置の検討の状況 

工事の実施（土地の造成）及び土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）に係る水生生物

に関する影響について、事業者の実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること

を目的として、表 7-8-18 に示すとおり、環境保全措置の検討を行った。 

 

表 7-8-18 環境保全措置の検討の状況 

環境保全措置 
実施の 

適否 
適否の理由 

沈砂池の設置 適 

発生する濁水を沈砂池で処理し、水の濁りの発生を

抑えることにより、水生生物の生息・生育環境の質的

変化の低減が見込まれる。 

転圧の実施 適 

盛土の転圧により土砂の流出を防止し、水の濁りの

発生を抑えることにより、水生生物の生息・生育環境

の質的変化の低減が見込まれる。 

 

 

 

（2） 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

環境保全措置としては、「沈砂池の設置」及び「転圧の実施」を実施する。 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、環境保全措置の実施内容等の検討結果を表 7-8-19

に示す。 

 

表 7-8-19(1) 環境保全措置の検討結果 

実施内容 
種類 沈砂池の設置 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 
沈砂池の設置し、水の濁りを抑えることにより、水生生物の生息・生育

環境の質的変化の低減が見込まれる。 

他の環境への影響 水質への影響（水の濁り）が緩和される。 

 

表 7-8-19(2) 環境保全措置の検討結果 

実施内容 
種類 転圧の実施 

位置 事業実施区域（建設発生土ストックヤード計画地） 

保全措置の効果 
盛土を転圧し、水の濁りの発生を抑えることにより、水生生物の生息・

生育環境の質的変化の低減が見込まれる。 

他の環境への影響 土地の安定性への影響が緩和される。 
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4） 評価 

（1） 評価の手法 

 回避又は低減に係る評価 

対象事業の実施による水生生物に関する影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回

避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正にな

されているかどうかについて見解を明らかにすることにより行った。 

 

 

（2） 評価の結果 

 回避又は低減に係る評価 

対象事業において、建設発生土ストックヤード計画地は事業実施区域内を利用することにより、土

地の存在及び供用による改変を最小限に抑え、水の濁りの発生を抑えた計画としている。 

予測の結果、重要な水生生物の生息・生育環境への影響は極めて小さいと予測された。 

また、環境保全措置として、表 7-8-19 に示す「沈砂池の設置」及び「転圧の実施」を実施する。 

これらのことから、工事の実施（土地の造成）及び土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利

用）に係る水生生物に関する影響は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減さ

れていると評価する。 
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第9節 生態系 

事業実施区域及びその周辺には、地域を特徴づける生態系を構成する動物・植物の生息・生育基盤

が存在するため、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成、工事用道路

等の建設）及び土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用、発生車両の走行）による生態系（地

域を特徴づける生態系）への影響が考えられることから、調査、予測及び評価を行った。 

 

9.1  工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成、工事用道路等の建設）及

び土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用、発生車両の走行）に係る生態系 

 

1） 調査 

（1） 調査の手法 

 調査した情報 

 動植物に係る概況 

動植物に係る概況（動物相、植物相、その他の自然環境に係る概況）の状況について調査した。 

 

 地域を特徴づける生態系の注目種等の状況 

注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境もしくは生育環境の状況を調査した。 

 

 調査の手法 

調査は、既存資料調査及び現地調査により行った。 

 

 動植物に係る概況（動物相、植物相、その他の自然環境に係る概況）の状況 

動植物に係る概況（動物相、植物相、その他の自然環境に係る概況）の状況の調査は、「第 7 章 第

6 節 6.1 工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等

の建設）及び土地又は工作物の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び発生車両の走行）に

係る陸生動物」、「第 7 章 第 7 節 7.1 工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土

地の造成及び工事用道路等の建設）及び土地又は工作物の存在及び供用（造成地の存在及び発生

車両の走行）に係る陸生植物」及び「第 7 章 第 8 節 8.1 工事の実施（土地の造成）及び土地の存在

及び供用（土地の利用及び造成地の存在）に係る水生生物」の調査の結果を基に、表 7-9-1 に示す

図鑑及びその他の既存文献を参考にして行った。 

 

表 7-9-1 既存資料一覧 

資料名 発行年 発行元 

レッドデータブック 2014 

－日本の絶滅のおそれのある野生動物－ 

平成 26 年 9 月

平成 27 年 2 月
(株)ぎょうせい 

三重県レッドデータブック 2015 

～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～ 
平成 27 年 3 月

三重県農林水産部 

みどり共生推進課 

愛知県の絶滅のおそれのある野生生物 

レッドデータブックあいち 2020－動物編－ 
令和 2 年 3 月

愛知県環境局環境政策部 

自然環境課 

滋賀県で大切にすべき野生生物 

-滋賀県レッドデータブック 2020 年版- 
令和 3 年 3 月 滋賀県自然環境保全課 
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 地域を特徴づける生態系の注目種等の状況 

地域を特徴づける生態系の注目種等の状況の調査は、表 7-9-2 に示す手法により現地調査を実

施した。 

なお、調査は、「第 7 章 第 6 節 6.1 工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土

地の造成及び工事用道路等の建設）及び土地又は工作物の存在及び供用（造成地の存在、土地の

利用及び発生車両の走行）に係る陸生動物」及び「第 7 章 第 7 節 7.1 工事の実施（重機の稼働、資

材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）及び土地又は工作物の存在及

び供用（造成地の存在及び発生車両の走行）に係る陸生植物」の現地調査とあわせて実施した。 

 

表 7-9-2 現地調査の手法 

項 目 調査手法 調査手法の解説 

上位性： 

チュウヒ、 

オオタカ等の

猛禽類 

（鳥類） 

定点観察法 
調査地域の見通しがきく場所等に観察地点を定め、そこか

らの観察により生息種の確認・記録を行った。 

典型性： 

カヤネズミ 

（哺乳類） 

目撃法 
調査地域を任意に踏査し、目視等により生息種の確認・記

録を行った。 

フィールドサイン法 
調査地域を任意に踏査し、糞、足跡、食痕、爪痕、営巣の

跡等を目視で確認し、生息種の確認・記録を行った。 

トラップ法 

調査地域に、主にネズミ等の小型哺乳類を対象に、生け捕

り用罠（シャーマントラップ）等を設置し、捕獲することによ

り生息種の確認・記録を行った。 

典型性： 

オ オ ヨ シ キ リ

（鳥類） 

直接観察 
調査地域を任意に踏査し、目視又は鳴き声等により生息

種の確認・記録を行った。 

ラインセンサス法 

調査地域に調査ルートを設定し、一定速度で歩きながら、

一定範囲内において出現した鳥類を目視や鳴き声により

生息種の確認・記録を行った。 

定点観察法 
調査地域の見通しがきく場所等に観察地点を定め、そこか

らの観察により生息種の確認・記録を行った。 

典型性： 

ヨシ等の 

湿性草本群落

（植物） 

植生調査 

（植物社会学的調査） 

調査地域内の相観的な植物群落ごとに、一定の方形枠を

1～数カ所設定して、枠内の植物種の出現状況（被度・群

度）、階層構造、優占種等を記録し、植物群落を区分する

方法、調査結果を基に現存植生図を作成した。 
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 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施が、地域を特徴づける生態系に影響を及ぼすおそれがあると認めら

れる地域及びその地域と自然的社会的に一体と考えられる地域として、事業実施区域及びその周辺

とした。 

調査にあたっては、調査地域の地形、植生、土地の利用状況等を踏まえ、調査地域を 7 つに区分し

た。ブロック区分を表 7-9-3 及び図 7-9-1 示す。 

 

 

表 7-9-3 ブロック区分の概要 

ブロック 位置 ブロック概要 

ブロック A 

木曽岬干拓地内 

伊勢湾岸自動車道以北に位置するブロック。 

木曽岬新輪工業団地として利用されている。 

ブロック B 

伊勢湾岸自動車道と事業実施区域の間に位置するブロッ

ク。 

新エネルギーランド（木曽岬干拓地メガソーラー発電所）と

して利用されている。 

ブロック C 

木曽岬干拓地の中央に位置するブロック。 

三重県側は事業実施区域、愛知県側は新エネルギーラン

ド及び運動広場としての利用が予定されている。 

ブロック D 

事業実施区域以南に位置するブロック。 

三重県側は農業体験広場、愛知県側は運動広場としての

利用が予定されている。 

ブロック E 
木曽岬干拓地の南端に位置するブロック。 

自然体験広場として、保全区が整備されている。 

ブロック F 
木曽岬干拓地外 

木曽岬干拓地外の陸域に位置するブロック 

ブロック G 木曽岬干拓地外の水域に位置するブロック 
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図 7-9-1 ブロック区分  
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 調査地点 

調査地点及び調査ルートは、「第 7 章 第 6 節 6.1 工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の

伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）及び土地又は工作物の存在及び供用（造成地の

存在、土地の利用及び発生車両の走行）に係る陸生動物」、「第 7 章 第 7 節 7.1 工事の実施（重機

の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）及び土地又は工作

物の存在及び供用（造成地の存在及び発生車両の走行）に係る陸生植物」及び「第 7 章 第 8 節 8.1

工事の実施（土地の造成）及び土地の存在及び供用（土地の利用及び造成地の存在）に係る水生生

物」の調査地点と同様とした。 

 

 

 調査期間等 

調査期間等は、「第 7 章 第 6 節 6.1 工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、

土地の造成及び工事用道路等の建設）及び土地又は工作物の存在及び供用（造成地の存在、土地

の利用及び発生車両の走行）に係る陸生動物」、「第 7 章 第 7 節 7.1 工事の実施（重機の稼働、資

材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）及び土地又は工作物の存在及

び供用（造成地の存在及び発生車両の走行）に係る陸生植物」及び「第 7 章 第 8 節 8.1 工事の実

施（土地の造成）及び土地の存在及び供用（土地の利用及び造成地の存在）に係る水生生物」の調査

期間等と同様とした。 
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（2） 調査の結果 

 動植物に係る概況 

調査地域における動植物その他の自然環境の概況を表 7-9-4(1)～(2)に示す。 

 

表 7-9-4(1) 動植物その他の自然環境の概況 

区分 項目 確認種数等 概況 

動 物 

（陸生動

物） 

哺乳類  3 目  8 科 10 種 

平地から山地にかけて様々な環境を

利用するタヌキ、キツネが確認されまし

た。トラップによる捕獲では、アカネズミ

が確認された。 

鳥類 13 目 32 科 85 種 

木曽岬干拓地内では、草地を利用す

るオオヨシキリやセッカ等が確認された

ほか、チュウヒやオオタカ等の猛禽類

が確認された。 

また、木曽川及び木曽岬干拓地にお

いて、河川を中心に生息するカワアイ

サ、カワウ、ミサゴ等が確認された。 

爬虫類  2 目  5 科  7 種 

木曽岬干拓地内の草地等でヒガシ

ニホントカゲ、ニホンカナヘビといった

トカゲ類や、シマヘビ、アオダイショウ等

のヘビ類が確認されたほか、木曽岬干

拓地内の池や水路等でクサガメ等のカ

メ類が確認された。 

両生類  1 目  3 科  4 種 

木曽岬干拓地内において、ニホンア

マガエル、トノサマガエル等のカエル類

が確認された。 

陸上昆虫類 13 目 184 科 688 種 

草地に生息するツチイナゴ、ハマベ

アワフキ、ナナホシテントウ等が確認さ

れたほか、湿地に生息するアオモンイト

トンボやシオカラトンボ等のトンボ類が

確認された。 

クモ類  1 目 22 科 122 種 
ジグモ、カタハリウズグモ、アシブトヒメ

グモ等が確認された。 

陸生貝類  1 目 13 科 19 種 
ナミコギセル、ミジンマイマイ、トクサオ

カチョウジ等が確認された。 

土壌動物 
4 門 10 綱 24 目 95 科

138 種 

セマルヤリダニ、ゲジ、オカダンゴムシ

等が確認された。 
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表 7-9-4(2) 動植物その他の自然環境の概況 

区分 項目 確認種数等 概況 

動物 

（水生動

物） 

魚類  11 目 19 科 32 種 

木曽岬干拓地の水路等において、コイ

（飼育型）、ボラ等が確認されたほか、

木曽川において、汽水域～海域に生息

するボラ、マハゼ等が確認された。 

底生動物 9 綱 28 目 60 科 102 種 

木曽岬干拓地の貯水池等において、ス

ジエビ、ナミミズミミズ、マメゲンゴロウ

等が確認されたほか、木曽川におい

て、ヤマトシジミ、アサリ、ヒメケフサイソ

ガニ等が確認された。 

植物 

（陸生植

物） 

陸生植物相 42 目 97 科 474 種 

木曽岬干拓地全域にセイタカアワダチ

ソウ、オギ、ヨシ等の高茎草本のほか、

空き地や草地等に生育するヨモギ、ヒ

メジョオン、スイバ等が確認された。ま

た、クロマツ、ナンキンハゼ等の樹木が

確認された。 

植物 

（水生植

物） 

水生植物相 2 目 3 科 3 種 
木曽岬干拓地内の貯水池において、ウ

キクサ、ツツイトモ等が確認された。 

植物 植物群落 26 群落等 

木曽岬干拓地中央部より北側は、工業

団地及びソーラー発電所等の構造物が

大部分であり、周辺にはオギ群落等が

広がっている。 

木曽岬干拓地中央部より南側は、オギ

-セイタカアワダチソウ群落、オギ群落

等が大部分を占め、南端に位置する保

全区内にはヨシ群落が分布している。 

その他 地形・水系 - 

調査地域は、木曽岬干拓地の中央部

に位置し、地形は極めて平坦となって

いる。 

木曽岬干拓地内には、水路や貯水池

等の水域が存在するほか、西側には木

曽川が流れている。 
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 地域を特徴づける生態系の注目種等の状況 

 地域を特徴づける生態系 

（a）動植物の生息・生育基盤の状況 

動植物の生息・生育基盤の状況は、「第 4 章 第 1 節 自然的状況」に示す「自然環境類型区分図」

を基に、現地調査で把握した自然環境の状況を踏まえて見直しを行い、調査地域における自然環境

を類型区分することで把握した。 

調査地域における動植物の生息・生育基盤の概要を表 7-9-5 に示す。また分布状況を表 7-9-5

に示す。 

調査地域における動植物の生息・生育基盤としては、草地が最も広く分布し、水路や池等の水域と

樹林地が点在する。また、調査地域北側には、工業地帯等の市街地等が存在する。 

 

表 7-9-5 調査地域における動植物の生息・生育基盤の概要 

動植物の生息・ 

生育基盤の区分 
植物群落 分布状況 

干 拓

地内 

陸域 

草地 

・ヤナギタデ群落 

・オオイヌタデ-オオクサキビ群落 

・ヒメムカシヨモギ－オオアレチノギク群落 

・オヒシバ－アキメヒシバ群集 

・セイタカアワダチソウ群落 

・ヨシ群落 

・ヨシ-セイタカアワダチソウ群落 

・オギ群落 

・オギ-セイタカアワダチソウ群落 

・ヤマアワ群落 

・シナダレスズメガヤ群落 

・チガヤ群落 

・コゴメイ群落 

・クズ群落 

木曽岬干拓地内に最

も広く分布する。 

樹林地 

・ジャヤナギ－アカメヤナギ群集(低木林) 

・メダケ群集 

・ヌルデ－アカメガシワ群落 

・ウバメガシ群落 

・クロマツ群落 

・クロチク群落 

・ナンキンハゼ群落 

木曽岬干拓地内に点

在する。 

造成地等 

・芝地 

・人工裸地 

・構造物 

・道路 

木曽岬干拓地内北側

に分布する。 

水域 水路・池等 ・開放水域 

水路は木曽岬干拓地

内外周に存在する。ま

た、池は木曽岬干拓

地内に点在する。 
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図 7-9-2 生息・生育基盤の分布状況 
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（b）地域を特徴づける生態系の状況 

地域を特徴づける生態系は、動植物の現地調査の結果と動植物の生息・生育基盤の状況（自然環

境類型区分）を基に、調査地域における地形、水系、その他の自然環境の状況及び土地利用状況等

を踏まえ、「干拓地の生態系」とした。 

地域を特徴づける生態系区分を表 11-9-6 に示す。 

 

表 11-9-6 地域を特徴づける生態系区分 

生態系区分 
動植物の生息・生育基盤の区分 

地形区分 植生区分 

干拓地の 

生態系 

干拓地内：陸域 

草地 

樹林地 

造成地等 

干拓地内：水域 水路・池等 

 

 

ｲ. 干拓地の生態系 

平坦な干拓地に広がる主に草地により構成される生態系である。 

干拓地の大部分に草地が広がり、一部にはクロマツ群落やナンキンハゼ群落等の樹林が分布

する。また、土地利用が進んだ干拓地北側には造成地上に構造物が存在している。 

草地には、ヨシ等の草本群落が生育し、これらを生息基盤として、ツチイナゴ、ハマベアワフキ、

ナナホシテントウ等の昆虫類が生息し、それらを捕食するカヤネズミ、アカネズミ等の哺乳類やニ

ホンアマガエル、トノサマガエル等のカエル類やアオダイショウ等の爬虫類、オオヨシキリ、セッカ

等の鳥類が生息している。また、これらの動物の一部をチュウヒ、オオタカ等の猛禽類やキツネ等

の中型哺乳類が捕食する。 

樹林地には、クロマツ群落やナンキンハゼ群落等が分布している。これらを生息基盤として、ク

マゼミやニイニイゼミ等の昆虫類が生息するほか、シジュウカラ、ウグイス、メジロ、モズ等の鳥類

が生息し、それらをオオタカ等の猛禽類が捕食する。 

造成地等には、構造物や人工裸地等が存在し、コチドリやコアジサシ等が利用している。 

水路・池等には、イトミミズ類やスジエビ等の底生動物が生息し、これらを捕食するボラ、コイ

（飼育型）等の魚類やカルガモ、カイツブリ等の鳥類が生息している。また、魚類をミサゴ、カワウ等

の鳥類が捕食する。 

このように、「干拓地の生態系」は、広い草地を主とし、点在した樹林地や人工的な環境である

造成地等や水路・池で特徴づけられる生態系であり、小型哺乳類や鳥類を主に捕食するチュウヒ、

オオタカ等の猛禽類が上位性種として挙げられる生態系である。 

なお、上記の種以外に現地調査での確認は少ないものの、ヌートリア、アライグマ、ハクビシン等

の外来種が確認されており、今後、これら外来種の分布拡大による地域の生態系への被害が懸念

される。 
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※図中の赤字で示した種は、注目種として選定した種を示す。 

図 7-9-3 干拓地の生態系における食物連鎖の模式図 
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 地域を特徴づける生態系の注目種等 

地域を特徴づける生態系の注目種等の抽出にあたっては、表 7-9-7 に示す上位性、典型性、特殊

性の観点から調査地域の生態系の特性を効率的かつ効果的に把握できるような種・群集を抽出した。 

抽出した注目種等及びその選定理由を表 7-9-8 に、確認位置を図 7-9-4 に示す。なお、調査地

域には特殊性の観点から抽出される種・群集はなかった。 

 

表 7-9-7 注目種等の選定の観点 

視点 基本的な考え方 

上位性 

地域を特徴づける生態系の上位に位置する性質をいう。 

上位性の視点から抽出される注目種・群集の例として、ワシ・タカなどの猛禽類や、キツ

ネ、クマ等の中・大型哺乳類の動物等が挙げられる。 

典型性 

地域を特徴づける生態系の特徴を典型的に表す性質をいう。 

対象地域に優占する植物種または植物群落、それらを捕食する動物（一次消費者程

度）、個体数が多い動物（哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類、昆虫類、魚類等）などがあた

る。 

典型性の視点から抽出される注目種・群集の例として、以下のようなものがある。 

・多くの動植物の生息環境となるスダジイ林、コナラ林、ススキ草原等 

・里山の森林を特徴づけるタヌキ等 

・水田や森林を特徴づけるヤマアカガエルやサンショウウオ類等 

・池沼・湧水やため池などのトンボ類等 

特殊性 

地域を特徴づける生態系において特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。

相対的に分布範囲が狭い環境または質的に特殊な環境に生息・生育する動植物種など

があたる。 

特殊性の視点から抽出される注目種・群集の例として以下のようなものがある。 

・湿地植生のサギソウ、モウセンゴケ等 

・渓流沿いの空中湿度の高い着生植物の多い斜面林等 

・小規模な湧水に見られるホトケドジョウ等 

出典：道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）（平成25年3月、国総研資料第714号・土木研究所資料第4254

号） 
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表 7-9-8 上位性・典型性から選定した注目種等 

地域を特徴づける 

生態系 
視点 注目種等 選定の理由 

干拓地の生態系 

上位性 

チュウヒ 

（鳥類） 

草地環境等で生息・繁殖する種であり、調査区域における生

息・繁殖記録がある。当該地域では、栄養段階の上位に位

置すると考えられる。また、目視観察等により生息状況を把

握することが可能。 

オオタカ 

（鳥類） 

樹林・草地環境で繁殖する種であり、調査区域における生

息・繁殖記録がある。当該地域では、栄養段階の上位に位

置すると考えられる。また、目視観察等により生息状況を把

握することが可能。 

典型性 

カヤネズミ 

（哺乳類） 

イネ科の高茎草本を含む草地環境に生息・繁殖する種であ

り、調査区域における生息・繁殖記録がある。猛禽類、イタ

チ、ヘビ類等の餌となり、当該地域の草地環境を指標すると

考えられる。また、本種はススキ、オギ、ヨシ等の葉を利用

し、小さな球形の巣を作ることから、目視観察等により生息

状況を把握することが可能。 

オオヨシキリ 

（鳥類） 

草地環境で生息・繁殖する種であり、調査区域における生息

記録がある。ヨシ原に依存することから、当該地域の草地環

境を指標すると考えられる。また、目視観察等により生息状

況を把握することが可能。 

ヨシ等の 

湿性草本群落

（植物） 

河川等の湿地環境に成立する植物群落。カヤネズミ、オオヨ

シキリ等の生息基盤となるとともに、高次消費者の餌場とし

ても利用され、当該地域の草地環境を指標すると考えられ

る。また、目視確認等により分布状況を把握することが可

能。 

 

地域を特徴づける生態系の上位性、典型性により選定された注目種等の生態的特性を表 7-9-9

に示す。 
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表 7-9-9(1) 注目種等の生態的特性 

区分 注目種等 項目 内容 

上
位
性 

チュウヒ 

（鳥類） 

生息基盤の 

利用状況 

草地を生息基盤とし、主に採餌場所、繁殖場所及び休息場

所として利用していると考えられる。 

一 般習 性・

食性 

三重県以外に北海道、青森県、秋田県、石川県などで繁殖

する。冬鳥として渡来する個体がほとんどである。越冬地は

河口付近のアシ原。 

ネズミ類、小鳥類を捕食する。餌場として広大なアシ原を必

要とする。 

繁殖 開けたアシ原などの地上で営巣する。 

食物連鎖上

の関係及び

共生の関係 

干拓地の生態系では、干拓地の草地に生息するネズミ類及

び小鳥類等を餌資源としていると考えられる。 

オオタカ 

（鳥類） 

生息基盤の 

利用状況 

樹林及び草地を生息基盤とし、樹林を主に繁殖場所及び休

息場所として、草地を主に採餌場所として利用していると考

えられる。 

一 般習 性・

食性 

留鳥。国内では北海道、本州、四国で繁殖し、秋冬には全国

でみられる。餌は主に小鳥類。 

繁殖 

本来は山地のアカマツでの営巣が普通であったが、松枯れ

により現在ではスギや広葉樹に営巣することも普通になって

いる。耕地や林のある里山環境が理想と思われるが、近年

は平地の公園や林で繁殖する例も多くなった。 

食物連鎖上

の関係及び

共生の関係 

干拓地の生態系では、干拓地の草地に生息する小型の鳥

類等を餌資源としていると考えられる。 

典
型
性 

カヤネズミ 

（哺乳類） 

生息基盤の

利用状況 

草地を生息基盤とし、主に採餌場所、繁殖場所及び休息場

所として利用していると考えられる。 

一 般習 性・

食性 

石川・福島県以南の本州、四国、九州とその属島に広く分

布する。低地から標高 1,200m 付近までの山地に分布す

る。低地の草地に多い。 

草本の茎葉、種子、果実、昆虫などを食べる。 

繁殖 

春から秋にかけてイネ科草本やススキのような草本の茎の

途中に植物の葉を細切したものを編み上げた球巣をつく

り、産仔や育仔を球巣中でおこなう。 

食物連鎖上

の関係及び

共生の関係

干拓地の生態系では、植物や昆虫類を餌資源としていると

考えられる。捕食者はチュウヒ等の猛禽類やヘビ類と考えら

れる。 

オオヨシキリ 

（鳥類） 

生息基盤の

利用状況 

草地を生息基盤とし、主に採餌場所、繁殖場所及び休息場

所として利用していると考えられる。 

一 般習 性・

食性 

北海道、本州、四国、九州、沖縄に分布する。 

夏鳥として、河川等のヨシ原に渡来する。餌はヨシ原内で昆

虫類を食べる。 

繁殖 
雄が先に渡来し縄張りを構え、後から来た雌とつがいにな

る。一夫多妻制が知られている。 

食物連鎖上

の関係及び

共生の関係

干拓地の生態系では、昆虫類を餌資源としていると考えら

れる。捕食者はオオタカ等の猛禽類と考えられる。 
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表 7-9-9(2) 注目種等の生態的特性 

区分 注目種等 項目 内容 

典
型
性 

ヨシ等の草本群

落 

（植物） 

立地の状況 

調査地域に広く分布するオギ群落、ヨシ群落等の植生。 

本植生の面積は、干拓地の生態系の区域全体で 275.9ha、

区域全体に占める面積の割合は 63.6%である。 

食物連鎖上

の関係及び

共生の関係 

干拓地の生態系では、バッタ等の昆虫類の採餌・休息場、オ

オヨシキリ等の鳥類の採餌・休息場、チュウヒの採餌・休息・繁

殖場等として広く利用されていると考えられる。 
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図 7-9-4(1) 注目種等の確認位置図（令和 3 年 チュウヒ）  
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図 7-9-4(2) 注目種等の確認位置図（令和 3 年 チュウヒ）  
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図 7-9-4(3) 注目種等の確認位置図（令和 3 年 チュウヒ）  

推定ねぐら位置 

-
 6

2
1
 -



 

7
-
9
-
1
9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-9-4(4) 注目種等の確認位置図（令和 3 年 チュウヒ）  
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図 7-9-4(5) 注目種等の確認位置図（令和 3 年 チュウヒ）  
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図 7-9-4(6) 注目種等の確認位置図（令和 3 年 チュウヒ）  
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図 7-9-4(7) 注目種等の確認位置図（令和 3 年 チュウヒ）  
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図 7-9-4(8) 注目種等の確認位置図（令和 3 年 チュウヒ）  

-
 6

2
6

 -



 

7
-
9
-
2
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 7-9-4(9) 注目種等の確認位置図（令和 4 年 チュウヒ） 
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図 7-9-4(10) 注目種等の確認位置図（令和 4 年 チュウヒ）  
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図 7-9-4(11) 注目種等の確認位置図（令和 4 年 チュウヒ）  
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図 7-9-4(12) 注目種等の確認位置図（令和 4 年 チュウヒ） 
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図 7-9-4(13) 注目種等の確認位置図（令和 3 年 オオタカ）  
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図 7-9-4(14) 注目種等の確認位置図（令和 4 年 オオタカ） 
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図 7-9-4(15) 注目種等の確認位置図（カヤネズミ）  
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図 7-9-4(16) 注目種等の確認位置図（オオヨシキリ）  
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図 7-9-4(17) 注目種等の確認位置図（ヨシ等の草本群落） 
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2） 予測 

（1） 予測の手法 

 予測項目 

注目種等の生息・生育状況の変化、地域を特徴づける生態系に及ぼす影響の程度 

 

 予測手法 

注目種等について、分布又は生息・生育環境の改変の程度を踏まえた解析により行った。 

樹木の伐採・処理及び土地の造成位置並びに工事施工ヤード及び工事用道路等の設置位置と生

息・生育基盤及び注目種等の分布から、生息・生育基盤が消失・縮小する区域及びその程度を把握

した。 

また、事業実施区域及びその周辺において繁殖が確認された猛禽類を対象に、重機の稼働、資材

の運搬、土地の利用及び発生車両の走行による対象種の生態を踏まえた生息環境の質的変化の程

度を把握した。 

次に、それらが注目種等の生息・生育基盤の変化及びそれに伴う地域を特徴づける生態系に及ぼ

す影響の程度を、注目種等の生態並びに注目種等と他の動植物との関係を踏まえ、生息基盤の消

失・科学的知見や類似事例を参考に予測した。 

 

 予測地域 

予測地域は、調査地域のうち、注目種等の特性を踏まえ、注目種等及び地域を特徴づける生態系

に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とした。 

 

 予測地点 

予測地点は、事業実施区域及びその周辺とした。 

 

 予測対象時期等 

予測対象時期等は、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、注目種等に

係る環境影響を的確に把握できる時期とした。 

具体的には、工事実施時期及び建設発生土ストックヤードが完成・供用する時期とした。 
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 予測対象生態系の選定 

予測対象は、予測地域において生息・生育、分布が確認された注目種等及び地域を特徴づける生

態系とした。 

予測対象とした注目種等及び地域を特徴づける生態系を表 11-9-10 に示す。 

 

表 11-9-10 予測対象とした注目種等及び地域を特徴づける生態系 

生態系区分 
上位・ 

典型・特殊 
注目種等 主な生息・生育基盤 

干拓地の 

生態系 

上位性 

チュウヒ 草地 

オオタカ 樹林地 

典型性 

カヤネズミ 草地 

オオヨシキリ 草地 

ヨシ等の草本群落 草地 

特殊性 ― ― 
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（2） 予測の結果 

 干拓地の生態系 

都市生態系において、事業実施区域及びその周辺に生息・生育地が存在すると考えられる注目種

等に関する予測結果を以下に示す。 

 

 生息・生育基盤の消失の程度 

干拓地の生態系における生息・生育基盤の消失の程度を表 7-9-11 及び表 7-9-12 に示す。 

 

表 7-9-11 干拓地の生態系における生息・生育基盤の消失の程度  

生息・生育基盤 

の種類 

現況 改変面積 

面積（ha） 割合（％） 面積（ha） 改変率（％）

草地 
湿性草地 34.5 

275.9 
7.9 

63.6
2.8 

49.2
8.1 

17.8
乾性草地 241.4 55.6 46.3 19.2

樹林地 21.9 5.0 4.6 21.1 

造成地等 119.3 27.5 0.5 0.4 

水路・池等 16.9 3.9 0.0 0.0 

計 433.9 100.0 54.3 12.5 

注1）表中の割合は、各生息・生育基盤の生態系区分に占める割合（％）を示す。 

注2）表中の割合の値は、四捨五入により合計と一致しない場合がある。 

 

 

表 7-9-12 干拓地の生態系における注目種等の生息・生育基盤の消失の程度 

注目種等 
生息・生育基盤 

の種類 

生活史における

利用状況 

現況 改変面積 

面積（ha） 割合（％） 面積（ha）
改変率

（％） 

チュウヒ 
草地 

採餌場所 

繁殖場所 

休息場所 

275.9 63.6 49.2 17.8 

計 275.9 100.0 49.2 17.8 

オオタカ 

草地 採餌場所 275.9 63.6 49.2 17.8 

樹林地 
繁殖場所 

休息場所 
21.9 5.0 4.6 21.1 

計 297.8 100.0 53.8 18.1 

カヤネズミ 
草地 

採餌場所 

繁殖場所 

休息場所 

275.9 63.6 49.2 17.8 

計 275.9 100.0 49.2 17.8 

オオヨシキリ 
草地 

採餌場所 

繁殖場所 

休息場所 

275.9 63.6 49.2 17.8 

計 275.9 100.0 49.2 17.8 

ヨシ等の 

草本群落 

草地 生育場所 275.9 63.6 49.2 17.8 

計 275.9 63.6 49.2 17.8 

注1）表中の割合は、各生息・生育基盤の注目種等の生息・生育基盤に占める割合（％）を示す。 

注2）表中の割合の値は、四捨五入により合計と一致しない場合がある。 
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 注目種等の予測結果 

干拓地の生態系における注目種等の生息・生育状況の変化についての予測結果を、表 7-

9-13(1)～(3)示す。 

 

表 7-9-13(1) 干拓地の生態系における注目種等の予測結果 

区分 注目種等 項目 影響要因 予測結果 

上
位
性 

チュウヒ 

工事の実施 

による影響 

の予測 

生息基盤の 

消失・縮小 

調査地域における本種の主な生息基盤は、草地であ
り、採餌場所、休息場所及び繁殖場所として利用してい
ると考えられる。 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内
を極力利用し、工事用道路は既存道路を利用することに
より、工事による改変を最小限に抑える計画としている。

 
＜採餌環境＞ 

本種の主な採餌環境である草地は、事業実施区域周
辺に分布するものの、工事の実施（重機の稼働、資材の
運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路
等の建設）により縮小する。なお、繁殖期高利用域
（408.6ha）のうち、57.1ha（約 14％）が事業実施区域
内に分布している。 
＜営巣環境＞ 

本種の主な営巣環境である草地は、事業実施区域周
辺に分布するものの、工事の実施（重機の稼働、資材の
運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路
等の建設）により縮小する。なお、繁殖期高利用域
（408.6ha）のうち、57.1ha（約 14％）が事業実施区域
内に分布しているが、営巣中心域については事業実施
区域内に分布していない。 

営巣地のうち、木曽岬干拓地外の営巣地については
事業実施区域から遠く離れていることから、工事の実施
（重機の稼働及び資材の運搬）に伴い発生する騒音等に
よる営巣環境の質的変化は生じないと考えられる。ま
た、木曽岬干拓地内の営巣地については事業実施区域
から相当程度離れていることから、工事の実施（重機の
稼働及び資材の運搬）に伴い発生する騒音等による営
巣環境の質的変化はほとんど生じないと考えられる。 
＜ねぐら環境＞ 

本種の主なねぐら環境である草地は、事業実施区域

周辺に分布するものの、工事の実施（重機の稼働、資材

の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路

等の建設）により縮小する。なお、就塒域は事業実施区

域内外に広く分布するが、中心就塒域については事業

実施区域外内に分布していない。 
また、中心就塒域は事業実施区域から相当程度離れ

ていることから、工事の実施（重機の稼働及び資材の運
搬）に伴い発生する騒音等によるねぐら環境の質的変化
はほとんど生じないと考えられる。 

 
以上のことから、本種の生息環境への影響はあると予

測される。 

生息環境の

質的変化 
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表 7-9-13(2) 干拓地の生態系における注目種等の予測結果 

区分 注目種等 項目 影響要因 予測結果 

上
位
性 

（チュウヒ） 

土地の存在 

及び供用 

による影響 

の予測 

生息基盤の 

消失・縮小 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する
計画としている。 

 
＜採餌環境＞ 

本種の主な採餌環境である草地は、事業実施区域周
辺に分布するものの、土地の存在（造成地の存在、土地
の利用及び発生車両の走行）により縮小する。なお、繁
殖期高利用域（408.6ha）のうち、57.1ha（約 14％）が
事業実施区域内に分布している。 
＜営巣環境＞ 

本種の主な営巣環境である草地は、事業実施区域周
辺に分布するものの、土地の存在（造成地の存在、土地
の利用及び発生車両の走行）により縮小する。なお、繁
殖期高利用域（408.6ha）のうち、57.1ha（約 14％）が
事業実施区域内に分布しているが、営巣中心域は事業
実施区域内に分布していない。 

営巣地のうち、木曽岬干拓地外の営巣地については
事業実施区域から遠く離れていることから、土地の供用
（土地の利用及び発生車両の走行）に伴い発生する騒
音等による営巣環境の質的変化は生じないと考えられ
る。また、木曽岬干拓地内の営巣地については事業実施
区域から相当程度離れていることから、土地の供用（土
地の利用及び発生車両の走行）に伴い発生する騒音等
による営巣環境の質的変化はほとんど生じないと考えら
れる。 
 
 （参考）供用時における建設作業騒音の予測結果 

位置 予測結果（騒音レベル） 

自然体験広場
敷地境界 

LAeq：56dB LA5：51dB 

 
＜ねぐら環境＞ 

本種の主なねぐら環境である草地は、事業実施区域

周辺に分布するものの、、土地の存在（造成地の存在、

土地の利用及び発生車両の走行）により縮小する。な

お、就塒域は事業実施区域内外に広く分布するが、中心

就塒域については事業実施区域内外に分布していな

い。 
また、中心就塒域は事業実施区域から相当程度離れ

ていることから、土地の供用（土地の利用及び発生車両
の走行）に伴い発生する騒音等によるねぐら環境の質的
変化はほとんど生じないと考えられる。 
 

以上のことから、本種の生息環境への影響はあると予
測される。 

 

生息環境の

質的変化 
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表 7-9-13(3) 干拓地の生態系における注目種等の予測結果 

区分 注目種等 項目 影響要因 予測結果 

上
位
性 

オオタカ 

工事の実施 

による影響 

の予測 

生息基盤の 

消失・縮小 

調査地域における本種の主な生息基盤は、草地及び
樹林地であり、草地を採餌場所として、樹林地を休息場
所及び繁殖場所として利用していると考えられる。 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内
を極力利用し、工事用道路は既存道路を利用することに
より、工事による改変を最小限に抑える計画としている。

 
＜採餌環境＞ 

本種の主な採餌環境である草地は、事業実施区域周
辺に広く分布するものの、工事の実施（重機の稼働、資
材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道
路等の建設）により縮小する。なお、繁殖期高利用域
（197.7ha）のうち、58.3ha（約 29％）が事業実施区域
内に分布している。 
＜営巣環境＞ 

本種の主な営巣環境である樹林環境は事業実施区域
周辺に分布するものの、工事の実施（重機の稼働、資材
の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路
等の建設）により営巣木・営巣林が消失する。なお、繁殖
期高利用域（197.7ha）のうち、58.3ha（約 29％）が事
業実施区域内に分布しており、営巣中心域（17.5ha）の
うち、15.5ha（約 89％）が事業実施区域内に分布して
いる。 

また、営巣地は事業実施区域内に位置することから、
工事の実施（重機の稼働及び資材の運搬）に伴い発生
する騒音等による営巣環境の質的変化が生じると考え
られる。 

 
以上のことから、本種の生息環境への影響は大きいと

予測される。 

生息環境の 

質的変化 

土地の存在 

及び供用 

による影響 

の予測 

生息基盤の

消失・縮小 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する
計画としている。 

 
＜採餌環境＞ 

本種の主な採餌環境である草地は、事業実施区域周
辺に広く分布するものの、土地の存在（造成地の存在、
土地の利用及び発生車両の走行）により縮小する。な
お、繁殖期高利用域（197.7ha）のうち、58.3ha（約
29％）が事業実施区域内に分布している。 
＜営巣環境＞ 

本種の主な営巣環境である樹林地は、事業実施区域
周辺に分布するものの、土地の存在（造成地の存在、土
地の利用及び発生車両の走行）により営巣木・営巣林が
消失する。なお、繁殖期高利用域（197.7ha）のうち、
58.3ha（約 29％）が事業実施区域内に分布しており、
営巣中心域（17.5ha）のうち、15.5ha（約 89％）が事
業実施区域内に分布している。 

 
以上のことから、本種の生息環境への影響は大きいと

予測される。 

生息環境の

質的変化 
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表 7-9-13(4) 干拓地の生態系における注目種等の予測結果 

区分 注目種等 項目 影響要因 予測結果 

典
型
性 

カヤネズミ 

工事の実施 

による影響 

の予測 

生息基盤の 

消失・縮小 

調査地域における本種の主な生息基盤は、草地であ

り、採餌場所、休息場所及び繁殖場所として利用してい

ると考えられる。 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内

を極力利用し、工事用道路は既存道路を利用することに

より、工事による改変を最小限に抑える計画としている。

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域

内 3 地点及び事業実施区域外 12 地点であったことか

ら、本種の主な生息環境である草地は、事業実施区域

周辺に分布しているものの、工事の実施（重機の稼働、

資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用

道路等の建設）により一部縮小が生じると考えられる。 

このため、工事の実施による本種への影響はあると予

測される。 

 

生息環境の 

質的変化 

土地の存在 

及び供用 

による影響 

の予測 

生息基盤の 

消失・縮小 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する

計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域

内 3 地点及び事業実施区域外 12 地点であったことか

ら、本種の主な生息環境である草地は、事業実施区域

周辺に分布しているものの、土地の存在（造成地の存

在、土地の利用及び発生車両の走行）により一部縮小が

生じると考えられる。 

このため、土地の存在に伴う本種への影響はあると予

測される。 

 

生息環境の 

質的変化 
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表 7-9-13(5) 干拓地の生態系における注目種等の予測結果 

区分 注目種等 項目 影響要因 予測結果 

典
型
性 

オオヨシキリ 

工 事 の 実 施

による影響の

予測 

生息基盤の 

消失・縮小 

調査地域における本種の主な生息基盤は、草地であ

り、採餌場所、休息場所及び繁殖場所として利用してい

ると考えられる。 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内

を極力利用し、工事用道路は既存道路を利用することに

より、工事による改変を最小限に抑える計画としている。

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域

内 4 地点及び事業実施区域外 109 地点であったことか

ら、本種の主な生息環境である草地は、事業実施区域

周辺に分布しているものの、工事の実施（重機の稼働、

資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用

道路等の建設）により一部縮小が生じると考えられる。 

このため、工事の実施による本種への影響はあると予

測される。 

生息環境の 

質的変化 

土地の存在 

及び供用 

による影響 

の予測 

生息基盤の 

消失・縮小 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する

計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域

内 4 地点及び事業実施区域外 109 地点であったことか

ら、本種の主な生息環境である草地は、事業実施区域

周辺に分布しているものの、土地の存在（造成地の存

在、土地の利用及び発生車両の走行）により一部縮小が

生じると考えられる。 

このため、土地の存在による本種への影響はあると予

測される。 

生息環境の 

質的変化 

ヨシ等の 

草本群落 

工 事 の 実 施

による影響の

予測 

生息基盤の

消失・縮小 

調査地域における本種の主な生育基盤は、草地であ

ると考えられる。 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内

を極力利用し、工事用道路は既存道路を利用することに

より、工事による改変を最小限に抑える計画としている。

本種の主な生育基盤である草地は、事業実施区域周

辺に分布しているものの、工事の実施（重機の稼働、資

材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道

路等の建設）により一部縮小が生じると考えられる。 

このため、工事の実施による本種への影響はあると予

測される。 

生息環境の

質的変化 

土地の存在 

及び供用 

による影響 

の予測 

生息基盤の

消失・縮小 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する

計画としている。 

本種の主な生育基盤である草地は、土地の存在（造

成地の存在、土地の利用及び発生車両の走行）により一

部縮小が生じると考えられる。 

このため、土地の存在による本種への影響はあると予

測される。 

生息環境の

質的変化 
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 地域を特徴づける生態系に及ぼす影響 

干拓地の生態系は、平坦な干拓地に広がる主に草地により構成される生態系であり、オギ-セイタ

カアワダチソウ群落、オギ群落、ヨシ群落等の草地、クロマツ群落やナンキンハゼ群落等の樹林地、構

造物や人工裸地等の造成地、干拓地内の水路・池等の生息・生育基盤を有し、上位性種としてチュウ

ヒ・オオタカ等、典型性種としてカヤネズミ、オオヨシキリ等が挙げられる生態系である。 

工事中においては、工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道

路は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としている。 

供用時においては、建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

このため、干拓地の生態系における動植物の種組成や食物連鎖の構成はほとんど変化しないと考

えられる。 
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3） 環境保全措置の検討 

（1） 環境保全措置の検討の状況 

工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成、工事用道路等の建設）及

び土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用、発生車両の走行）に係る生態系に関する影響

について、事業者の実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減することを目的として、

環境保全措置の検討を行った。 

 

 チュウヒ 

上位性注目種のチュウヒについては、工事の実施及び土地の存在・供用による生息環境（営巣環

境・採餌環境・ねぐら環境）への影響があると予測されたため、事業者の実行可能な範囲内で環境影

響をできる限り回避又は低減することを目的として表 7-9-14 に示すとおり、環境保全措置の検討を

行った。 

 

表 7-9-14 環境保全措置の検討の状況（チュウヒ） 

環境保全措置 
実施の 

適否 
適否の理由 

低騒音型建設機械の採用 適 

低騒音型の建設機械を採用することにより、事業実

施区域及び周辺を生息範囲とする動物への影響を

低減することが見込まれる。 

工事従事者への講習・指導 適 

工事区域外の営巣環境・採餌環境・ねぐら環境への

の立ち入りや営巣地への立ち入りを制限することに

より、人為的な攪乱による影響の低減が見込まれ

る。 

コンディショニング（馴化） 適 

営巣環境・採餌環境・ねぐら環境に配慮した段階的

施工により、建設作業による影響の低減が見込まれ

る。 

営巣環境・採餌環境・ねぐら環

境の整備（保全区の整備） 
適 

営巣環境・採餌環境・ねぐら環境としての機能を高

める措置を講じることにより、影響の低減が見込ま

れる。 

 

 

  

- 645 -



7-9-43 

 

 オオタカ 

オオタカについては、工事の実施による生息環境への影響が大きいと予測されたため、工事の実施

による生息環境への影響が大きいと予測されたため、事業者の実行可能な範囲内で環境影響をでき

る限り回避又は低減することを目的として表 7-9-15 に示すとおり、環境保全措置の検討を行った。 

 

表 7-9-15 環境保全措置の検討の状況（オオタカ） 

環境保全措置 
実施の 

適否 
適否の理由 

低騒音型建設機械の採用 適 

低騒音型の建設機械を採用することにより、事業実

施区域及び周辺を生息範囲とする動物への影響を

低減することが見込まれる。 

工事従事者への講習・指導 適 

工事区域外の営巣環境・採餌環境への立ち入りや

営巣地への立ち入りを制限することにより、人為的

な攪乱による影響の低減が見込まれる。 

コンディショニング（馴化） 適 
営巣環境・採餌環境に配慮した段階的施工により、

建設作業による影響の低減が見込まれる。 

営巣木の移動促進 適 
オオタカを対象とした代替巣の設置等を行うことに

より、影響の緩和が見込まれる。 

 

 

 チュウヒ・オオタカ以外 

カヤネズミ、オオヨシキリ及びヨシ等の草本群落については、工事の実施及び土地の存在・供用に

よる生息環境への影響があると予測されたため、事業者の実行可能な範囲内で環境影響をできる限

り回避又は低減することを目的として表 7-9-16 に示すとおり、環境保全措置の検討を行った。 

 

表 7-9-16 環境保全措置の検討の状況（チュウヒ・オオタカ以外） 

環境保全措置 
実施の

適否 
適否の理由 

低騒音型建設機械の採用 適 

低騒音型の建設機械を採用することにより、事業実

施区域及び周辺を生息範囲とする陸生動物への影

響を低減することが見込まれる。 

工事従事者への講習・指導 適 

工事区域外の生息環境への立ち入りを制限するこ

とにより、人為的な攪乱による生態系への影響の低

減が見込まれる。 

緑地の確保 適 

建設発生土ストックヤード計画地法面に緑地を確

保することにより、生息環境の分断が緩和され、陸

生動物への影響の低減が見込まれる。 

草地環境の整備（保全区の整

備） 
適 

草地環境を整備することにより、生態系への影響の

低減が見込まれる。 
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（2） 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

 チュウヒ 

チュウヒに関する環境保全措置としては、「低騒音型建設機械の採用」、「工事従事者への講習・指

導」、「コンディショニング（馴化）」及び「営巣環境・採餌環境の整備（保全区の整備）」を実施する。保

全区については、木曽岬干拓地北部における環境影響評価をうけ、特にチュウヒの生息に適した環境

の形成を目的として実施されてきたヤナギなどの樹木伐採や外周水路沿いの草刈り等の環境改善を

専門家の技術的助言を得ながら継続し、適切に維持管理を行うものとする。 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、環境保全措置の実施内容等の検討結果を表 7-

9-17(1)～(4)に示す。なお、環境保全措置の実施にあたっては、木曽岬干拓地の乾燥化・樹林化等

の状況及び第 1 期事業以降の保全区の改善に関わる対応状況、並びに事後調査の結果を踏まえ、専

門家の技術的助言を得ながら、事業実施の施工計画段階における環境保全措置の具体的な位置・仕

様等の検討並びに適切な維持管理を行う。 

 

表 7-9-17(1) 環境保全措置の検討結果（チュウヒ） 

実施内容 
種類 低騒音型建設機械の採用 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 
事業実施区域及び周辺を生息範囲とする種への影響を低減することが

できる。 

他の環境への影響 騒音の影響が緩和される。 

 

表 7-9-17(2) 環境保全措置の検討結果（チュウヒ） 

実施内容 
種類 工事従事者への講習・指導 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 人為的な攪乱による影響を低減できる。 

他の環境への影響 なし 

 

表 7-9-17(3) 環境保全措置の検討結果（チュウヒ） 

実施内容 
種類 コンディショニング（馴化） 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 建設作業による影響の低減が見込まれる。 

他の環境への影響 なし 

 

表 7-9-17(4) 環境保全措置の検討結果（チュウヒ） 

実施内容 
種類 営巣環境・採餌環境の整備（保全区の整備） 

位置 保全区 

保全措置の効果 
営巣環境・採餌環境・ねぐら環境としての機能を高める措置を講じるこ

とにより、影響の低減が見込まれる。 

他の環境への影響 なし 
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 オオタカ 

オオタカに関する環境保全措置としては、「低騒音型建設機械の採用」、「工事従事者への講習・指

導」、「コンディショニング（馴化）」及び「営巣木の移動促進」を実施する。 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、環境保全措置の実施内容等の検討結果を表 7-

9-18(1)～(4)に示す。なお、環境保全措置の実施にあたっては、事後調査の結果を踏まえ、専門家

の技術的助言を得ながら、事業実施の施工計画段階における環境保全措置の具体的な位置・仕様等

の検討を行う。 

 

表 7-9-18(1) 環境保全措置の検討結果（オオタカ） 

実施内容 
種類 低騒音型建設機械の採用 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 
事業実施区域及び周辺を生息範囲とする種への影響を低減することが

できる。 

他の環境への影響 騒音の影響が緩和される。 

 

表 7-9-18(2) 環境保全措置の検討結果（オオタカ） 

実施内容 
種類 工事従事者への講習・指導 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 人為的な攪乱による影響を低減できる。 

他の環境への影響 なし 

 

表 7-9-18(3) 環境保全措置の検討結果（オオタカ） 

実施内容 
種類 コンディショニング（馴化） 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 建設作業による影響の低減が見込まれる。 

他の環境への影響 なし 

 

表 7-9-18(4) 環境保全措置の検討結果（オオタカ） 

実施内容 

種類 営巣木の移動促進 

位置 
木曽岬干拓地内の樹林地（保全区及びその周辺以外） 

［図 7-9-5 参照］

保全措置の効果 
代替巣の設置等を行うで事業の実施により消失する営巣木・営巣林を

別の場所に創出することにより、影響の緩和が見込まれる。 

他の環境への影響 
なし（当該措置の実施によるチュウヒへの影響を低減するため、実施位

置を「保全区及びその周辺以外」としている。） 

影響の回避又は低減 

が困難である理由 

土地の安定性等を考慮の上、建設発生土ストックヤード計画地の位置・

規模等を計画しているため、工事の実施による影響（営巣木の消失）の

回避又は低減が困難である。 

損なわれる環境及び創出

される環境の位置容等 

【損なわれる環境】営巣林（事業実施区域内の防風林（クロマツ）） 

【創出される環境】営巣林（木曽岬干拓地内のクロマツ群落等が分布す

る樹林地（保全区及びその周辺以外）） 
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図 7-9-5 環境保全措置（営巣木の移動促進）の想定位置  

希少種保護等の観点から 

非公開としています。 
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 チュウヒ・オオタカ以外 

カヤネズミ、オオヨシキリ及びヨシ等の草本群落に関する環境保全措置としては、「低騒音型建設

機械の採用」、「工事従事者への講習・指導」、「緑地の確保」を実施する。 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、環境保全措置の実施内容等の検討結果を表 7-

9-19(1)～(4)に示す。なお、環境保全措置の実施にあたっては、木曽岬干拓地の乾燥化・樹林化等

の状況及び第 1 期事業以降の保全区の改善に関わる対応状況、並びに事後調査の結果を踏まえ、専

門家の技術的助言を得ながら、事業実施の施工計画段階における環境保全措置の具体的な位置・仕

様等の検討並びに適切な維持管理を行う。 

 

表 7-9-19(1) 環境保全措置の検討結果（チュウヒ・オオタカ以外） 

実施内容 
種類 低騒音型建設機械の採用 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 
事業実施区域及び周辺を生息範囲とする種への影響を低減することが

できる。 

他の環境への影響 騒音の影響が緩和される。 

 

表 7-9-19(2) 環境保全措置の検討結果（チュウヒ・オオタカ以外） 

実施内容 
種類 工事従事者への講習・指導 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 人為的な攪乱による影響を低減できる。 

他の環境への影響 なし 

 

表 7-9-19(3) 環境保全措置の検討結果（チュウヒ・オオタカ以外） 

実施内容 
種類 緑地の確保 

位置 建設発生土ストックヤード計画地法面 

保全措置の効果 緑地の確保により、生息環境の分断を緩和することができる。 

他の環境への影響 景観への影響が緩和される。 

 

 

表 7-9-19(4) 環境保全措置の検討結果（チュウヒ・オオタカ以外） 

実施内容 
種類 草地環境の整備（保全区の整備） 

位置 保全区 

保全措置の効果 草地環境を整備することにより、生態系への影響の低減が見込まれる。

他の環境への影響 なし 
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4） 事後調査 

（1） 事後調査の必要性 

予測は、生態系に及ぼす影響の程度を生態学的な知見や類似事例を参考に行っていることから、

不確実性は小さいと考えられるが、チュウヒ及びオオタカに関する環境保全措置（低騒音型建設機械

の採用、工事従事者への講習・指導、コンディショニング（馴化）、営巣木の移動促進及び営巣環境・

採餌環境・ねぐら環境の整備（保全区の整備））については、その効果に係る知見が不十分であると考

えられることから、表 7-9-20 に示すとおり、事後調査を実施するものとする。 

なお、事後調査の実施時期及び実施方法等については、事業実施段階において、専門家の技術的

助言を踏まえて検討し、適切に事後調査を実施する。 

 

表 7-9-20 環境保全措置の検討の状況 

調査項目 調査内容 

チュウヒ及びオオタカの 

モニタリング調査 

〇調査時期 

 工事期間中、供用期間中 

〇調査範囲 

 事業実施区域及びその周辺 

〇調査方法 

 定点観察調査による生息・繁殖状況の確認 

 写真撮影による視覚的な植生状況の確認 

 

 

（2） 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針 

当該事業に起因した、事前に予測し得ない環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合は、

関係機関と協議し、専門家の技術的助言を得ながら、必要に応じて適切な措置を講じる。 
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5） 評価 

（1） 評価の手法 

 回避又は低減に係る評価 

対象事業の実施による生態系に関する影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避

され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になさ

れているかどうかについて見解を明らかにすることにより行った。 

 

 

（2） 評価の結果 

 回避又は低減に係る評価 

工事中においては、工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道

路は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としている。 

供用時においては、建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

チュウヒについては、環境保全措置として、「低騒音型建設機械の採用」、「工事従事者への講習・

指導」、「コンディショニング（馴化）」及び「営巣環境・採餌環境の整備（保全区の整備）」を実施するこ

ととしている。また、オオタカについては、環境保全措置として、「低騒音型建設機械の採用」、「工事従

事者への講習・指導」、「コンディショニング（馴化）」及び「営巣木の移動促進」を実施することとしてい

る。さらに、カヤネズミ、オオヨシキリ及びヨシ等の草本群落については、「低騒音型建設機械の採用」、

「工事従事者への講習・指導」及び「緑地の確保」を実施することとしている。 

なお、チュウヒ及びオオタカに関する環境保全措置の効果に係る知見が不十分であることから、事

後調査を実施する。 

これらのことから、工事の実施及び土地の存在及び供用に係る生態系に関する影響は、事業者に

より実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されていると評価する。 
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第10節 景観 

土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）により、景観への影響が考えられることから、調査、

予測及び評価を行った。 

 

10.1  土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）に係る景観 

 

1） 調査 

（1） 調査の手法 

 調査した情報 

 主要な眺望点の状況 

主要な眺望点の状況について調査した。 

 

 景観資源の状況 

景観資源の状況について調査した。 

 

 主要な眺望景観の状況 

主要な眺望点からの景観資源を眺望する景観の状況について調査した。 

 

 

 調査の手法 

調査は、既存資料及び現地調査により行った。既存資料を表 7-10-1 に示す。 

景観資源の状況は、既存の文献資料等により把握した。 

また、主要な眺望点の状況は現地踏査により把握し、主要な眺望景観の状況は写真撮影により視

覚的に把握した。 

 

表 7-10-1 既存資料一覧 

資料名 
発行年月 

（閲覧年月） 
発行者等 

三重県ホームページ （令和 4 年 3 月時点） 三重県 

三重県景観計画～「こころのふるさと

三重」の実現に向けて～ 
平成 29 年 1 月変更 三重県 
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7-10-2 

 

 調査地域 

調査地域は、主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握で

きる地域とした。 

 

 

 調査地点 

調査地点は、主要な眺望点及び景観資源の分布、視覚的関係及び対象事業の位置等を踏まえ、主

要な眺望景観の変化が生じると想定される地点を設定した。 

調査地点を表 7-10-2 及び図 10-1 に示す。 

 

表 7-10-2 景観の調査地点（主要な眺望点） 

調査

地点

番号 

所在地 調査地点設定理由 

1 
三重県桑名市 

長島町浦安 

事業実施区域以西（三重県）からの主要な眺望景観の状況を

把握するために設定した。 

2 
三重県桑名郡 

木曽岬町新輪 2 丁目 

事業実施区域以南（農業体験広場計画地）からの主要な眺望

景観の状況を把握するために設定した。 

3 
愛知県弥富市 

鍋田町六野 

事業実施区域以東（愛知県）からの主要な眺望景観の状況を

把握するために設定した。 
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図 10-1 景観の調査地点  
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7-10-4 

 

 調査期間等 

既存資料調査の調査期間等は、最新のものを入手可能な時期とした。 

現地調査の調査期間等は、主要な眺望点の利用状況（利用時期、利用時間帯等）、景観資源の自

然特性（見どころとなる時期等）を考慮し、主要な眺望景観が当該地域において代表的なものとなる

期間とした。 

現地調査の調査期間等を表 7-10-3 に示す。 

 

表 7-10-3 調査時期 

調査した情報 調査実施日 

主要な眺望点の状況、 

主要な眺望景観の状況 

春季 ：令和 4年  5月 25日 

夏季 ：令和 4年  8月 24日 

秋季 ：令和 4年 11月 10日 

冬季 ：令和 5年  1月 20日 

 

 

（2） 調査の結果 

調査の結果を表 7-10-4 に示す。 

また、主な景観資源である木曽川の概要については、「第 3 章第 1 節 1.9 景観の状況」に示す。 
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7-10-5 

表 7-10-4(1) 調査結果（調査地点 1：三重県桑名市長島町浦安） 

主要な眺望点 

の状況 

眺望点の概要 事業実施区域の西側に位置する木曽川堤防上の地点であり、常時利用することができる。 写
真
撮
影
位
置
・方
向 

 

眺望点の標高 約 5.5m 

建設発生土ストックヤー

ド計画地との距離 
約 1,130m 

景観資源の状況 主な景観資源として木曽川が視認できる。 

主
要
な
眺
望
景
観
の
状
況 

春季 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏季 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋季 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬季 
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表 7-10-4(2) 調査結果（調査地点 2：三重県桑名郡木曽岬町新輪 2 丁目） 

主要な眺望点 

の状況 

眺望点の概要 
事業実施区域の南側に位置する農業体験広場計画地内の地点。 

なお、農業体験広場は未整備であり、現在は一般の立ち入りは不可。 
写
真
撮
影
位
置
・方
向 

 

眺望点の標高 約-0.5m 

建設発生土ストックヤー

ド計画地との距離 
約 350m 

景観資源の状況 主な景観資源である木曽川は視認できないが、周辺には木曽岬干拓地内の草地が広がっている。 

主
要
な
眺
望
景
観
の
状
況 

春季 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏季 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋季 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬季 
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7-10-7 

 

表 7-10-4(3) 調査結果（調査地点 3：愛知県弥富市鍋田町六野） 

主要な眺望点 

の状況 

眺望点の概要 事業実施区域の東側に位置する堤防上の地点であり、常時利用することができる。 写
真
撮
影
位
置
・方
向 

 

眺望点の標高 約 6.0m 

建設発生土ストックヤー

ド計画地との距離 
約 260m 

景観資源の状況 主な景観資源である木曽川は視認できないが、周辺には木曽岬干拓地内の草地が広がっている。 

主
要
な
眺
望
景
観
の
状
況 

春季 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏季 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋季 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬季 
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2） 予測 

（1） 予測の手法 

 予測手法 

主要な眺望点及び景観資源の改変については、事業実施区域との重ね合わせ、図上解析すること

により、改変の位置、程度を把握した。 

主要な眺望景観の変化については、フォトモンタージュ法等の視覚的な表現方法により眺望景観の

変化の程度を把握した。 

 

 予測地域 

調査地域のうち、景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る

環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とした。 

 

 予測地点 

予測地点は、調査地点と同様とした。 

 

 予測対象時期等 

予測対象時期等は、景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に

係る環境影響を的確に把握できる時期として、ストックヤードの盛土完了時とした。 
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（2） 予測の結果 

 主要な眺望点及び景観資源の改変 

対象事業による主要な眺望点及び景観資源の改変は生じない。 

 

 主要な眺望景観の変化 

 予測地点 1：三重県桑名市長島町浦安 

眺望景観の変化を図 7-10-2 に示す。 

本眺望景観は、標高約 5.5m の木曽川の堤防から、東方向に木曽川を眺望している。 

木曽岬干拓地外周の堤防により、ストックヤードへの盛土完了時においても、対象事業は視認され

ない。 

これらのことから、本眺望景観の変化は生じないと予測される。 
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＜ 現 況 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 完成後 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-10-2 眺望景観の変化（予測地点 1：三重県桑名市長島町浦安） 
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 予測地点 2：三重県桑名郡木曽岬町新輪 2 丁目 

眺望景観の変化を図 7-10-3 に示す。なお、予測にあたっては、建設発生土ストックヤード計画地

法面に緑地を確保し、周辺景観と調和させる計画であることを前提とした。 

本眺望景観は、標高約-0.5m の木曽岬干拓地内に位置する農業体験広場からの眺望であり、木

曽岬干拓地内の草地が広がっている。なお、眺望点周辺には主な景観資源である木曽川が存在する

ものの、木曽岬干拓地外周の堤防により遮られ、視認されない。 

事業の実施により、ストックヤードが視認されるが、仰角は 4.5°となり、圧迫感を感じる仰角 18°未

満となる。 

これらのことから、本眺望景観の変化は極めて小さいと予測される。 
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＜ 現 況 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 完成後 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-10-3 眺望景観の変化（予測地点 2：三重県桑名郡木曽岬町新輪 2 丁目） 
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 予測地点 3：愛知県弥富市鍋田町六野 

眺望景観の変化を図 7-10-4 に示す。なお、予測にあたっては、建設発生土ストックヤード計画地

法面に緑地を確保し、周辺景観と調和させる計画であることを前提とした。 

本眺望景観は、標高約 6.0m の木曽岬干拓地東側の堤防からの眺望であり、木曽岬干拓地内の

草地が広がっている。なお、眺望点周辺には主な景観資源である木曽川が存在するものの、木曽岬

干拓地外周の堤防により遮られ、視認されない。 

事業の実施により、ストックヤードが視認されるが、俯角は 3.5°となり、圧迫感を感じる俯角 10°未

満となる。 

これらのことから、本眺望景観の変化は極めて小さいと予測される。 
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＜ 現 況 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 完成後 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-10-4 眺望景観の変化（予測地点 3：愛知県弥富市鍋田町六野） 
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3） 環境保全措置の検討 

（1） 環境保全措置の検討の状況 

土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）に係る景観に関する影響について、事業者の

実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減することを目的として、表 7-10-5 に示す

とおり、環境保全措置の検討を行った。 

 

表 7-10-5 環境保全措置の検討の状況 

環境保全措置 
実施の 

適否 
適否の理由 

緑地の確保 適 

建設発生土ストックヤード計画地法面に緑地を確保

することにより、周辺景観に調和させることが可能で

あり、景観への影響の低減が見込まれる。 

 

 

（2） 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

環境保全措置としては、「緑地の確保」を実施する。 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、環境保全措置の実施内容等の検討結果を表 7-10-6

に示す。 

 

表 7-10-6 環境保全措置の検討結果 

実施内容 
種類 緑地の確保 

位置 建設発生土ストックヤード計画地法面 

保全措置の効果 
緑地の確保により、周辺景観に調和させることが可能であり、景観への

影響の低減が見込まれる。 

他の環境への影響 なし 
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4） 評価 

（1） 評価の手法 

 回避又は低減に係る評価 

土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）に係る景観に関する影響が、事業者により実行

可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保

全についての配慮が適正になされているかどうかについて見解を明らかにすることにより行った。 

 

 

（2） 評価の結果 

 回避又は低減に係る評価 

対象事業は、住居等の保全対象が立地する集落から十分に離れた木曽岬干拓地で整備されるた

め、地域の人々が日常的に利用している場所からの眺望への影響を抑えた計画としている。 

また、予測の結果、主要な眺望点及び景観資源の改変はなく、主要な眺望景観の変化は極めて小

さいと予測された。 

さらに、環境保全措置として、表 7-10-6 に示す「緑地の確保」を実施する。 

これらのことから、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）に係る景観に関する影響は、

事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されていると評価する。 
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第11節  廃棄物等 

工事の実施（樹木の伐採・処理、廃棄物の発生・処理等）に伴う伐採木等の建設副産物の発生が考え

られることから、予測及び評価を行った。 

 

11.1  工事の実施（樹木の伐採、処理及び廃棄物の発生・処理等）に係る廃棄物等 

 

1） 予測 

（1） 予測の手法 

① 予測手法 

工事の実施（樹木の伐採・処理、廃棄物の発生・処理等）に係る廃棄物等の予測は、事業特性及び

地域特性を基に、廃棄物等の種類ごとの概略の発生及び処分の状況（概略の発生量、再利用量及び

区域外搬出量）を予測した。 

さらに、地域特性の把握から得られる廃棄物等の再利用・処分技術の現況及び処理施設等の立地

状況に基づいて実行可能な再利用の方策を検討した。 

 

② 予測地域及び予測地点 

予測地域及び予測地点は、事業実施区域とした。 

 

③ 予測対象時期等 

予測対象時期等は、工事期間とした。 
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（2） 予測結果 

工事の実施（樹木の伐採・処理、廃棄物の発生・処理等）に係る廃棄物等の発生量、事業実施区域

内での再利用量及び事業実施区域外への搬出量を表 11-11-1 に示す。 

予測の結果、樹木の伐採・処理及び草刈りにより、建設発生木材（伐採木）が 0.2 千 、刈草が

655.9ｔ発生し、その発生量の全量を事業実施区域外へ搬出する。 

なお、建設発生土、建設汚泥、コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊は発生しない。 

 

表 11-11-1 廃棄物等の予測結果 

種  類 発生量 
事業実施区域内

再利用量 

事業実施区域外

搬出量 

建設発生土 予測量（千 ） 発生しない － 発生しない 

建設汚泥 予測量（千 ） 発生しない － 発生しない 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 予測量（千 ） 発生しない － 発生しない 

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 予測量（千 ） 発生しない － 発生しない 

建設発生木材 

（伐採木） 
予測量（千 ） 0.2 － 0.2 

刈草 予測量 （ｔ）  655.9 － 655.9 
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2） 環境保全措置の検討 

（1） 環境保全措置の検討の状況 

工事の実施（樹木の伐採・処理、廃棄物の発生・処理等）に係る廃棄物等に関する影響について、

事業者の実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減することを目的として、表 11-

11-2 に示すとおり、環境保全措置の検討を行った。 

 

表 11-11-2 環境保全措置の検討の状況 

環境保全措置 
実施の 

適 否 
適否の理由 

再資源化施設への搬入等に

よる他事業等での利用 
適 

建設発生木材（伐採木）の最終処分量の低減が見込まれ

る。 

 

 

（2） 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

環境保全措置としては、「再資源化施設への搬入等による他事業等での利用」を実施する。 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、環境保全措置の実施内容等の検討結果を表 11-11-3

に示す。 

また、環境保全措置実施後に生じた建設発生木材（伐採木）の余剰分については「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号）及び「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に

関する条例（平成 20 年三重県条例第 41 号）」に基づき適切に処理・処分する。なお、事業実施区域

において、建設発生木材（伐採木）及び刈草の仮置き等の一時保管が必要となった場合には、周辺の

生活環境・自然環境に影響が生じないよう、仮置き場の設置場所を選定するとともに、仮置き場の適

正な管理が図られるよう、カバーシート等による建設発生木材（伐採木）及び刈草の飛散防止や害虫

等の発生防止に努める。 

 

表 11-11-3 環境保全措置の検討結果 

実施内容 
種類 再資源化施設への搬入等による他事業等での利用 

位置 事業実施区域周辺 

保全措置の効果 
事業実施に伴い発生した建設発生木材（伐採木）を再資源化すること

により、廃棄物等の最終処分量が低減する。 

他の環境への影響 なし 
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3） 評価 

（1） 評価の手法 

① 回避又は低減に係る評価 

工事の実施（樹木の伐採・処理、廃棄物の発生・処理等）に係る廃棄物等に関する影響が、事業者

により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法によ

り環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにすることによ

り行った。 

 

 

（2） 評価の結果 

① 回避又は低減に係る評価 

対象事業において、工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道

路は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑え、廃棄物等の発生を抑えた計画

としている。 

また、環境保全措置として、表 11-11-3 に示す「再資源化施設への搬入等による他事業等での利

用」を実施する。なお、環境保全措置実施後に生じた建設発生木材（伐採木）の余剰分は、関係法令

に基づき適切に処理・処分することとしている。さらに、事業実施区域において、建設発生木材（伐採

木）及び刈草の仮置き等の一時保管が必要となった場合には、周辺の生活環境・自然環境に影響が

生じないよう、建設発生木材（伐採木）及び刈草の飛散防止等に努めることとしている。 

これらのことから、工事の実施（樹木の伐採・処理、廃棄物の発生・処理等）に係る廃棄物等に関す

る影響は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されていると評価する。 
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第12節  温室効果ガス等 

工事の実施（重機の稼働、資材の運搬）及び土地の供用（土地の利用、発生車両の走行）により、温室

効果ガス等の影響が考えられることから、予測及び評価を行った。 

 

12.1  工事の実施（重機の稼働、資材の運搬）及び土地の供用（土地の利用、発生車両の走行）に係る

温室効果ガス等 

 

1） 予測 

（1） 予測の手法 

① 予測手法 

工事の実施（重機の稼働、資材の運搬）及び土地の供用（土地の利用、発生車両の走行）に係る温

室効果ガス等の予測は、事業特性及び地域特性の情報を基に、工事の実施に伴い発生する温室効

果ガス（二酸化炭素）の発生状況を把握することにより行った。 

予測手順を図 7-12-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）車両の運行距離は、「国土交通省土木工事積算基準」における最長の運搬距離（60km)を設定した。 

図 7-12-1 温室効果ガス（二酸化炭素）の予測手順 

  

重機の稼働、資材の運搬、土地の利用及び発生

車両の走行に係る温室効果ガス（二酸化炭素）

の発生源（重機、工事用車両注、発生車両注） 

の把握 

燃料使用量の把握 

単位発熱量 

排出係数 

重機の稼働、資材の運搬、土地の利用及び発生

車両の走行に係る温室効果ガス（二酸化炭素） 

の発生量（工事期間）の把握 
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予測式は、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.9」（令和 5 年 4 月、環境省・経済

産業省）を参考とし、エネルギー起源二酸化炭素（燃料の使用）の算定式を用いた。 

二酸化炭素排出量（tＣＯ２）は、燃料の種類ごとに、燃料使用量に、単位量当たりの発熱量、排出係

数（単位熱量当たりの炭素排出量）及び 44/12 を乗じて求める。 

なお、主な燃料における二酸化炭素の単位発熱量及び排出係数を表 11-12-1 に示す。 

 

 

二酸化炭素排出量（tＣＯ２）＝（燃料の種類ごとに）燃料使用量(t，kl，千Ｎ ) 

× 単位発熱量（ＧJ/t,ＧJ/kl,ＧJ/千Ｎ ） 

× 排出係数（tＣ/ＧJ） 

× 44/12 

 

 

表 11-12-1 主な燃料における二酸化炭素の単位発熱量及び排出係数 

燃料の種類 
単位発熱量 

（ＧJ/kl） 

排出係数 

（tＣ/ＧJ） 

軽油 37.7 0.0187 

出典：「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.9」（令和 5 年 4 月、環境省・経済産業省） 

第Ⅱ編 温室効果ガス排出量の算定方法 5.算定方法及び排出係数一覧表 

 エネルギー起源二酸化炭素（CO2） 

 

 

② 予測地域及び予測地点 

予測地域及び予測地点は、事業実施区域とした。 

 

③ 予測対象時期等 

予測対象時期等は、重機の稼働及び資材の運搬については工事期間とし、土地の利用及び発生

車両の走行については供用期間とした。 
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（2） 予測結果 

温室効果ガス（二酸化炭素）の予測結果を表 7-12-2 に示す。 

温室効果ガス（二酸化炭素）の排出量は、工事期間において約 226.68tＣＯ２、供用期間において

3257.99tＣＯ２と予測される。 

 

 

表 7-12-2 温室効果ガス（二酸化炭素）の予測結果 

工種等 
燃料使用量

(kl) 

単位 

発熱量
(ＧJ/kl)

排出係数
(tＣ/ＧJ)

ＣＯ２ 

排出量 
(tＣＯ２) 

工事中 重機の稼働 整地工 82.94
37.7 0.0187

214.40

資材の運搬 4.75 12.28

小 計 226.68

土地の 

供用 
土地の利用 盛土工 1244.16

37.7 0.0187
3216.11

発生車両の走行 16.20 41.88

小 計 3257.99

合 計 3484.67
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2） 環境保全措置の検討 

（1） 環境保全措置の検討の状況 

工事の実施（重機の稼働、資材の運搬）及び土地の供用（土地の利用、発生車両の走行）に係る温

室効果ガス等に関する影響について、事業者の実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は

低減することを目的として、表 7-12-3 に示すとおり、環境保全措置の検討を行った。 

 

表 7-12-3 環境保全措置の検討の状況 

環境保全措置 
実施の 

適 否 
適否の理由 

作業者に対する重機の省エ

ネ運転の指導 
適 

アイドリングストップの励行など省エネ運転を作業者に徹底

させることにより、温室効果ガス（二酸化炭素）の発生の低

減が見込まれる。 

作業者に対する工事用車両

及び発生車両のエコドライ

ブの指導 

適 

アイドリングストップの励行などエコドライブを作業者に徹底

させることにより、温室効果ガス（二酸化炭素）の発生の低

減が見込まれる。 

 

 

（2） 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

環境保全措置としては、「作業者に対する重機の省エネ運転の指導」及び「作業者に対する工事用

車両及び発生車両のエコドライブの指導」を実施する。 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、環境保全措置の実施内容等の検討結果を表 7-12-4

に示す。 

 

表 7-12-4(1) 環境保全措置の検討結果 

実施内容 
種類 作業者に対する重機の省エネ運転の指導 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 
アイドリングストップの励行など省エネ運転を作業者に徹底させること

により、温室効果ガス（二酸化炭素）の発生の低減が見込まれる。 

他の環境への影響 大気質（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）への影響が緩和される。 

 

表 7-12-4(2) 環境保全措置の検討結果 

実施内容 
種類 作業者に対する工事用車両及び発生車両のエコドライブの指導 

位置 事業実施区域及びその周辺 

保全措置の効果 
アイドリングストップの励行などエコドライブを作業者に徹底させること

により、温室効果ガス（二酸化炭素）の発生の低減が見込まれる。 

他の環境への影響 
運行時の不要なエンジン稼働を避けること等により、大気質（二酸化窒

素及び浮遊粒子状物質）、騒音及び振動への影響が緩和される。 
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3） 評価 

（1） 評価の手法 

① 回避又は低減に係る評価 

工事の実施（重機の稼働、資材の運搬）及び土地の供用（土地の利用、発生車両の走行）に係る温

室効果ガス等に関する影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減さ

れており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうか

について、見解を明らかにすることにより行った。 

 

 

（2） 評価の結果 

① 回避又は低減に係る評価 

工事に用いる重機については、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(ただし、法の

適用除外の機種については「排出ガス対策型建設機械指定制度」の二次基準以降)に適合した建設

機械を基本とし、環境負荷が小さいものを使用する計画としている。 

また、環境保全措置として、表 7-12-4(1)～(2)に示す「作業者に対する建設機械の省エネ運転

の指導」及び「作業者に対する工事用車両のエコドライブの指導」を実施する。なお、事業実施段階に

おいては、温室効果ガス（二酸化炭素）の発生の低減に係る技術開発の状況を踏まえ、必要に応じ、

事業者の実行可能な範囲内でより良い技術を導入する。 

これらのことから、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬）及び土地の供用（土地の利用、発生車両

の走行）に係る温室効果ガス等に関する影響は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避

又は低減されていると評価する。 
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第8章 事後調査の実施計画 

事後調査は、選定項目に係る予測及び環境保全措置の効果の不確実性の程度、環境影響の程度、

事業特性及び地域特性を考慮して、対象事業に係る工事の実施及び土地の供用開始後の環境の状況

を把握するために行う。 

事後調査の内容を表 8-1 に、事後調査の実施計画を表 8-2 に示す。事後調査の実施主体は事業者

であり、事後調査の結果は事後調査終了まで事業者にて保管する。 

なお、当該事業に起因した、事前に予測し得ない環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合

は、関係機関と協議し、専門家の技術的助言を得ながら、必要に応じて適切な措置を講じる。 

 

 

表 8-1 事後調査の内容 

項目 
事後調査を 

行うこととした理由 
調査項目 調査内容 環境 

要素 
影響要因 

陸
生
動
物 

工事の 

実施 

資材の運搬、樹木

の伐採・処理、土地

の造成及び工事用

道路等の建設 

環境保全措置（低騒音

型建設機械の使用、工

事従事者への講習・指

導、コンディショニング

（馴化）、営巣木の移動

促進及び営巣環境・採

餌環境・ねぐら環境の整

備（保全区の整備））につ

いては、その効果に係る

知見が不十分であるた

め 

チュウヒ及

びオオタカ

のモニタリ

ング調査 

〇調査時期 

工事期間中 

〇調査範囲 

事業実施区域及びその周辺

〇調査方法 

定点観察調査による生息・繁

殖状況の確認 

写真撮影による視覚的な植

生状況の確認 

生
態
系 

陸
生
動
物 土地又は 

工作物の 

存在及び 

供用 

造成地の存在、土

地の利用及び発生

車両の走行 

〇調査時期 

供用期間中（毎年） 

〇調査範囲 

事業実施区域及びその周辺

〇調査方法 

定点観察調査による生息・繁

殖状況の確認 

写真撮影による視覚的な植

生状況の確認 

生
態
系 
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表 8-2 事後調査の実施計画 

影響要因 

工事の実施 土地又は工作物の存在及び供用 

資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び

工事用道路等の建設 
造成地の存在、土地の利用及び発生車両の走行

調査項目 チュウヒ及びオオタカのモニタリング調査 

調査時期 

工事期間中 

■定点観察調査による生息・繁殖状況の確

認 

12 月～8 月（月 1 回）に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

■写真撮影による視覚的な植生状況の確認 

植物の生態的な特性を考慮し、植生の状況

を効率よく確認できる時期 

（秋季：10 月頃）注 2 

供用期間中（毎年） 

■定点観察調査による生息・繁殖状況の確

認 

12 月～8 月（月 1 回）に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

■写真撮影による視覚的な植生状況の確認

植物の生態的な特性を考慮し、植生の状況

を効率よく確認できる時期 

（秋季：10 月頃）注 2 

調査範囲 事業実施区域及びその周辺 事業実施区域及びその周辺 

調査方法 

■定点観察調査による生息・繁殖状況の確

認 

チュウヒ及びオオタカを主な対象として、あら

かじめ設定した定点において、双眼鏡や望遠

鏡を用いて目視観察を行い、確認された猛

禽類の種名、出現位置、出現時刻、行動等を

記録する。 

なお、チュウヒ及びオオタカ以外の希少猛禽

類が確認された場合についても、あわせて確

認状況の記録を行う。 

 

■写真撮影による視覚的な植生状況の確認

ドローンを用いた空中写真撮影等により行

う。 

■定点観察調査による生息・繁殖状況の確

認 

チュウヒ及びオオタカを主な対象として、あら

かじめ設定した定点において、双眼鏡や望遠

鏡を用いて目視観察を行い、確認された猛

禽類の種名、出現位置、出現時刻、行動等を

記録する。 

なお、チュウヒ及びオオタカ以外の希少猛禽

類が確認された場合についても、あわせて確

認状況の記録を行う。 

 

■写真撮影による視覚的な植生状況の確認

ドローンを用いた空中写真撮影等により行

う。 

注 1）具体的な調査方法については、チュウヒ及びオオタカの生息・繁殖状況、専門家による技術的助言等を踏まえ、

検討する。 

注 2）チュウヒ及びオオタカの繁殖への影響を考慮しつつ、植生の状況を効率よく確認できる時期を調査時期として

設定する。 

 

 

・12～3 月 

：主にチュウヒの生息状況（塒入・塒発
等）を確認する。 

・4～8 月 

：主にチュウヒ及びオオタカの繁殖状況
を確認する。 

・12～3 月 

：主にチュウヒの生息状況（塒入・塒発
等）を確認する。 

・4～8 月 

：主にチュウヒ及びオオタカの繁殖状況
を確認する。 
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第9章 環境影響評価の総合的な評価 

対象事業について、影響要因の区分である「工事の実施」及び「土地又は工作物の存在及び供用」に関

し、14の環境要素の区分（大気質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質、粉じん等）、騒音、振動、水質、地形及び

地質、陸生動物、陸生植物、水生生物、生態系、景観、廃棄物等、温室効果ガス等）を選定し、調査、予測及

び評価を行った。 

個々の項目における環境影響評価の結果の概要を表 9-1 に示す。 

 

調査及び予測の結果、並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、対象事業の実施に係る環境影響評価

項目に関する影響は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に

応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされていると総合的に評価する。 

 

事業実施にあたっては、第 2 章第 4 節に記載の「事業実施にあたっての環境保全の方針」及び環境保全

措置を確実に実施するとともに、環境影響の低減に係る技術開発の状況を踏まえ、必要に応じ、事業者の

実行可能な範囲内でより良い技術の導入に努める。 

また、事業の実施にあたっては、工事説明会等の場を活用して、住民等に対して丁寧に説明を行う。事業

の実施にあたり、住民等から環境に関する意見があった場合には、その意見について十分な検討を行い、

丁寧かつ必要な対応を行う。 

なお、今後の工事計画等の詳細な検討にあたっては、環境影響評価の結果に基づき環境保全に十分配

慮して行うものとする。さらに、工事中及び供用中において現段階で予測し得なかった環境保全上の問題

が生じた場合には、環境に及ぼす影響について調査し、必要に応じて適切な措置を実施することとする。 
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表 9-1(1) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 

項  目 

調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

大気質 二酸化窒素 

 

浮遊粒子状物

質 

工事の実施（重

機の稼働） 

■大気汚染物質の状況 

＜窒素酸化物、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の濃度＞ 

調査地点 
測定期

間 
窒素酸化物

(ppm) 
二酸化窒素 

(ppm) 
浮遊粒子状物質

(mg/m3) 

三重県桑名郡 

木曽岬町 
源緑輪中 

秋季 0.011 0.009 0.008 

冬季 0.008 0.006 0.007 

春季 0.014 0.012 0.022 

夏季 0.008 0.006 0.022 

四季 0.010 0.008 0.015 

愛知県弥富市 
鍋田町稲山 

（鍋田公民館） 

秋季 0.011 0.009 0.011 

冬季 0.007 0.006 0.008 

春季 0.014 0.012 0.022 

夏季 0.009 0.006 0.018 

四季 0.010 0.008 0.015 

注）調査結果は調査期間 1 週間の期間平均値を示す。 

 

■気象の状況 

・既存資料調査 

＜風向・風速＞ 

「第 3 章 第 1 節 1.1 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環

境の状況」の気象の状況と同様。 

＜日射量＞ 

調査地点 年月 日射量(ＭＪ/m2) 

名古屋地方

気象台 

令和

3 年 

10 月 13.3 

11 月 11.1 

12 月 8.9 

令和 

4 年 

1 月 10.4 

2 月 12.8 

3 月 15.5 

4 月 17.6 

5 月 19.4 

6 月 19.8 

7 月 17.9 

8 月 16.3 

9 月 15.1 

 

・現地調査 

＜風向・風速＞ 

調査 

地点 

測定期

間 

最多 

風向 

風速(m/s) 

平均値 最大値 最小値 

三重県桑名郡 
木曽岬町源緑輪中 

秋季 北 2.9 8.4 0.2 

冬季 西北西 4.3 12.0 0.1 

春季 北北西 2.9 12.3 0.1 

夏季 南 2.7 7.8 0.3 

四季 北北西 3.2 12.3 0.1 

愛知県弥富市 

鍋田町稲山 

（鍋田公民館） 

秋季 北北西 2.1 6.3 0.0 

冬季 北西 3.7 10.6 0.0 

春季 北北西 2.3 9.4 0.0 

夏季 南南東 2.1 6.1 0.0 

四季 北西 2.5 10.6 0.0 

三重県桑名郡 

木曽岬町新輪 1 丁

目（木曽岬干拓地

内） 

秋季 北 2.8 12.2 0.0 

冬季 北西 2.7 14.9 0.1 

春季 北西 3.0 12.7 0.0 

夏季 南 2.9 11.2 0.0 

通年 北 2.8 14.9 0.0 

 

 

＜二酸化窒素の予測結果＞ 

予測の結果、工事の実施（重機の稼働）による窒素酸化物の寄与濃度の年平均値は、

0.00022～0.00044ppm となる。バックグラウンド濃度を含めた二酸化窒素の年平均値

は、0.00808～0.00819ppm となる。これを基に換算した日平均値の年間 98％値は、

0.0199～0.0200ppm となり、二酸化窒素に係る環境基準に定められた値（0.04ppm か

ら 0.06ppm までのゾーン内）以下になると予測される。 

 

［単位：ppm］

番

号 
予測地点 ﾕﾆｯﾄ

窒素酸化物 二酸化窒素 

年平均値 年平均値 日平均値

の年間

98％値

重機 

寄与濃度 

寄与 

濃度 

BG

濃度
計 

1 
三重県桑名郡 

木曽岬町新輪 1 丁目 土砂

掘削

0.00022 0.00008 0.008 0.00808 0.0199

2 
愛知県弥富市 

曙 1 丁目 
0.00044 0.00019 0.008 0.00819 0.0200

注）BG 濃度：ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度 

 

 

＜浮遊粒子状物質の予測結果＞ 

予測の結果、工事の実施（重機の稼働）による浮遊粒子状物質の寄与濃度の年平均値は、

0.00001～0.00002mg/m3 となる。バックグラウンド濃度を含めた浮遊粒子状物質の年

平均値は、0.01501～0.01502mg/m3 となる。これを基に換算した日平均値の年間 2％

除外値は、0.0389mg/m3 となり、浮遊粒子状物質に係る環境基準に定められた値

（0.10mg/m3）以下になると予測される。 

 

［単位：mg/m3］ 

番

号 
予測地点 ﾕﾆｯﾄ 

浮遊粒子状物質 

年平均値 日平均値の

年間 

2％除外値

寄与 

濃度 

BG

濃度
計 

1 
三重県桑名郡 

木曽岬町新輪 1 丁目 土砂

掘削

0.00001 0.015 0.01501 0.0389

2 
愛知県弥富市 

曙 1 丁目 
0.00002 0.015 0.01502 0.0389

注）BG 濃度：ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類
排出ガス対策型の建

設機械の採用 

位置
事業実施区域 

（重機の稼働範囲） 

保全措置

の効果 

効果の高い排出ガス

対策型の重機を採用

することにより、窒素酸

化物及び浮遊粒子状

物質が抑制される。 

他の環境

への影響

なし 

 

■回避又は低減に係る評価 

対象事業は、住居等の保全対象から十分に離れた木曽岬干拓地

で実施する計画としている。 

また、環境保全措置として、「排出ガス対策型建設機械の採用」を

実施する。なお、事業実施段階においては、二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質の低減に係る技術開発の状況を踏まえ、必要に応じ、

事業者の実行可能な範囲内でより良い技術を導入する。 

これらのことから、工事の実施（重機の稼働）に係る二酸化窒素及

び浮遊粒子状物質に関する影響は、事業者により実行可能な範

囲内でできる限り回避又は低減されていると評価する。 

 

■基準又は目標との整合性の検討 

各予測地点における工事の実施（重機の稼働）に係る二酸化窒素

の日平均値の年間 98％値は、0.0199～0.0200ppm となり、

「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和 53 年環境庁告示

第 38 号)に基づく環境基準との整合が図られていると評価する。

各予測地点における工事の実施（重機の稼働）に係る浮遊粒子状

物質の日平均値の年間 2％除外値は、0.0389g/m3 となり、「大

気の汚染に係る環境基準について」(昭和48年環境庁告示第25

号)に基づく環境基準との整合が図られていると評価する。 

 

 

＜整合を図る基準又は目標との整合性に係る評価結果（二酸化

窒素）＞ 

［単位：ppm］

番
号

予測地点 年平均値

日平均値

の年間
98％値

基準又は
目標 

基準又は

目標との
整合状況

1

三重県桑名郡

木曽岬町新輪

1 丁目 
0.00808 0.0199

1 時間値の 1 日

平均値が

0.04ppm から

0.06ppm まで

のゾーン内又は

それ以下である

こと。 

○ 

2
愛知県弥富市

曙 1 丁目 
0.00819 0.0200 ○ 

 

＜整合を図る基準又は目標との整合性に係る評価結果（浮遊粒

子状物質）＞ 

［単位：mg/m3］

番
号

予測地点 年平均値

日平均値
の年間

2％除外

値 

基準又は
目標 

基準又は目

標との
整合状況

1

三重県桑名郡

木曽岬町新輪

1 丁目 

0.01501 0.0389 1 時間値の 1 日

平均値が

0.10mg/m3

以下であること。

○ 

2
愛知県弥富市

曙 1 丁目 
0.01502 0.0389 ○ 
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表 9-1(2) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 

項  目 

調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

大気質 二酸化窒素 

 

浮遊粒子状物

質 

工 事 の 実 施

（ 資 材 の 運

搬） 

■大気汚染物質の状況 

工事の実施（重機の稼働）に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質

と同様。 

 

■気象の状況 

工事の実施（重機の稼働）に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質

と同様。 

 

■道路構造及び当該道路における交通量に係る状況 

調査地点 調査対象道路 道路構造

交通量 

（台/24 時間） 

大型車 小型車 

三重県桑名郡 
木曽岬町 

源緑輪中 

三重県道木曽岬

弥富停車場線 

平面道路

(2 車線)
638 1,043 

愛知県弥富市

操出 10 丁目 

愛知県道名古屋

西港線 

（西尾張中央道） 

平面道路

(4 車線)
7,609 6,973 

 

 

＜二酸化窒素の予測結果＞ 

予測の結果、工事の実施（資材の運搬）による窒素酸化物の寄与濃度の年平均値は、

0.000000～0.000001ppm となる。 

既存交通の寄与濃度及びバックグラウンド濃度を含めた二酸化窒素の年平均値は、0.00806

～0.00910ppm となる。これを基に換算した日平均値の年間 98％値は、0.0199～

0.0211ppm となり、二酸化窒素に係る環境基準に定められた値（0.04ppm から 0.06ppm

までのゾーン内）以下になると予測される。 

 

［単位：ppm］

番

号 
予測地点 

窒素酸化物 二酸化窒素 

年平均値 年平均値 
日平均値

の年間

98％値

寄与濃度 
寄与 

濃度 

BG 

濃度
計 工事用 

車両 
既存交通 

1 

三重県桑名郡 

木曽岬町 

源緑輪中 

西側 0.000000 0.00018 0.00006
0.008

0.00806 0.0199

東側 0.000001 0.00030 0.00012 0.00812 0.0199

2 
愛知県弥富市 

操出 6 丁目 

西側 0.000001 0.00148 0.00080
0.008

0.00880 0.0207

東側 0.000000 0.00196 0.00110 0.00910 0.0211

注）BG 濃度：ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度 

 

 

＜浮遊粒子状物質の予測結果＞ 

予測の結果、工事の実施（資材の運搬）による浮遊粒子状物質の寄与濃度の年平均値は、

0.000000mg/m3 以下となる。 

既存交通の寄与濃度及びバックグラウンド濃度を含めた浮遊粒子状物質の年平均値は、

0.015005～0.015056mg/m3 となる。これを基に換算した日平均値の 2％除外値は、

0.0389～0.0390mg/m3 となり、浮遊粒子状物質に係る環境基準に定められた値

（0.10mg/m3）以下になると予測される。 

 

                  ［単位：mg/m3］

番

号 
予測地点 

浮遊粒子状物質  

年平均値 年平均値 日平均値

の年間

2％除外値

寄与濃度 BG 

濃度
計 

工事用車両 既存交通 

1 

三重県桑名郡 

木曽岬町 

源緑輪中 

西側 0.000000 0.000005
0.015

0.015005 0.0389

東側 0.000000 0.000009 0.015009 0.0389

2 
愛知県弥富市 

操出 6 丁目 

西側 0.000000 0.000042
0.015

0.015042 0.0390

東側 0.000000 0.000056 0.015056 0.0390

注）BG 濃度：ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 工事用車両の分散 

位置

沿道に保全対象が立地

する工事用車両の運行

ルート 

保全措置

の効果 

工事用車両を分散させ

ることにより、二酸化窒

素及び浮遊粒子状物質

の集中的な発生が抑制

される。 

他の環境

への影響

工事用車両を分散させ

ることにより、騒音及び

振動への影響が緩和さ

れる。 

 

実施

内容

種類
作業者に対する工事用

車両の運行の指導 

位置

沿道に保全対象が立地

する工事用車両の運行

ルート 

保全措置

の効果 

運行時の不要なエンジ

ン稼働を避けること等に

より、二酸化窒素及び浮

遊粒子状物質の発生が

低減される。 

他の環境

への影響

運行時の不要なエンジ

ン稼働を避けること等に

より、騒音及び振動への

影響が緩和される。 
 

■回避又は低減に係る評価 

工事用車両の運行ルートは、できる限り集落や市街地における生

活道路の通過を避けた既存道路を利用する計画としている。 

また、環境保全措置として、「工事用車両の分散」及び「作業者に

対する工事用車両の運行の指導」を実施する。なお、事業実施段

階においては、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の低減に係る技

術開発の状況を踏まえ、必要に応じ、事業者の実行可能な範囲内

でより良い技術を導入する。 
これらのことから、工事の実施（資材の運搬）に係る二酸化窒素及
び浮遊粒子状物質に関する影響は、事業者により実行可能な範
囲内でできる限り回避又は低減されていると評価する。 
 

■基準又は目標との整合性の検討 

各予測地点における工事の実施（資材の運搬）に係る二酸化窒素

の日平均値の年間 98％値は、0.0199～0.0211ppm となり、

「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和 53 年環境庁告示

第 38 号)に基づく環境基準との整合が図られていると評価する。
各予測地点における工事の実施（資材の運搬）に係る浮遊粒子状
物質の日平均値の年間 2％除外値は、0.0389～0.0390g/m3

となり、「大気の汚染に係る環境基準について」(昭和 48 年環境
庁告示第 25 号)に基づく環境基準との整合が図られていると評
価する。 
 

＜整合を図る基準又は目標との整合性に係る評価結果（二酸化

窒素）＞ 

［単位：ppm］

番

号
予測地点 

年 

平均値

日平均値
の年間
98％値

基準又は

目標 

基準又

は目標と
の 

整合状

況 

1

三重県桑名

郡 

木曽岬町 

源緑輪中 

西側 0.00806 0.0199
1 時間値の

1 日平均値

が

0.04ppm

から

0.06ppm

までのゾー

ン内又はそ

れ以下であ

ること。 

○ 

東側 0.00812 0.0199 ○ 

2

愛知県弥富

市 

操出 6 丁目

西側 0.00880 0.0207 ○ 

東側 0.00910 0.0211 ○ 

 

＜整合を図る基準又は目標との整合性に係る評価結果（浮遊粒

子状物質）＞ 

［単位：mg/m3］

番

号
予測地点 

年 

平均値

日平均値
の年間

2％除外
値 

基準又は

目標 

基準又
は

目標と

の
整合状

況

1

三重県桑名郡

木曽岬町 

源緑輪中 

西側 0.015005 0.0389 1 時間値

の 1 日平均

値が

0.10mg/

m3 以下で

あること。

○

東側 0.015009 0.0389 ○

2
愛知県弥富市

操出 6 丁目

西側 0.015042 0.0390 ○

東側 0.015056 0.0390 ○
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表 9-1(3) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 

項  目 

調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

大気質 二酸化窒素 
 
浮遊粒子状物質 

土地の供用
（ 土 地 の 利
用） 

工事の実施（重機の稼働）に係る
二酸化窒素及び浮遊粒子状物質
と同様。 

＜二酸化窒素の予測結果＞ 

予測の結果、土地の供用（重機の稼働）による窒素酸化物の寄与濃度の年平均値は、
0.00060～0.00121ppm となる。 
バックグラウンド濃度を含めた二酸化窒素の年平均値は、0.00828～
0.00863ppm となる。これを基に換算した日平均値の年間 98％値は、0.0201～
0.0206ppm となり、二酸化窒素に係る環境基準に定められた値（0.04ppm から
0.06ppm までのゾーン内）以下になると予測される。 
 

［単位：ppm］

番

号
予測地点 ﾕﾆｯﾄ 

窒素酸化物 二酸化窒素 

年平均値 年平均値 日平均値

の年間

98％値

重機 

寄与濃度 

寄与 

濃度 

BG 

濃度 
計 

1 
三重県桑名郡 

木曽岬町新輪 1 丁目 
盛土 

（路体、

路床） 

0.00060 0.00028 0.008 0.00828 0.0201

2 
愛知県弥富市 

曙 1 丁目 
0.00121 0.00063 0.008 0.00863 0.0206

注）BG 濃度：ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度 

 
 

＜浮遊粒子状物質の予測結果＞ 

予測の結果、土地の供用（重機の稼働）による浮遊粒子状物質の寄与濃度の年平均
値は、0.00003～0.00007mg/m3 となる。 
バックグラウンド濃度を含めた浮遊粒子状物質の年平均値は、0.01503～
0.01507mg/m3 となる。これを基に換算した日平均値の年間 2％除外値は、
0.0390mg/m3 となり、浮遊粒子状物質に係る環境基準に定められた値
（0.10mg/m3）以下になると予測される。 

 
                        ［単位：mg/m3］ 

番

号 
予測地点 ﾕﾆｯﾄ

浮遊粒子状物質 

年平均値 日平均値

の年間

2％除外

値 

寄与 

濃度 

BG 

濃度 
計 

1 
三重県桑名郡 

木曽岬町新輪 1 丁目 
盛土

（路体、

路床）

0.00003 0.015 0.01503 0.0390

2 
愛知県弥富市 

曙 1 丁目 
0.00007 0.015 0.01507 0.0390

注）BG 濃度：ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 排出ガス対策型の建設機械の採用 

位置 事業実施区域（重機の稼働範囲） 

保全措置

の効果 

効果の高い排出ガス対策型の重機を採

用することにより、窒素酸化物及び浮遊

粒子状物質が抑制される。 

他の環境

への影響

なし 

 

■回避又は低減に係る評価 
対象事業は、住居等の保全対象から十分に離れた木曽岬干拓
地で実施する計画としている。 
また、環境保全措置として、「排出ガス対策型建設機械の採用」
を実施する。なお、事業実施段階においては、二酸化窒素及び
浮遊粒子状物質の低減に係る技術開発の状況を踏まえ、必要に
応じ、事業者の実行可能な範囲内でより良い技術を導入する。
これらのことから、土地の供用（土地の利用）に係る二酸化窒素
及び浮遊粒子状物質に関する影響は、事業者により実行可能な
範囲内でできる限り回避又は低減されていると評価する。 
 
■基準又は目標との整合性の検討 
各予測地点における土地の供用（土地の利用）に係る二酸化窒
素の日平均値の年間 98％値は、0.0201～0.0206ppm とな
り、「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和 53 年環境庁
告示第 38 号)に基づく環境基準との整合が図られていると評価
する。 
各予測地点における土地の供用（土地の利用）に係る浮遊粒子
状物質の日平均値の年間 2％除外値は、0.0390g/m3 となり、
「大気の汚染に係る環境基準について」(昭和 48 年環境庁告示
第 25 号)に基づく環境基準との整合が図られていると評価す
る。 
 
 
＜整合を図る基準又は目標との整合性に係る評価結果（二酸化
窒素）＞ 

［単位：ppm］

番
号

予測地点 年平均値

日平均
値の年

間 98％
値 

基準又は 
目標 

基準又は

目標との
整合状況

1

三重県桑名郡

木曽岬町新輪

1 丁目 
0.00828 0.0201

1 時間値の 1 日平均値

が 0.04ppm から

0.06ppm までのゾー

ン内又はそれ以下であ

ること。 

○ 

2
愛知県弥富市

曙 1 丁目 
0.00863 0.0206 ○ 

 
＜整合を図る基準又は目標との整合性に係る評価結果（浮遊粒
子状物質）＞ 

［単位：mg/m3］

番
号

予測地点 年平均値

日平均値

の年間
2％除外

値 

基準又は 
目標 

基準又は目
標との

整合状況

1

三重県桑名郡

木曽岬町新輪

1 丁目 

0.01503 0.0390
1 時間値の 1 日平均

値が 0.10mg/m3

以下であること。

○ 

2
愛知県弥富市

曙 1 丁目 
0.01507 0.0390 ○ 
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表 9-1(4) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 

項  目 

調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

大気質 二酸化窒素 
 
浮 遊 粒 子 状
物質 

土 地 の 供 用
（発生車両の
走行） 

■大気汚染物質の状況 
工事の実施（重機の稼働）に係る二酸化窒素及び
浮遊粒子状物質と同様。 
 
■気象の状況 
工事の実施（重機の稼働）に係る二酸化窒素及び
浮遊粒子状物質と同様。 
 
■道路構造及び当該道路における交通量に係る
状況 
工事の実施（資材の運搬）に係る二酸化窒素及び
浮遊粒子状物質と同様。 
 

＜二酸化窒素の予測結果＞ 

予測の結果、土地の供用（発生車両の走行）による窒素酸化物の寄与濃度の年平均値
は、0.000017～0.000045ppm となる。 
既存交通の寄与濃度及びバックグラウンド濃度を含めた二酸化窒素の年平均値は、
0.00808～0.00911ppm となる。これを基に換算した日平均値の年間 98％値は、
0.0199～0.0211ppm となり、二酸化窒素に係る環境基準に定められた値
（0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内）以下になると予測される。 
 

［単位：ppm］

番

号 
予測地点 

窒素酸化物 二酸化窒素 

年平均値 年平均値 
日平均値

の年間

98％値

寄与濃度 
寄与 

濃度 

BG 

濃度
計 発生 

車両 
既存交通 

1 

三重県桑名郡 

木曽岬町 

源緑輪中 

西側 0.000026 0.00018 0.00008
0.008

0.00808 0.0199

東側 0.000045 0.00030 0.00014 0.00814 0.0200

2 
愛知県弥富市 

操出 6 丁目 

西側 0.000017 0.00148 0.00080
0.008

0.00880 0.0208

東側 0.000026 0.00196 0.00111 0.00911 0.0211

注）BG 濃度：ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度 

 
 

＜浮遊粒子状物質の予測結果＞ 

予測の結果、土地の供用（発生車両の走行）による浮遊粒子状物質の寄与濃度の年平
均値は、0.000001mg/m3 となる。 
既存交通の寄与濃度及びバックグラウンド濃度を含めた浮遊粒子状物質の年平均値
は、0.015006～0.015057mg/m3 となる。これを基に換算した日平均値の 2％除外
値は、0.0389～0.0390mg/m3 となり、浮遊粒子状物質に係る環境基準に定められ
た値（0.10mg/m3）以下になると予測される。 

 
                  ［単位：mg/m3］

番

号 
予測地点 

浮遊粒子状物質  

年平均値 年平均値 日平均値

の年間

2％ 

除外値

寄与濃度 
BG 

濃度
計 

発生車両 既存交通 

1 

三重県桑名郡 

木曽岬町 

源緑輪中 

西側 0.000001 0.000005
0.015

0.015006 0.0389

東側 0.000001 0.000009 0.015010 0.0389

2 
愛知県弥富市 

操出 6 丁目 

西側 0.000001 0.000042
0.015

0.015043 0.0390

東側 0.000001 0.000056 0.015057 0.0390

注）BG 濃度：ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 発生車両の分散 

位置

沿道に保全対象が立地

する工事用車両の運行

ルート 

保全措置

の効果 

発生車両を分散させる

ことにより、二酸化窒素

及び浮遊粒子状物質の

集中的な発生が抑制さ

れる。 

他の環境

への影響

発生車両を分散させる

ことにより、騒音及び振

動への影響が緩和され

る。 

 

実施

内容

種類
作業者に対する発生車

両の運行の指導 

位置

沿道に保全対象が立地

する発生車両の運行ル

ート 

保全措置

の効果 

運行時の不要なエンジ

ン稼働を避けること等に

より、二酸化窒素及び浮

遊粒子状物質の発生が

低減される。 

他の環境

への影響

運行時の不要なエンジ

ン稼働を避けること等に

より、騒音及び振動への

影響が緩和される。 
 

■回避又は低減に係る評価 
発生車両の運行ルートは、できる限り集落や市街地における生
活道路の通過を避けた既存道路を利用する計画としている。 
また、環境保全措置として、「発生車両の分散」及び「作業者に対
する発生車両の運行の指導」を実施する。なお、事業実施段階に
おいては、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の低減に係る技術
開発の状況を踏まえ、必要に応じ、事業者の実行可能な範囲内
でより良い技術を導入する。 
これらのことから、土地の供用（発生車両の走行）に係る二酸化
窒素及び浮遊粒子状物質に関する影響は、事業者により実行可
能な範囲内でできる限り回避又は低減されていると評価する。
 
■基準又は目標との整合性の検討 
各予測地点における土地の供用（発生車両の走行）に係る二酸
化窒素の日平均値の年間 98％値は、0.0199～0.0211ppm
となり、「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和 53 年環境
庁告示第 38 号)に基づく環境基準との整合が図られていると評
価する。 
各予測地点における土地の供用（発生車両の走行）に係る浮遊
粒子状物質の日平均値の年間 2％除外値は、0.0389～
0.0390g/m3 となり、「大気の汚染に係る環境基準について」
(昭和 48 年環境庁告示第 25 号)に基づく環境基準との整合が
図られていると評価する。 
 
＜整合を図る基準又は目標との整合性に係る評価結果（二酸化
窒素）＞ 

［単位：ppm］

番

号
予測地点 

年 

平均値

日平均値
の年間
98％値

基準又は

目標 

基準又は
目標との
整合状況

1

三重県桑名郡

木曽岬町 

源緑輪中 

西側 0.00808 0.0199 1 時間値の 1

日平均値が

0.04ppm か

ら 0.06ppm

までのゾーン

内又はそれ以

下であるこ

と。 

○ 

東側 0.00814 0.0200 ○ 

2
愛知県弥富市

操出 6 丁目

西側 0.00880 0.0208 ○ 

東側 0.00911 0.0212 ○ 

 
＜整合を図る基準又は目標との整合性に係る評価結果（浮遊粒
子状物質）＞ 

［単位：mg/m3］

番
号

予測地点 
年 

平均値 

日平均値
の年間

2％除外

値 

基準又は
目標 

基準又は

目標との
整合状況

1

三重県桑名郡

木曽岬町 

源緑輪中 

西側 0.015006 0.0389 1 時間値

の 1 日平

均値が

0.10mg/

m3 以下で

あること。

○ 

東側 0.015010 0.0389 ○ 

2
愛知県弥富市

操出 6 丁目 

西側 0.015043 0.0390 ○ 

東側 0.015057 0.0390 ○ 
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表 9-1(5) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 

項  目 

調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

大気質 粉じん等 工 事 の 実 施
（重機の稼働、
土地の造成） 

■大気汚染物質の状況 
＜季節別降下ばいじん量＞ 

調査地点 測定期間 
降下ばいじん量 

(t/km2/月) 

三重県桑名郡 

木曽岬町源緑輪中 

秋季 1.41 

冬季 2.52 

春季 1.42 

夏季 0.89 

愛知県弥富市 
鍋田町稲山 
（鍋田公民館） 

秋季 1.36 

冬季 0.78 

春季 1.95 

夏季 0.71 

注）調査結果は調査期間 1 週間の期間平均値を示

す。 

 
■気象の状況 
工事の実施（重機の稼働）に係る二酸化窒素及
び浮遊粒子状物質と同様。 
 

予測の結果、工事の実施（重機の稼働、土地の造成）に係る季節別の降下ばいじん量
は、0.20～2.12t/km2/月となり、すべての地点において、「参考となる値」である
10t/km2/月以下になると予測される。 
なお、「参考となる値」とは、スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全が必要な地域
の指標を参考とした目安 20t/km2/月※から、降下ばいじん量の比較的高い地域の値
である 10t/km2/月を差し引いて設定された値を示す。 
 
※「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の施行について」（平成 2 年 7 月、環大自第

84 号） 

 
［単位：t/㎞ 2/月］

番
号 

予測地点 
工事の
区分 

工事の
種別 

ﾕﾆｯﾄ 
降下ばいじん量 参考 

となる値春 夏 秋 冬

1 
三重県桑名郡 
木曽岬町新輪 1 丁目 

整地工 掘削工
土砂 

掘削 

0.64 1.42 0.66 0.20

10 

2 
愛知県弥富市 
曙 1 丁目 

1.60 2.12 1.49 0.80

 

 

 

 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 工事中の散水 

位置
事業実施区域（重機の稼働

範囲） 

保全措置

の効果 

粉じん等の事業実施区域

（重機の稼働範囲）からの発

生が抑制される。 

他の環境

への影響

なし 

 

■回避又は低減に係る評価 
対象事業は、住居等の保全対象から十分に離れた木曽岬
干拓地で実施する計画としている。 
また、予測の結果、工事の実施（重機の稼働、土地の造成）
に係る粉じん等の影響については、季節別の降下ばいじ
ん量が「参考となる値」である 10t/km2/月以下となる。 
さらに、環境保全措置として、「工事中の散水」を実施す
る。なお、事業実施段階においては、粉じん等の低減に係
る技術開発の状況を踏まえ、必要に応じ、事業者の実行可
能な範囲内でより良い技術を導入する。 
これらのことから、工事の実施（重機の稼働、土地の造成）
に係る粉じん等の影響は、事業者により実行可能な範囲
内でできる限り回避又は低減されていると評価する。 

工 事 の 実 施
（資材の運搬） 

■大気汚染物質の状況 
工事の実施（重機の稼働）に係る粉じん等と同
様。 
 
■気象の状況 
工事の実施（重機の稼働）に係る二酸化窒素及
び浮遊粒子状物質と同様。 
 
■道路構造及び当該道路における交通量に係
る状況 
工事の実施（資材の運搬）に係る二酸化窒素及
び浮遊粒子状物質と同様。 

予測の結果、工事の実施（資材の運搬）に係る季節別の降下ばいじん量は、0.01～
0.04t/km2/月となり、すべての地点において、「参考となる値」である 10t/km2/月以
下になると予測される。 
なお、「参考となる値」とは、スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全が必要な地域
の指標を参考とした目安 20t/km2/月※から、降下ばいじん量の比較的高い地域の値
である 10t/km2/月を差し引いて設定された値である。 
 
※「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の施行について」（平成 2 年 7 月、環大自第

84 号） 

 
［単位：t/㎞ 2/月］ 

番
号 

予測地点 
降下ばいじん量 参考 

となる値春 夏 秋 冬

1 
三重県桑名郡 
木曽岬町源緑輪中 

西側 0.01 0.02 0.01 0.01 

10 
東側 0.04 0.02 0.04 0.04 

2 
愛知県弥富市 
操出 6 丁目 

西側 0.01 0.01 0.01 0.01 

東側 0.02 0.02 0.02 0.01 
 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 タイヤ等の洗浄 

位置 事業実施区域 

保全措置

の効果 

タイヤ等の洗浄を行うことに

より、粉じん等の発生が低減

される。 

他の環境

への影響

なし 

 

実施

内容

種類 工事用車両の分散 

位置
沿道に保全対象が立地する

工事用車両の運行ルート 

保全措置

の効果 

工事用車両を分散させるこ

とにより、粉じん等の集中的

な発生が 

抑制される。 

他の環境

への影響

工事用車両を分散させるこ

とにより、騒音及び振動への

影響が緩和される。 
 

■回避又は低減に係る評価 
工事用車両の運行ルートは、できる限り集落や市街地にお
ける生活道路の通過を避けた既存道路を利用する計画と
している。 
また、予測の結果、工事の実施（資材の運搬）に係る粉じん
等の影響については、季節別の降下ばいじん量が「参考と
なる値」である 10t/km2/月以下となる。 
さらに、環境保全措置として、「タイヤ等の洗浄」及び「工事
用車両の分散」を実施する。なお、事業実施段階において
は、粉じん等の低減に係る技術開発の状況を踏まえ、必要
に応じ、事業者の実行可能な範囲内でより良い技術を導
入する。 
これらのことから、工事の実施（資材の運搬）に係る粉じん
等の影響は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り
回避又は低減されていると評価する。 
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表 9-1(6) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 

項  目 

調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

大気質 粉じん等 土 地 の 供 用
（土地の利用） 

■大気汚染物質の状況 
工事の実施（重機の稼働）に係る粉じん等と同
様。 

 
■気象の状況 
工事の実施（重機の稼働）に係る二酸化窒素及
び浮遊粒子状物質と同様。 
 

予測の結果、工事の実施（重機の稼働、土地の造成）に係る季節別の降下ばいじん量
は、6.48t/km2/月となり、すべての地点において、「参考となる値」である 10t/km2/
月以下になると予測される。 
なお、「参考となる値」とは、スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全が必要な地域
の指標を参考とした目安 20t/km2/月※から、降下ばいじん量の比較的高い地域の値
である 10t/km2/月を差し引いて設定された値を示す。 
 
※「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の施行について」（平成 2 年 7 月、環大自第

84 号） 

 
［単位：t/㎞ 2/月］

番
号 

予測地点 
工事の
区分 

工事の 
種別 

ﾕﾆｯﾄ 
降下ばいじん量 参考 

となる値春 夏 秋 冬

1 
三重県桑名郡 
木曽岬町新輪 1 丁目 

盛土工
盛土工 
（路体、
路床） 

盛土工 
（路体、 
路床） 

6.48 6.48 6.48 6.48
10 

2 
愛知県弥富市 
曙 1 丁目 

6.48 6.48 6.48 6.48

 

 

 

 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 ストックヤード供用時の散水

位置
事業実施区域（重機の稼働

範囲） 

保全措置

の効果 

粉じん等の事業実施区域

（重機の稼働範囲）からの発

生が抑制される。 

他の環境

への影響

なし 

 

■回避又は低減に係る評価 
対象事業は、住居等の保全対象から十分に離れた木曽岬
干拓地で実施する計画としている。 
また、予測の結果、土地の供用（土地の利用）に係る粉じん
等の影響については、季節別の降下ばいじん量が「参考と
なる値」である 10t/km2/月以下となる。 
さらに、環境保全措置として、「ストックヤード供用時の散
水」を実施する。なお、事業実施段階においては、粉じん等
の低減に係る技術開発の状況を踏まえ、必要に応じ、事業
者の実行可能な範囲内でより良い技術を導入する。 
これらのことから、土地の供用（土地の利用）に係る粉じん
等の影響は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り
回避又は低減されていると評価する。 

土 地 の 供 用
（ 発 生 車 両 の
走行） 

■大気汚染物質の状況 
工事の実施（重機の稼働）に係る粉じん等と同
様。 
 
■気象の状況 
工事の実施（重機の稼働）に係る二酸化窒素及
び浮遊粒子状物質と同様。 
 
■道路構造及び当該道路における交通量に係
る状況 
工事の実施（資材の運搬）に係る二酸化窒素及
び浮遊粒子状物質と同様。 

予測の結果、土地の供用（発生車両の走行）に係る季節別の降下ばいじん量は、0.32
～2.43t/km2/月となり、すべての地点において、「参考となる値」である 10t/km2/月
以下になると予測される。 
なお、「参考となる値」とは、スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全が必要な地域
の指標を参考とした目安 20t/km2/月※から、降下ばいじん量の比較的高い地域の値
である 10t/km2/月を差し引いて設定された値である。 
 
※「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の施行について」（平成 2 年 7 月、環大自第

84 号） 

 
［単位：t/㎞ 2/月］ 

番
号 

予測地点 
降下ばいじん量 参考 

となる値春 夏 秋 冬

1 
三重県桑名郡 
木曽岬町源緑輪中 

西側 0.43 0.94 1.50 0.37

10 
東側 2.20 1.52 2.43 2.31

2 
愛知県弥富市 
操出 6 丁目 

西側 0.32 0.39 0.45 0.48

東側 1.01 1.04 1.01 0.85
 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 タイヤ等の洗浄 

位置 事業実施区域 

保全措置

の効果 

タイヤ等の洗浄を行うことに

より、粉じん等の発生が低減

される。 

他の環境

への影響

なし 

 

実施

内容

種類 発生車両の分散 

位置
沿道に保全対象が立地する

発生車両の運行ルート 

保全措置

の効果 

発生車両を分散させること

により、粉じん等の集中的な

発生が抑制される。 

他の環境

への影響

発生車両を分散させること

により、騒音及び振動への影

響が緩和される。 
 

■回避又は低減に係る評価 
発生車両の走行ルートは、できる限り集落や市街地におけ
る生活道路の通過を避けた既存道路を利用する計画とし
ている。 
また、予測の結果、土地の供用（発生車両の走行）に係る
粉じん等の影響については、季節別の降下ばいじん量が
「参考となる値」である 10t/km2/月以下となる。 
さらに、環境保全措置として、「タイヤ等の洗浄」及び「発生
車両の分散」を実施する。なお、事業実施段階においては、
粉じん等の低減に係る技術開発の状況を踏まえ、必要に
応じ、事業者の実行可能な範囲内でより良い技術を導入
する。 
これらのことから、土地の供用（発生車両の走行）に係る粉
じん等の影響は、事業者により実行可能な範囲内でできる
限り回避又は低減されていると評価する。 
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表 9-1(7) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 

項  目 

調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

騒音 騒音 工 事 の 実 施
（重機の稼働） 

■騒音の状況 
＜環境騒音（騒音ﾚﾍﾞﾙの 90％ﾚﾝｼﾞの上端値）＞ 

［単位：dB］ 

番号 調査地点 

騒音レベルの

90％レンジ 

の上端値(LA5) 

1 
三重県桑名郡木曽岬町 

源緑輪中 
56 

2 
愛知県弥富市鍋田町稲山

（鍋田公民館） 
56 

 
■地表面の状況 
事業実施区域が位置する木曽岬干拓地内は主に草地で
あり、木曽岬干拓地周辺は主に農耕地であった。 

予測の結果、工事の実施（重機の稼働）に係る騒音レベル
（LA5 又は LA,Fmax,5）は、59～69dB となり、「騒音規制法」
（昭和 43 年法律第 98 号）に基づく特定建設作業に伴って
発生する騒音の規制に関する基準である 85dB 以下になる
と予測される。 
 

［単位：dB］

番

号 
予測地点 ﾕﾆｯﾄ 

騒音レベル(dB)

（LA5又はLA,Fmax,5）

基準

(dB)

1 
三重県桑名郡木曽岬町 

新輪 1 丁目 土砂

掘削 

59 

85

2 愛知県弥富市曙 1 丁目 69 

注 1）表中の基準は、「騒音規制法」（昭和 43 年法律第 98 号）に

基づく特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する

基準を示す。 

注 2）表中のユニットは、予測地点の工事の区分における予測対象

ユニットを示す。 

 

 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 低騒音型建設機械の採用 

位置
事業実施区域（重機の稼働範

囲） 

保全措置

の効果 

低騒音型建設機械を採用する

ことにより、騒音の発生が低減

される。 

他の環境

への影響

陸生動物及び生態系への影響

が緩和される。 
 

■回避又は低減に係る評価 
対象事業は、住居等の保全対象から十分に離れた木曽岬干拓地で実
施する計画としている。 
また、環境保全措置として、「低騒音型建設機械の採用」を実施する。な
お、事業実施段階においては、騒音の低減に係る技術開発の状況を踏
まえ、必要に応じ、事業者の実行可能な範囲内でより良い技術を導入
する。 
これらのことから、工事の実施（重機の稼働）に係る騒音に関する影響
は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されて
いると評価する。 
 
■基準又は目標との整合性の検討 
各予測地点における工事の実施（重機の稼働）に係る騒音の予測結果
（LA5 又は LA,Fmax,5）は、59～69dB となり、基準又は目標との整合が
図られていると評価する。 
 
＜整合を図る基準又は目標との整合性に係る評価結果＞ 

［単位：dB］

番

号
予測地点 ﾕﾆｯﾄ

騒音レベル(dB)

（LA5 又は

LA,Fmax,5） 

基準

又は

目標

(dB)

基準又は

目標との

整合状況

1
三重県桑名郡木曽岬町 

新輪 1 丁目 土砂

掘削

59 

85

○ 

2 愛知県弥富市曙 1 丁目 69 ○ 
 

工 事 の 実 施
（資材の運搬） 

■騒音の状況 
＜道路交通騒音（等価騒音レベル）＞ 

［単位：dB］ 

番

号 
調査地点 

調査結果 

(LA5) 
環境基準 

昼間 昼間 

1 
三重県桑名郡木曽岬町 

源緑輪中 
63 70 

2 
愛知県弥富市 

操出 10 丁目 
70 70 

 
■地表面の状況 
事業実施区域周辺における沿道に保全対象が立地する工
事用車両及び発生車両の走行を予定している道路の沿道
は、主にコンクリート・アスファルト等の固い地面であった。 
 
■道路構造及び当該道路における交通量に係る状況 

調査地点 調査対象道路 道路構造 

交通量 

（台/16 時間） 

大型車 小型車 
三重県桑名郡 
木曽岬町 

源緑輪中 

三重県道木曽岬

弥富停車場線 

平面道路 

(2 車線) 
607 1,007 

愛知県弥富市 

操出 10 丁目 

愛知県道名古屋

西港線 

（西尾張中央道）

平面道路 

(4 車線) 
6,895 6,464 

 

予測の結果、工事用車両の運行に係る等価騒音レベル
（LAeq）は、63～70dB となる。 
すべての地点において、予測結果は、整合を図る基準又は目
標以下になると予測される。 
 

［単位：dB］

番

号 
予測地点 

現況値

(LAeq)
ΔL

予測結果

(LAeq) 
基準

1 
三重県桑名郡 

木曽岬町源緑輪中

西側
63

0 63 
70

東側 0 63 

2 
愛知県弥富市 

操出 6 丁目 

西側
70

0 70 
70

東側 0 70 

注 1）表中の 0 は、小数第 1 位を四捨五入し 0 となることを示す。

注 2）表中の基準は、「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年

環境庁告示第 64 号）に基づき、各予測地点の地域の区分等

に応じて設定された基準値を示す。 

 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 工事用車両の分散 

位置
沿道に保全対象が立地する工

事用車両の運行ルート 

保全措置

の効果 

工事用車両を分散させることに

より、騒音の集中的な発生が抑

制される。 

他の環境

への影響

工事用車両を分散させることに

より、大気質及び振動への影

響が緩和される。 

 

実施

内容

種類
作業者に対する工事用車両の

運行の指導 

位置
沿道に保全対象が立地する工

事用車両の運行ルート 

保全措置

の効果 

運行時の不要なエンジン稼働

を避けること等により、騒音の

発生が低減される。 

他の環境

への影響

運行時の不要なエンジン稼働

を避けること等により、大気質

及び振動への影響が緩和され

る。 
 

■回避又は低減に係る評価 
工事用車両の運行ルートは、できる限り集落や市街地における生活道
路の通過を避けた既存道路を利用する計画としている。 
また、環境保全措置として、「工事用車両の分散」及び「作業者に対する
工事用車両の運行の指導」を実施する。なお、事業実施段階において
は、騒音の低減に係る技術開発の状況を踏まえ、必要に応じ、事業者の
実行可能な範囲内でより良い技術を導入する。 
これらのことから、工事の実施（資材の運搬）に係る騒音に関する影響
は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されて
いると評価する。 
 
■基準又は目標との整合性の検討 
各予測地点における工事の実施（資材の運搬）に係る騒音の予測結果
（LAeq）は、63～70dB となり、基準又は目標との整合が図られていると
評価する。 
 
 
＜整合を図る基準又は目標との整合性に係る評価結果＞ 

［単位：dB］

番

号
予測地点 現況値

予測 

結果 

(LAeq)

基準又は 

目標との 

整合状況 

1
三重県桑名郡 

木曽岬町源緑輪中 

西側
63

63 〇 

東側 63 〇 

2
愛知県弥富市操出 

6 丁目 

西側
70

70 〇 

東側 70 〇 

注）表中の基準又は目標は、「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境

庁告示第 64 号）に基づき、各予測地点の地域の区分等に応じて設定さ

れた基準値を示す。 
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表 9-1(8) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 

項  目 

調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

騒音 騒音 土 地 の 供 用
（重機の稼働） 

工事の実施（重機の稼働）に係る騒音と同様。 予測の結果、土地の供用（土地の利用）に係る騒音レベル（LA5又は
LA,Fmax,5）は 69～75dB となり、「騒音規制法」（昭和 43 年法律第
98 号）に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する
基準である 85dB 以下になると予測される。 
 

［単位：dB］

番

号 
予測地点 ﾕﾆｯﾄ 

騒音レベル(dB) 

（LA5 又は LA,Fmax,5）

基準

(dB)

1 
三重県桑名郡木曽岬町 

新輪 1 丁目 盛土 

(路体、路床) 

69 

85

2 愛知県弥富市曙 1 丁目 75 

注 1）表中の基準は、「騒音規制法」（昭和 43 年法律第 98 号）に基づく特定

建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準を示す。 

注 2）表中のユニットは、予測地点の工事の区分における予測対象ユニットを

示す。 

 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 低騒音型建設機械の採用 

位置
事業実施区域（重機の稼働範

囲） 

保全措置

の効果 

低騒音型建設機械を採用する

ことにより、騒音の発生が低減

される。 

他の環境

への影響

陸生動物及び生態系への影響

が緩和される。 
 

■回避又は低減に係る評価 
対象事業は、住居等の保全対象から十分に離れた木曽岬干拓地で実
施する計画としている。 
また、環境保全措置として、「低騒音型建設機械の採用」を実施する。な
お、事業実施段階においては、騒音の低減に係る技術開発の状況を踏
まえ、必要に応じ、事業者の実行可能な範囲内でより良い技術を導入
する。 
これらのことから、土地の供用（土地の利用）に係る騒音に関する影響
は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されて
いると評価する。 
 
■基準又は目標との整合性の検討 
各予測地点における土地の供用（土地の利用）に係る騒音の予測結果
（LA5 又は LA,Fmax,5）は、69～75dB となり、基準又は目標との整合が
図られていると評価する。 
 
＜整合を図る基準又は目標との整合性に係る評価結果＞ 

［単位：dB］

番

号
予測地点 ﾕﾆｯﾄ 

騒音レベル(dB)

（LA5 又は

LA,Fmax,5） 

基準

又は

目標

(dB)

基準又は

目標との

整合状況

1
三重県桑名郡木曽岬町

新輪 1 丁目 
盛土 

(路体、

路床)

69 

85

○ 

2 愛知県弥富市曙 1 丁目 75 ○ 
 

土 地 の 供 用
（ 発 生 車 両 の
走行） 

工事の実施（資材の運搬）に係る騒音と同様。 予測の結果、工事用車両の運行に係る等価騒音レベル（LAeq）は、
65～70dB となる。 
すべての地点において、予測結果は、整合を図る基準又は目標以下に
なると予測される。 
 

［単位：dB］

番

号 
予測地点 

現況値

(LAeq)
ΔL

予測結果

(LAeq) 
基準

1 
三重県桑名郡 

木曽岬町源緑輪中 

西側
63 

2 65 
70

東側 2 65 

2 
愛知県弥富市操出 

6 丁目 

西側
70 

0 70 
70

東側 0 70 

注 1）表中の 0 は、小数第 1 位を四捨五入し 0 となることを示す。 

注 2）表中の基準は、「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告

示第 64 号）に基づき、各予測地点の地域の区分等に応じて設定された

基準値を示す。 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 発生車両の分散 

位置
沿道に保全対象が立地する発

生車両の運行ルート 

保全措置

の効果 

発生車両を分散させることによ

り、騒音の集中的な発生が抑

制される。 

他の環境

への影響

発生車両を分散させることによ

り、大気質及び振動への影響

が緩和される。 

 

実施

内容

種類
作業者に対する発生車両の運

行の指導 

位置
沿道に保全対象が立地する発

生車両の運行ルート 

保全措置

の効果 

運行時の不要なエンジン稼働

を避けること等により、騒音の

発生が低減される。 

他の環境

への影響

運行時の不要なエンジン稼働

を避けること等により、大気質

及び振動への影響が緩和され

る。 
 

■回避又は低減に係る評価 
発生車両の運行ルートは、できる限り集落や市街地における生活道路
の通過を避けた既存道路を利用する計画としている。 
また、環境保全措置として、「発生車両の分散」及び「作業者に対する発
生車両の運行の指導」を実施する。なお、事業実施段階においては、騒
音の低減に係る技術開発の状況を踏まえ、必要に応じ、事業者の実行
可能な範囲内でより良い技術を導入する。 
これらのことから、土地の供用（発生車両の走行）に係る騒音に関する
影響は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減さ
れていると評価する。 
 
■基準又は目標との整合性の検討 
各予測地点における土地の供用（発生車両の走行）に係る騒音の予測
結果（LAeq）は、65～70dB となり、基準又は目標との整合が図られて
いると評価する。 
 
＜整合を図る基準又は目標との整合性に係る評価結果＞ 

［単位：dB］

番

号
予測地点 現況値

予測 

結果 

(LAeq)

基準又は 

目標との 

整合状況 

1
三重県桑名郡 

木曽岬町源緑輪中 

西側
63

65 〇 

東側 65 〇 

2
愛知県弥富市操出 

6 丁目 

西側
70

70 〇 

東側 70 〇 

注）表中の基準又は目標は、「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境

庁告示第 64 号）に基づき、各予測地点の地域の区分等に応じて設定され

た基準値を示す。 
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表 9-1(9) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 

項  目 

調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

振動 振動 工 事 の 実 施
（重機の稼働） 

■振動の状況 
＜環境振動（振動ﾚﾍﾞﾙの 80％ﾚﾝｼﾞの上端値）＞ 

［単位：dB］ 

番号 調査地点 
調査結果 

(L10) 

1 
三重県桑名郡木曽岬町 

源緑輪中 
33 

2 
愛知県弥富市鍋田町稲山 

（鍋田公民館） 
31 

注）表中の振動レベルの 80%上端値は、「振動規制法」（昭和 51

年法律第 64 号）に基づく特定建設作業に伴って発生する振

動の規制に関する基準に示された作業時刻（7 時～19 時）の

時間値の算術平均値を示す。 

 
 
■地盤の状況 
地盤種別は、既存資料において、事業実施区域及びその
周辺の表層地質が「砂・泥を主とする層」及び「埋立地」で
あることから「未固結地盤」とした。 

予測の結果、工事の実施（重機の稼働）に係る振動レベル
（L10）は 16～38dB となる。 
すべての地点において、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年
総理府令第 58 号）に基づく特定建設作業の規制に関する
基準である 75dB 以下になると予測される。 
 

［単位：dB］

番

号 
予測地点 ﾕﾆｯﾄ 

予測結果 

(L10) 

基準 

(dB) 

1 
三重県桑名郡木曽岬町

新輪 1 丁目 
土砂掘削 

16 

75 

2 愛知県弥富市曙 1 丁目 38 

注）表中の基準は、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令

第 58 号）に基づく特定建設作業の規制に関する基準を示す。

 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類
作業者に対する重機の取扱い

の指導 

位置
事業実施区域（重機の稼働範

囲） 

保全措置

の効果 

作業者に対する重機の取扱い

の指導により、振動の発生が低

減される。 

他の環境

への影響

大気質・騒音への影響が低減

される。 
 

■回避又は低減に係る評価 
対象事業は、住居等の保全対象から十分に離れた木曽岬干拓地で実
施する計画としている。 
また、環境保全措置として、「作業者に対する重機の取扱いの指導」を実
施する。なお、事業実施段階においては、振動の低減に係る技術開発の
状況を踏まえ、必要に応じ、事業者の実行可能な範囲内でより良い技
術を導入する。 
これらのことから、工事の実施（重機の稼働）に係る振動に関する影響
は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されて
いると評価する。 
 
■基準又は目標との整合性の検討 
各予測地点における工事の実施（重機の稼働）に係る振動の予測結果
（L10）は、16～38dB となり、基準又は目標との整合が図られていると
評価する。 
 
＜整合を図る基準又は目標との整合性に係る評価結果＞ 

［単位：dB］

番

号
予測地点 ﾕﾆｯﾄ

振動ﾚﾍﾞﾙ(dB)

（L10） 

基準

又は

目標

(dB)

基準又は

目標との

整合状況

1
三重県桑名郡木曽岬町 

新輪 1 丁目 土砂

掘削

16 

75

○ 

2 愛知県弥富市曙 1 丁目 38 ○ 
 

工 事 の 実 施
（資材の運搬） 

■振動の状況 
＜道路交通振動（振動ﾚﾍﾞﾙの 80％ﾚﾝｼﾞの上端値）＞ 

［単位：dB］ 

番

号 
調査地点 

調査結果(LA5) 環境基準 

昼間 夜間 昼間 夜間 

1 
三重県桑名郡木曽岬町 
源緑輪中 

38 23 70 65 

2 
愛知県弥富市 

操出 10 丁目 
47 38 70 65 

 
■地盤の状況 
工事の実施（重機の稼働）に係る振動と同様。 
 
■道路構造及び当該道路における交通量に係る状況 

調査地点 調査対象道路 道路構造 

交通量 

（台/昼間） 

大型車 小型車 
三重県桑名郡 
木曽岬町 
源緑輪中 

三重県道木曽岬

弥富停車場線 

平面道路 

(2 車線) 
538 655 

愛知県弥富市 

操出 10 丁目 

愛知県道名古屋

西港線 

（西尾張中央道）

平面道路 

(4 車線) 
5,859 4,467 

注）表中の交通量（台/昼間）は、以下のとおり。 
調査地点 1：「振動規制法に基づく知事が定める区域及び時間の

区分」（昭和 52 年三重県告示第 730 号）に基づく時間の区
分の昼間 8 時から 19 時における交通量を示す。 

調査地点 2：「振動規制法施行規則別表第 2 備考 1 の規定に基
づく区域の区分及び同表備考 2 の規定に基づく時間の区分
の指定（昭和 52 年 10 月 17 日愛知県告示第 1049 号）」に
基づく時間の区分の昼間 7 時から 20 時における交通量を
示す。 

予測の結果、工事の実施（資材の運搬）に係る振動レベル
（L10）は 40～49dB となる。 
すべての地点において、予測結果は、「振動規制法施行規
則」（昭和 51 年総理府令第 58 号）第 12 条に基づく道路交
通振動の限度以下になると予測される。 
 

［単位：dB］

番

号 
予測地点 

現況値

(LAeq)
ΔL

予測結果

(LAeq) 
基準

1 
三重県桑名郡 

木曽岬町源緑輪中

西側
40

0 40 
70

東側 0 40 

2 
愛知県弥富市操出

6 丁目 

西側
49

0 49 
70

東側 0 49 

注 1）表中の 0 は、小数第 1 位を四捨五入し、0 となることを示す。

注 2）表中の基準は、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府

令第 58 号）第 12 条に基づく昼間の値である。 

注 3）表中の基準は、予測地点が第 2 種区域に該当するため

70dB を設定した。 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 工事用車両の分散 

位置
沿道に保全対象が立地する工

事用車両の運行ルート 

保全措置

の効果 

工事用車両を分散させることに

より、振動の集中的な発生が抑

制される。 

他の環境

への影響

工事用車両を分散させることに

より、大気質及び騒音への影

響が緩和される。 

 

実施

内容

種類
作業者に対する工事用車両の

運行の指導 

位置
沿道に保全対象が立地する工

事用車両の運行ルート 

保全措置

の効果 

運行時の不要なエンジン稼働

を避けること等により、振動の

発生が低減される。 

他の環境

への影響

運行時の不要なエンジン稼働

を避けること等により、大気質

及び騒音への影響が緩和され

る。 
 

■回避又は低減に係る評価 
対象事業は、住居等の保全対象から十分に離れた木曽岬干拓地で実
施する計画としている。 
また、環境保全措置として、「工事用車両の分散」及び「作業者に対する
工事用車両の運行の指導」を実施する。なお、事業実施段階において
は、振動の低減に係る技術開発の状況を踏まえ、必要に応じ、事業者の
実行可能な範囲内でより良い技術を導入する。 
これらのことから、工事の実施（資材の運搬）に係る振動に関する影響
は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されて
いると評価する。 
 
■基準又は目標との整合性の検討 
各予測地点における工事の実施（資材の運搬）に係る振動の予測結果
（L10）は、40～49dB となり、基準又は目標との整合が図られていると
評価する。 
 
＜整合を図る基準又は目標との整合性に係る評価結果＞ 

［単位：dB］

番

号
予測地点 現況値

予測 

結果 

(LAeq)

基準又は 

目標との 

整合状況 

1
三重県桑名郡 

木曽岬町源緑輪中 

西側
40

40 〇 

東側 40 〇 

2
愛知県弥富市操出 

6 丁目 

西側
49

49 〇 

東側 49 〇 

注 1）表中の現況値は、予測結果を示した時間帯の値である。 

注 2）表中の基準又は目標は、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令

第 58 号）第 12 条に基づき、各予測地点の区域の区分に応じて設定さ

れた要請限度を示す。 
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表 9-1(10) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 

項  目 

調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

振動 振動 土 地 の 供 用
（土地の利用） 

工事の実施（重機の稼働）に係る振動と同様。 予測の結果、土地の供用（土地の利用）に係る振動レベル
（L10）は 40～48dB となる。 
すべての地点において、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年
総理府令第 58 号）に基づく特定建設作業の規制に関する
基準である 75dB 以下になると予測される。 
 

［単位：dB］

番

号 
予測地点 ﾕﾆｯﾄ 

予測結果 

(L10) 

基準 

(dB) 

1 
三重県桑名郡木曽岬町

新輪 1 丁目 
盛土工 

（路体、路

床） 

40 

75 

2 愛知県弥富市曙 1 丁目 48 

注）表中の基準は、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令

第 58 号）に基づく特定建設作業の規制に関する基準を示す。

 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類
作業者に対する重機の取扱い

の指導 

位置
事業実施区域（重機の稼働範

囲） 

保全措置

の効果 

作業者に対する重機の取扱い

の指導により、振動の発生が低

減される。 

他の環境

への影響

大気質・騒音への影響が低減

される。 
 

■回避又は低減に係る評価 
対象事業は、住居等の保全対象から十分に離れた木曽岬干拓地で実
施する計画としている。 
また、環境保全措置として、「作業者に対する重機の取扱いの指導」を実
施する。なお、事業実施段階においては、振動の低減に係る技術開発の
状況を踏まえ、必要に応じ、事業者の実行可能な範囲内でより良い技
術を導入する。 
これらのことから、土地の供用（土地の利用）に係る振動に関する影響
は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されて
いると評価する。 
 
■基準又は目標との整合性の検討 
各予測地点における土地の供用（土地の利用）に係る振動の予測結果
（L10）は、40～48dB となり、基準又は目標との整合が図られていると
評価する。 
 
＜整合を図る基準又は目標との整合性に係る評価結果＞ 

［単位：dB］

番

号
予測地点 ﾕﾆｯﾄ 

振動ﾚﾍﾞﾙ(dB)

（L10） 

基準

又は

目標

(dB)

基準又は

目標との

整合状況

1
三重県桑名郡木曽岬町

新輪 1 丁目 
盛土工 

（路体、路

床） 

40 

75

○ 

2 愛知県弥富市曙 1 丁目 48 ○ 
 

土 地 の 供 用
（ 発 生 車 両 の
走行） 

■振動の状況 
工事の実施（資材の運搬）に係る振動と同様。 
 
■地盤の状況 
工事の実施（重機の稼働）に係る振動と同様。 
 
■道路構造及び当該道路における交通量に係る状況 

工事の実施（資材の運搬）に係る振動と同様。 

予測の結果、土地の供用（発生車両の走行）に係る振動レベ
ル（L10）は 41～49dB となる。 
すべての地点において、予測結果は、「振動規制法施行規
則」（昭和 51 年総理府令第 58 号）第 12 条に基づく道路交
通振動の限度以下になると予測される。 
 

［単位：dB］

番

号 
予測地点 

現況値

(LAeq)
ΔL

予測結果

(LAeq) 
基準

1 
三重県桑名郡 

木曽岬町源緑輪中

西側
40

1 41 
70

東側 2 42 

2 
愛知県弥富市操出

6 丁目 

西側
49

0 49 
70

東側 0 49 

注 1）表中の 0 は、小数第 1 位を四捨五入し、0 となることを示す。

注 2）表中の基準は、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府

令第 58 号）第 12 条に基づく昼間の値である。 

注 3）表中の基準は、予測地点が第 2 種区域に該当するため

70dB を設定した。 

 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 発生車両の分散 

位置
沿道に保全対象が立地する発

生車両の運行ルート 

保全措置

の効果 

発生車両を分散させることによ

り、振動の集中的な発生が抑

制される。 

他の環境

への影響

発生車両を分散させることによ

り、大気質及び騒音への影響

が緩和される。 

 

実施

内容

種類
作業者に対する発生車両の運

行の指導 

位置
沿道に保全対象が立地する発

生車両の運行ルート 

保全措置

の効果 

運行時の不要なエンジン稼働

を避けること等により、振動の

発生が低減される。 

他の環境

への影響

運行時の不要なエンジン稼働

を避けること等により、大気質

及び騒音への影響が緩和され

る。 
 

■回避又は低減に係る評価 
対象事業は、住居等の保全対象から十分に離れた木曽岬干拓地で実
施する計画としている。 
また、環境保全措置として、「発生車両の分散」及び「作業者に対する発
生車両の運行の指導」を実施する。なお、事業実施段階においては、振
動の低減に係る技術開発の状況を踏まえ、必要に応じ、事業者の実行
可能な範囲内でより良い技術を導入する。 
これらのことから、土地の供用（発生車両の走行）に係る振動に関する
影響は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減さ
れていると評価する。 
 
■基準又は目標との整合性の検討 
各予測地点における土地の供用（発生車両の走行）に係る振動の予測
結果（L10）は、41～49dB となり、基準又は目標との整合が図られてい
ると評価する。 
 
＜整合を図る基準又は目標との整合性に係る評価結果＞ 

［単位：dB］

番

号
予測地点 現況値

予測 

結果 

(LAeq)

基準又は 

目標との 

整合状況 

1
三重県桑名郡 

木曽岬町源緑輪中 

西側
40

41 〇 

東側 42 〇 

2
愛知県弥富市操出 

6 丁目 

西側
49

49 〇 

東側 49 〇 

注 1）表中の現況値は、予測結果を示した時間帯の値である。 

注 2）表中の基準又は目標は、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令

第 58 号）第 12 条に基づき、各予測地点の区域の区分に応じて設定さ

れた要請限度を示す。 
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表 9-1(11) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 

項  目 

調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

水質 水の濁り 
(浮遊物質量) 

工 事 の 実 施
（土地の造成） 

■水質汚濁物質の状況 
＜浮遊物質量＞                               ［単位：mg/l］ 

番
号 

調査 
地点名 

時間帯 
平水時 降水

時 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月

1 
干拓地 
東側水路 

下げ潮時 8 16 12 16 16 50 47 18 51 14 28 37 39 

上げ潮時 10 25 32 25 18 45 60 30 36 14 53 54 55 

2 
干拓地 
中央水路 

下げ潮時 16 23 21 30 16 32 35 19 51 18 27 21 17 

上げ潮時 10 26 28 34 8 48 51 29 39 13 55 34 27 

3 
干拓地 

西側水路 

下げ潮時 7 4 25 5 17 35 25 9 12 21 14 22 13 

上げ潮時 8 4 33 16 6 33 29 18 12 13 22 30 12 

4 
干拓地 

排水機場付近 

下げ潮時 8 8 13 6 7 27 33 17 25 24 24 28 16 

上げ潮時 6 13 30 9 7 19 36 16 21 18 60 30 21 

5 木曽川 
下げ潮時 6 67 7 4 4 100 7 14 6 130 14 10 710 

上げ潮時 6 16 6 5 9 11 120 130 6 4 260 150 310 

 
＜濁度＞                                   ［単位：度］ 

番
号 

調査 
地点名 

時間帯 
平水時 降水

時 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月

1 
干拓地 

東側水路 

下げ潮時 21 34 24 31 30 48 82 43 56 40 31 41 36 

上げ潮時 20 47 60 51 37 54 120 52 49 29 38 44 65 

2 
干拓地 
中央水路 

下げ潮時 19 48 37 50 33 41 76 38 61 39 28 22 30 

上げ潮時 17 48 44 64 13 46 79 46 54 26 39 38 33 

3 
干拓地 

西側水路 

下げ潮時 15 15 56 9.3 25 32 38 21 26 40 36 47 23 

上げ潮時 22 12 38 40 11 32 48 38 24 26 57 52 21 

4 
干拓地 
排水機場付近 

下げ潮時 14 17 27 14 14 18 53 36 36 37 32 32 24 

上げ潮時 11 24 80 18 10 30 59 30 33 30 64 38 22 

5 木曽川 
下げ潮時 5.8 47 5.5 1.7 1.1 79 4.2 6.5 10 77 10 7.7 250

上げ潮時 5.5 3.8 6.2 2.9 14 10 69 48 10 5.0 86 73 110 

 
■水象の状況 

＜流量＞                                  ［単位：m3/min］ 

番
号 

調査 
地点名 

時間帯 
平水時 降水

時10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月

1 
干拓地 
東側水路 

下げ潮時 9.06 11.0 12.1 5.2 10.7 28.6 23.4 8.2 4.5 8.0 9.7 5.0 19.9

上げ潮時 6.78 13.9 16.8 20.4 10.6 60.0 11.9 5.5 1.3 0.0 15.0 14.3 15.4

2 
干拓地 
中央水路 

下げ潮時 5.11 12.5 14.3 2.6 6.4 6.3 1.2 9.1 4.3 5.7 25.2 3.9 11.9

上げ潮時 3.54 10.1 10.6 2.0 6.0 77.4 6.5 4.2 15.3 23.5 27.0 41.3 31.1

3 
干拓地 
西側水路 

下げ潮時 8.34 23.3 18.1 6.4 22.6 19.0 3.6 0.0 16.9 3.8 10.6 13.6 18.5

上げ潮時 5.21 5.72 14.6 15.0 23.6 14.6 7.7 15.5 4.1 3.2 19.5 24.3 44.5

4 
干拓地 

排水機場付近 

下げ潮時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.2 52.3 0.0

上げ潮時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.2 55.7 0.0
 

予測の結果、工事の実施（土地の造成）に
係る浮遊物質量は 14.5～14.7mg/l と
なり、すべての地点において、現地調査結
果の最大値である「参考となる値」以下に
なると予測される。 

 

番

号
予測地点 

浮遊 

物質量

（mg/l）

参考

となる値

1
干拓地西側水路 

（北西排水口） 
14.7 

35 2
干拓地西側水路 

（中央排水口） 
14.5 

3
干拓地西側水路 

（南西排水口） 
14.5 

4
干拓地排水機場付

近 
14.6 60 

注）「参考となる値」は、以下のとおり各予測地

点付近における現地調査結果の最大値

を示す。 

予測地点 1～3：調査地点 3（干拓地西

側水路）における最大

値 

予測地点 4：調査地点 4（干拓地排水

機場付近）における最

大値 

 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 沈砂池の設置 

位置 事業実施区域 

保全措置

の効果 

沈砂池の設置により、

水の濁りが低減され

る。 

他の環境

への影響

水生生物への影響が

緩和される。 
 

■回避又は低減に係る評価 
対象事業において、工事施工ヤードは建設発生
土ストックヤード計画地内を極力利用することに
より、工事による改変を最小限に抑え、水の濁り
の発生を抑えた計画としている。 
また、予測の結果、工事の実施（土地の造成）に
係る水の濁りの影響については、すべての予測
地点の浮遊物質量が「参考となる値」である現地
調査結果の最大値以下となる。 
さらに、環境保全措置として、「沈砂池の設置」を
実施する。 
これらのことから、工事の実施（土地の造成）に係
る水の濁りに関する影響は、事業者により実行可
能な範囲内でできる限り回避又は低減されてい
ると評価する。 
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表 9-1(12) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 

項  目 

調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

水質 水の濁り 
(浮遊物質量) 

土地の存在及
び 供 用 （ 造 成
地の存在、土
地の利用） 

工事の実施（土地の造成）に係る水の濁り（浮遊物質量）と同様。 予測の結果、土地の存在及び供用（造成地の存在、
土地の利用）に係る浮遊物質量は 10.1～24.1 
mg/l となり、すべての地点において、現地調査結
果の最大値である「参考となる値」以下になると予
測される。 

 

番

号 
予測地点 

浮遊 

物質量 

（mg/l） 

参考 

となる値

1 
干拓地西側水路 

（北西排水口） 
10.1 

35 2 
干拓地西側水路 

（中央排水口） 
33.0 

3 
干拓地西側水路 

（南西排水口） 
33.0 

4 干拓地排水機場付近 24.1 60 

注）「参考となる値」は、以下のとおり各予測地点付近に
おける現地調査結果の最大値を示す。 
予測地点 1～3：調査地点 3（干拓地西側水路）に

おける最大値 
予測地点 4：調査地点 4（干拓地排水機場付近）

における最大値 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 沈砂池の設置 

位置 事業実施区域 

保全措置

の効果 

沈砂池の設置により、水の濁りが

低減される。 

他の環境

への影響
水生生物への影響が緩和される。

 

実施

内容

種類 転圧の実施 

位置
事業実施区域（建設発生土ストッ

クヤード計画地） 

保全措置

の効果 

転圧により、水の濁りの発生が低

減される。 

他の環境

への影響

土地の安定性への影響が緩和され

る。 
 

■回避又は低減に係る評価 
対象事業において、建設発生土ストックヤード計画
地は事業実施区域内を利用することにより、土地
の存在及び供用による改変を最小限に抑え、水の
濁りの発生を抑えた計画としている。 
また、予測の結果、土地の存在及び供用（造成地の
存在、土地の利用）に係る水の濁りの影響について
は、すべての予測地点の浮遊物質量が「参考となる
値」である現地調査結果の最大値以下となる。 
さらに、環境保全措置として、「沈砂池の設置」及び
「転圧の実施」を実施する。 
これらのことから、土地の存在及び供用（造成地の
存在、土地の利用）に係る水の濁りに関する影響
は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り
回避又は低減されていると評価する。 
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表 9-1(13) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 
項  目 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

地形及び 
地質 

土地の安定性 土地の存在及
び 供 用 （ 造 成
地の存在、土
地の利用） 

■地形及び地質の状況 
「第 3 章 第 1 節 1.4 地形及び地質の状況」の地形の状況、地質の状況と同様。 
 
■土地の安定性の状況 

地質年代 
地層

名 
土質 記号 N 値 記事 

第
四
紀 

現
世 

沖

積

層 

盛

土 

シルト

混じり 

細砂 

B 3～4 
比較的砂の粒径は均一で、不均質にシルトが混じ

る。下位との境界は不明瞭。 

完
新
世 

南

陽

層 

細砂 As2 2～16 比較的粒径均一で、若干のシルト分が混入する。 

シルト

質 

細砂 

As1 5～20

細砂に微砂が不規則に分布し、不均質にシルトが

混入する。6～8m に貝殻片を混入し、下端付近に

は軽度に腐食した植物片が混入する。 

砂質

シルト 
Ac2 3～8 

砂は微砂～細砂で不均質に混入する。腐植物片が

点在する。上下位層との境界は不明瞭。 

シルト

質 

粘土 

Ac1 1～7 

若干の微砂が混じるが、全体に概ね均質。25～

27m に貝殻片が混じる。層中間部は粘土分が多

め。36m 付近より下部でやや微砂分が多くなる。 

更
新
世 

洪

積

層 

濃
尾
層 

シルト Nc 6～30 Nc と

Ns が不

規則に互

層する。 

若干の微砂の混入や貝殻微片の点在が

見られるが、概ね均質な状態にある。 

細砂 Ns 7～75

比較的粒径均一の細砂主体で、不均質

にシルトが混入する。稀に細礫が混じる

場合あり。 

第
一
礫
層 

砂礫 G1g 
39～

150 

礫はチャート、砂岩の亜角で、数mm～3cm大。砂

は細～粗砂。 

シルトや砂が多くなる部分を不規則に挟む。 

熱
田
層

粘土 Dc 7～22

微砂を混入する場合はあるが、全体に均質でやや

固め。 

まれに微量の炭化物片が混じる。 
 

＜側方流動＞ 
盛土法尻からの距離が 77m の位置において、盛
土完了時沈下量、最終沈下時沈下量及び側方変位
量がともに 0m となった。 
ストックヤード計画地は、木曽川堤防及び木曽岬干
拓地メガソーラー発電所から 80m 以上離れた位
置に計画していることから、木曽川堤防及び木曽岬
干拓地メガソーラー発電所の方向への側方流動に
関する土地の安定性への影響は極めて小さいと予
測される。 
また、ストックヤード計画地南側水路（離隔距離：約
15m）においては、盛土による地盤の沈下及び側方
変位が生じるものの、水路のコンクリート擁壁が「ブ
ロック積擁壁」※であることから、水路のコンクリート
擁壁が直ちに倒壊・転倒することはないと予測され
る。 

※L 型擁壁構造と比較して、背面の地山に対する追
従性が高い構造 

 
＜すべり破壊＞ 
予測の結果、安全率は Fs=1.64 となり、最小安全
率（1.2）を上回っていることから、すべり破壊による
影響が生じる可能性は小さいと考えられる。 
このため、すべり破壊に関する土地の安定性への影
響は極めて小さいと予測される。 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 盛土高さの遵守 

位置
事業実施区域（建設発生土ストッ

クヤード計画地） 

保全措置

の効果 

盛土高さの遵守により、土地の不

安定化が低減される。 

他の環境

への影響
なし 

 

実施

内容

種類 安定性に配慮した盛土 

位置
事業実施区域（建設発生土ストッ

クヤード計画地） 

保全措置

の効果 

土地の安定性に配慮した盛土によ

り、土地の不安定化が低減される。

他の環境

への影響
なし 

 

実施

内容

種類 観測修正法 

位置

事業実施区域（建設発生土ストッ

クヤード計画地）のうち、南側水路

周辺の区域 

保全措置

の効果 

盛土に伴う水路(コンクリート擁壁)

の変状を目視等により把握し、そ

の結果を施工方法へ反映すること

により、土地の不安定化が低減さ

れる。 

他の環境

への影響
なし 

 

実施

内容

種類 適切な土質管理 

位置
事業実施区域（建設発生土ストッ

クヤード計画地） 

保全措置

の効果 

搬入土砂の土質管理を行うことに

より、土地の不安定化が低減され

る。 

他の環境

への影響
なし 

 

実施

内容

種類 転圧の実施 

位置
事業実施区域（建設発生土ストッ

クヤード計画地） 

保全措置

の効果 

転圧により、土地の不安定化が低

減される。 

他の環境

への影響

水の濁り及び水生生物への影響が

緩和される。 
 

回避又は低減に係る評価 
建設発生土ストックヤード計画地は、木曽川堤防
から約 80m 離れた位置に計画している。 
また、予測の結果、土地の存在及び供用（造成地の
存在、土地の利用）に係る土地の安定性に係る影
響は、極めて小さいと予測された。 
さらに、環境保全措置として、「盛土高さの遵守」、
「安定性に配慮した盛土」、「観測修正法」、「適切な
土質管理」及び「転圧の実施」を実施する。 
これらのことから、土地の存在及び供用（造成地の
存在、土地の利用）に係る土地の安定性に関する
影響は、事業者により実行可能な範囲内でできる
限り回避又は低減されていると評価する。 
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表 9-1(14) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 

項  目 

調査結果 予測結果 環境保全措置 事後調査 評価結果 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

陸生動物 重 要 な種 及び

注 目 す べ き 生

息地 

工事の実施（重

機の稼働、資材

の運搬、樹木の

伐採・処理、土

地の造成及び

工事用道路等

の建設）及び土

地の存在及び

供用（造成地の

存在、土地の利

用及び発生車

両の走行） 

■動物相の状況、重要な種等の状況 
項 目 確認種数 重要な種 

哺乳類  3 目  8 科 10 種 ｶﾔﾈｽﾞﾐ(計 1 種) 

鳥類 13 目 32 科 85 種 

ｶﾜｱｲｻ､ﾁｭｳｻｷﾞ､ﾋｸｲﾅ､ﾀ
ｹﾞﾘ､ｹﾘ､ｺﾁﾄﾞﾘ､ｺｱｼﾞｻｼ､
ﾐｻｺﾞ､ﾁｭｳﾋ､ﾊｲｲﾛﾁｭｳﾋ､ﾂ
ﾐ､ﾊｲﾀｶ､ｵｵﾀｶ､ﾊﾁｸﾏ､ｻｼ
ﾊﾞ､ｺﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ､ﾊﾔﾌﾞｻ､
ｵｵﾑｼｸｲ､ｱｶﾊﾗ､ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ､
ｷﾋﾞﾀｷ 
(計 21 種) 

爬虫類  2 目  5 科  7 種 確認なし 
両生類  1 目  3 科  4 種 ﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ(計 1 種) 

陸上 
昆虫類 

13 目 184 科 688 種 

ﾉｼﾒﾄﾝﾎﾞ､ｺｵｲﾑｼ､ﾊｲｲﾛﾎﾞ
ｸﾄｳ､ﾐｽﾞｱﾌﾞ､ｺｶﾞﾑｼ､ｺｶﾞ
ﾀｶﾞﾑｼ､ｱｵｽｼﾞｸﾓﾊﾞﾁ(計
7 種) 

ｸﾓ類  1 目 22 科 122 種 

ｵﾆｸﾞﾓ､ｺｶﾞﾈｸﾞﾓ､ｼﾛｵﾋﾞﾄ
ﾘﾉﾌﾝﾀﾞﾏｼ､ｱｶｲﾛﾄﾘﾉﾌﾝﾀﾞ
ﾏｼ､ｴﾋﾞﾁｬｺﾓﾘｸﾞﾓ､ｵﾋﾞｼﾞ
ｶﾞﾊﾞﾁｸﾞﾓ(計 6 種) 

陸生 
貝類 

 1 目 13 科 19 種 ｵｵｳｴｷﾋﾞ(計 1 種) 

土壌 
動物 

4 門 10 綱 
24 目 95 科 138 種 

確認なし 
 

＜予測結果の概要＞ 

番

号 
分
類 

種 名 

調査地域 

における 

主な生息環境 

主な 

生息 
環境の
改変 

有無 

生息環境 
への影響 

工
事 

存
在
及
び 

供
用
時 

1 
哺
乳
類 

ｶﾔﾈｽﾞﾐ 草地 有 B B 

1 

鳥
類 

ｶﾜｱｲｻ 水域 無 D D 

2 ﾁｭｳｻｷﾞ 農耕地 無 D D 

3 ﾋｸｲﾅ 湿性草地 有 C C 

4 ﾀｹﾞﾘ 湿性草地 有 B B 

5 ｹﾘ 農耕地 無 D D 

6 ｺﾁﾄﾞﾘ 造成地 無 D D 

7 ｺｱｼﾞｻｼ 造成地 無 D D 

8 ﾐｻｺﾞ 
水域、草地・樹林
地 

無 B B 

9 ﾊﾁｸﾏ (樹林地)注2 有 C C 

10 ﾁｭｳﾋ 草地 有 B B 

11 ﾊｲｲﾛﾁｭｳﾋ 草地 有 B B 

12 ﾂﾐ (草地･樹林地)注2 有 C C 

13 ﾊｲﾀｶ (草地･樹林地)注2 有 B B 

14 ｵｵﾀｶ 樹林地 有 A A 

15 ｻｼﾊﾞ (草地･樹林地)注2 有 C C 

16 ｺﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ 農耕地 無 D D 

17 ﾊﾔﾌﾞｻ (草地･樹林地)注2 有 C C 

18 ｵｵﾑｼｸｲ (草地･樹林地)注2 有 B B 

19 ｱｶﾊﾗ (樹林地) 注2 有 B B 

20 ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ (草地･樹林地)注2 有 B B 

21 ｷﾋﾞﾀｷ 樹林地 有 B B 

1 
両
生
類

ﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ 水域 無 D D 

1 

陸
上
昆
虫
類 

ﾉｼﾒﾄﾝﾎﾞ 湿性草地 有 B B 

2 ｺｵｲﾑｼ 水域 無 D D 

3 ﾊｲｲﾛﾎﾞｸﾄｳ 湿性草地 有 B B 

4 ﾐｽﾞｱﾌﾞ 湿性草地 有 C C 

5 ｺｶﾞﾑｼ 湿性草地 有 C C 

6 ｺｶﾞﾀｶﾞﾑｼ 湿性草地 有 C C 

7 ｱｵｽｼﾞｸﾓﾊﾞﾁ 湿性草地 有 C C 

1 

ク
モ
類 

ｵﾆｸﾞﾓ 草地・樹林地 有 B B 

2 ｺｶﾞﾈｸﾞﾓ 草地 有 B B 

3 
ｼﾛｵﾋﾞﾄﾘﾉﾌﾝ
ﾀﾞﾏｼ 

草地 有 B B 

4 
ｱｶｲﾛﾄﾘﾉﾌﾝ
ﾀﾞﾏｼ 

草地 有 C C 

5 ｴﾋﾞﾁｬｺﾓﾘｸﾞﾓ 草地 有 C C 

6 
ｵﾋﾞｼﾞｶﾞﾊﾞﾁ
ｸﾞﾓ 

草地 有 C C 

1 

陸
生
貝
類

ｵｵｳｴｷﾋﾞ 樹林地 有 C C 

注 1）生息環境への影響は、以下のとおり整理した。 
A：生息環境への影響が大きい    
B：生息環境への影響がある        
C：生息環境への影響が極めて小さい 
D：生息環境への影響がない        

注 2）調査地域には本種の生息環境は存在しないが、カッコ内
に記載の環境を生息環境の一部として利用していると
考えられる。 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 低騒音型建設機械の採用 

位置 事業実施区域 

保全措置

の効果 

事業実施区域及び周辺を生息範

囲とする種への影響を低減するこ

とができる。 

他の環境

への影響
騒音の影響が緩和される。 

 

実施

内容

種類 工事従事者への講習・指導 

位置 事業実施区域 

保全措置

の効果 

人為的な攪乱による影響を低減で

きる。 

他の環境

への影響
なし 

 

実施

内容

種類 コンディショニング（馴化） 

位置 事業実施区域 

保全措置

の効果 

建設作業による影響の低減が見込

まれる。 

他の環境

への影響
なし 

 

実施

内容

種類
営巣環境・採餌環境・ねぐら環境の

整備（保全区の整備） 

位置 保全区 

保全措置
の効果 

営巣環境・採餌環境・ねぐら環境と
しての機能を高める措置を講じる
ことにより、影響の低減が見込まれ

る。 

他の環境

への影響
なし 

 

実施
内容

種類 営巣木の移動促進 

位置
木曽岬干拓地内の樹林地（保全区

及びその周辺以外） 

保全措置

の効果 

代替巣の設置等を行うで事業の実

施により消失する営巣木・営巣林
を別の場所に創出することにより、
影響の緩和が見込まれる。 

他の環境
への影響

なし（当該措置の実施によるチュウ
ヒへの影響を低減するため、実施
位置を「保全区及びその周辺以

外」としている。） 

影 響 の 回
避 又 は 低

減 が 困 難
で あ る 理
由 

土地の安定性等を考慮の上、建設

発生土ストックヤード計画地の位
置・規模等を計画しているため、工
事の実施による影響（営巣木の消

失）の回避又は低減が困難であ
る。 

損なわれる
環 境 及 び
創出される

環 境 の 位
置容等 

【損なわれる環境】 

営巣林（事業実施区域内の防風林
（クロマツ）） 
【創出される環境】 

営巣林（木曽岬干拓地内のクロマ
ツ群落等が分布する樹林地（保全
区及びその周辺以外）） 

 

予測は、重要な種の生息に及ぼす影響の程度

を生態学的な知見や類似事例を参考に行って

いることから、不確実性は小さいと考えられる

が、チュウヒ及びオオタカに関する環境保全措

置（低騒音型建設機械の使用、工事従事者への

講習・指導、コンディショニング（馴化）、営巣木

の移動促進及び営巣環境・採餌環境・ねぐら環

境の整備（保全区の整備））については、その効

果に係る知見が不十分であると考えられること

から、事後調査を実施するものとする。 

 

＜事後調査の内容＞ 
調査項目 調査内容 

チュウヒ及びオ
オタカの 
モニタリング調
査 

〇調査時期 
工事期間中 
供用期間中（毎年） 

〇調査範囲 
事業実施区域及びその
周辺 

〇調査方法 
定点観察調査による 
生息・繁殖状況の確認
写真撮影による視覚的
な植生状況の確認 

 

 回避又は低減に係る評価 

工事中においては、工事施工ヤードは建設

発生土ストックヤード計画地内を極力利用

し、工事用道路は既存道路を利用すること

により、工事による改変を最小限に抑える

計画としている。 

供用時においては、建設発生土の搬出入用

道路は、既存道路を利用する計画としてい

る。 

予測の結果、チュウヒ及びオオタカ、カヤネ

ズミ、タゲリ、ミサゴ、ハイイロチュウヒ、ハイ

タカ、オオムシクイ、アカハラ、コサメビタキ、

キビタキ、ノシメトンボ、ハイイロボクトウ、オ

ニグモ、コガネグモ、シロオビトリノフンダマ

シを除く陸生動物については、生息環境へ

の影響はない又は極めて小さいと予測され

た。 

チュウヒについては、環境保全措置として、

「低騒音型建設機械の採用」、「工事従事者

への講習・指導」、「コンディショニング（馴

化）」及び「営巣環境・採餌環境・ねぐら環境

の整備（保全区の整備）」を実施することと

している。また、オオタカについては、環境

保全措置として、「低騒音型建設機械の採

用」、「工事従事者への講習・指導」、「コン

ディショニング（馴化）」及び「営巣木の移動

促進」を実施することとしている。さらに、カ

ヤネズミ、タゲリ、ミサゴ、ハイイロチュウヒ、

ハイタカ、オオムシクイ、アカハラ、コサメビ

タキ、キビタキ、ノシメトンボ、ハイイロボクト

ウ、オニグモ、コガネグモ、シロオビトリノフ

ンダマシについては、「低騒音型建設機械

の採用」、「工事従事者への講習・指導」、

「緑地の確保」及び「草地環境の整備（保全

区の整備）」を実施することとしている。 

なお、チュウヒ及びオオタカに関する環境保

全措置の効果に係る知見が不十分である

ことから、事後調査を実施する。 

これらのことから、工事の実施及び土地の

存在及び供用に係る陸生動物に関する影

響は、事業者により実行可能な範囲内でで

きる限り回避又は低減されていると評価す

る。 

 

 

 

 

実施
内容

種類 緑地の確保 

位置
建設発生土ストックヤード計画地
法面 

保全措置
の効果 

緑地の確保により、生息環境の分
断を緩和することができる。 

他の環境
への影響

景観への影響が緩和される。 

 

実施
内容

種類 草地環境の整備（保全区の整備）

位置 保全区 

保全措置
の効果 

草地環境を整備することにより、
陸生動物への影響の低減が見込
まれる。 

他の環境
への影響

なし 
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表 9-1(15) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 

項  目 

調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

陸生植物 重要な種及び群

落 

工事の実施(重

機の稼働、資材

の運搬、樹木の

伐採・処理、土

地の造成及び

工事用道路等

の建設)及び土

地の存在及び

供用(造成地の

存在及び発生

車両の走行) 

■植物相及び植生の状況、重要な種及び群落の状況 

＜植物相＞ 
項 目 確認種数 重要な種 

植物相 42 目 97 科 474 種 
ｺｶﾞﾏ､ﾐｺｼｶﾞﾔ､ﾏﾂｶｻｽｽｷ､ﾅﾙｺ
ﾋﾞｴ､ﾀｺﾉｱｼ､ｶﾜﾁﾞｼｬ､ﾐｿﾞｺｳｼﾞ
ｭ､ｶﾜﾗﾊﾊｺ(計 8 種) 

 

＜植物群落＞ 

26 の群落等が確認された。 
項 目 群落名 

植物 
群落 

ﾔﾅｷﾞﾀﾃﾞ群落､ｵｵｲﾇﾀﾃﾞ-ｵｵｸｻｷﾋﾞ群落､ﾋﾒﾑｶｼﾖﾓｷﾞ-ｵ
ｵｱﾚﾁﾉｷﾞｸ群落､ｵﾋｼﾊﾞ-ｱｷﾒﾋｼﾊﾞ群集､ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ
群落､ﾖｼ群落､ﾖｼ-ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ群落､ｵｷﾞ群落､ 
ｵｷﾞ-ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ群落､ﾔﾏｱﾜ群落､ｼﾅﾀﾞﾚｽｽﾞﾒｶﾞﾔ群
落､ﾁｶﾞﾔ群落､ｺｺﾞﾒｲ群落､ｼﾞｬﾔﾅｷﾞ-ｱｶﾒﾔﾅｷﾞ群集
(低木林)､ﾒﾀﾞｹ群集､ｸｽﾞ群落､ﾇﾙﾃﾞ-ｱｶﾒｶﾞｼﾜ群落､
ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ群落､ｸﾛﾏﾂ群落､ｸﾛﾁｸ群落､ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ群落､
芝地､人口裸地､構造物､道路､開放水域 

 

 

＜予測結果の概要＞ 

番

号 
種 名 

調査地域における 

主な生息環境 

主な 
生育環境の
改変有無 

生息環境 
への影響 

工
事 

存
在
及
び 

供
用
時 

1 ｺｶﾞﾏ 造成地周辺の湿地 無 D D 

2 ﾐｺｼｶﾞﾔ 造成地周辺の草地 無 D D 

3 ﾏﾂｶｻｽｽｷ 造成地周辺の湿地 無 D D 

4 ﾅﾙｺﾋﾞｴ 造成地周辺の草地 無 D D 

5 ﾀｺﾉｱｼ 造成地周辺の湿地・沈砂池 無 D D 

6 ｶﾜﾁﾞｼｬ 造成地周辺の水路・池 無 D D 

7 ﾐｿﾞｺｳｼﾞｭ 造成地周辺の草地 無 D D 

8 ｶﾜﾗﾊﾊｺ 造成地周辺の草地 無 D D 

注）生育環境への影響は、以下のとおり整理した。 
A：生育環境への影響が大きい    
B：生育環境への影響がある        
C：生育環境への影響が極めて小さい 
D：生育環境への影響がない        

 

工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐

採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）

及び土地の存在及び供用（造成地の存在及び発

生車両の走行）に係る植物に関する影響はないと

予測されることから、環境保全措置の検討は行わ

ないこととした。 

 回避又は低減に係る評価 

工事中においては、工事施工ヤードは建設発生土

ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変

を最小限に抑える計画としている。 

供用時においては、建設発生土の搬出入用道路

は、既存道路を利用する計画としている。 

予測の結果、重要な陸生植物の生育環境への影響

はないと予測された。 

これらのことから、工事の実施（重機の稼働、資材の

運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道

路等の建設）及び土地の存在及び供用（造成地の存

在及び発生車両の走行）に係る陸生植物に関する

影響は、事業者により実行可能な範囲内でできる限

り回避又は低減されていると評価する。 

水生生物 重要な種、注目

すべき生息地並

びに重要な群落 

工事の実施(土

地の造成)及び

土地の存在及

び供用(造成地

の存在、土地の

利用) 

■水生生物相の状況、水生生物の重要な種等の状況 
項 目 確認種数 重要な種 

魚類 11 目 19 科 32 種 

ﾆﾎﾝｳﾅｷﾞ､ｻﾂｷﾏｽ､ﾋﾓﾊｾﾞ､

ｱｼｼﾛﾊｾﾞ､ｴﾄﾞﾊｾﾞ 

(計 5 種) 

底生 
動物 

9 綱 28 目 60 科 102 種

ｻｻﾞﾅﾐﾂﾎﾞ､ｴﾄﾞｶﾞﾜﾐｽﾞｺﾞ

ﾏﾂﾎﾞ､ﾇｶﾙﾐｸﾁｷﾚｶﾞｲ､ 

ｳﾈﾅｼﾄﾏﾔｶﾞｲ､ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ､ 

ﾕｳｼｵｶﾞｲ､ｿﾄｵﾘｶﾞｲ､ 

ｵｵﾉｶﾞｲ､ｸｼｹﾏｽｵｶﾞｲ､ 

ﾋﾒｹﾌｻｲｿｶﾞﾆ(計 10 種) 
水生植物
(水草等) 

2 目 3 科 3 種 ﾂﾂｲﾄﾓ(計 1 種) 
 

＜予測結果の概要＞ 

番
号 

分
類 

種 名 
調査地域における 

主な生息・生育環境 

主な 
生育・生育
環境の改変

有無 

生息・生育環境
への影響 

工
事 

存
在
及
び

供
用
時 

1 

魚
類 

ﾆﾎﾝｳﾅｷﾞ 木曽川 無 C C 

2 ｻﾂｷﾏｽ 木曽川 無 C C 

3 ﾋﾓﾊｾﾞ 木曽川 無 C C 

4 ｱｼｼﾛﾊｾﾞ 木曽川及び干拓地内水路 無 C C 

5 ｴﾄﾞﾊｾﾞ 木曽川及び干拓地内水路 無 C C 

1 

底
生
動
物 

ｻｻﾞﾅﾐﾂﾎﾞ 木曽川 無 C C 

2 ｴﾄﾞｶﾞﾜﾐｽﾞｺﾞﾏﾂﾎﾞ 木曽川 無 C C 

3 ﾇｶﾙﾐｸﾁｷﾚｶﾞｲ 木曽川 無 C C 

4 ｳﾈﾅｼﾄﾏﾔｶﾞｲ 木曽川 無 C C 

5 ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ 木曽川 無 C C 

6 ﾕｳｼｵｶﾞｲ 木曽川 無 C C 

7 ｿﾄｵﾘｶﾞｲ 木曽川 無 C C 

8 ｸｼｹﾏｽｵｶﾞｲ 木曽川 無 C C 

9 ｵｵﾉｶﾞｲ 木曽川 無 C C 

10 ﾋﾒｹﾌｻｲｿｶﾞﾆ 木曽川 無 C C 

1 

水
生
植
物

(

水
草
等)

ﾂﾂｲﾄﾓ 干拓地内の池 無 C C 

注）生息・生育環境への影響は、以下のとおり整理した。 
A：生息・生育環境への影響が大きい    
B：生息・生育環境への影響がある        
C：生息・生育環境への影響が極めて小さい 
D：生息・生育環境への影響がない        

 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 沈砂池の設置 

位置 事業実施区域 

保全措置

の効果 

沈砂池の設置し、水の濁りを抑え

ることにより、水生生物の生息・生

育環境の質的変化の低減が見込

まれる。 

他の環境

への影響

水質への影響（水の濁り）が緩和さ

れる。 

 

実施

内容

種類 転圧の実施 

位置
事業実施区域（建設発生土ストッ

クヤード計画地） 

保全措置

の効果 

盛土を転圧し、水の濁りの発生を

抑えることにより、水生生物の生

息・生育環境の質的変化の低減が

見込まれる。 

他の環境

への影響

土地の安定性への影響が緩和され

る。 
 

 回避又は低減に係る評価 

対象事業において、建設発生土ストックヤード計画

地は事業実施区域内を利用することにより、土地の

存在及び供用による改変を最小限に抑え、水の濁り

の発生を抑えた計画としている。 

予測の結果、重要な水生生物の生息・生育環境へ

の影響は極めて小さいと予測された。 

また、環境保全措置として、「沈砂池の設置」及び

「転圧の実施」を実施する。 

これらのことから、工事の実施（土地の造成）及び土

地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用）に

係る水生生物に関する影響は、事業者により実行可

能な範囲内でできる限り回避又は低減されていると

評価する。 
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表 9-1(16) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 

項  目 

調査結果 予測結果 環境保全措置 事後調査 評価結果 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

生態系 地域を特徴づ
ける生態系 

工 事 の 実 施
(重機の稼働、
資材の運搬、
樹 木 の 伐 採 ・
処理、土地の
造成、工事用
道 路 等 の 建
設 ) 及 び 土 地
の存在及び供
用 ( 造 成 地 の
存在、土地の
利用、発生車
両の走行) 

■動植物に係る概況 

区分 項目 確認種数等 

動
物(

陸
生
動
物) 

哺乳類 3 目 8 科 10 種 

鳥類 13 目 32 科 85 種 

爬虫類 2 目 5 科 7 種 

両生類 1 目 3 科 4 種 

陸上昆虫類 13 目 184 科 688 種 

ｸﾓ類 1 目 22 科 122 種 

陸生貝類 1 目 13 科 19 種 

土壌動物 4 門 10 綱 24 目 95 科 138 種 

動
物 

(

水
生
動
物)

魚類 11 目 19 科 32 種 

底生動物 9 綱 28 目 60 科 102 種 

植
物 

(

陸
生
植
物)

陸生植物相 42 目 97 科 474 種 

植
物 

(

水
生
植
物)

水生植物相 2 目 3 科 3 種 

植
物

植物群落 26 群落等 

そ
の
他 

地形・水系 

調査地域は、木曽岬干拓地の中
央部に位置し、地形は極めて平坦

となっている。 
木曽岬干拓地内には、水路や貯
水池等の水域が存在するほか、

西側には木曽川が流れている。 

 

■地域を特徴づける生態系の注目種等の状況 

地域を特徴づける生態系の注目種・群集の抽出 

にあたっては、上位性、典型性、特殊性の観点から

調査地域の生態系の特性を効率的かつ効果的に

把握できるような種・群集を抽出した。 

 
地域を 

特徴づける 

生態系 

視点 注目種等 

干拓地 

の生態系 

上位性 

チュウヒ 

（鳥類） 

オオタカ 

（鳥類） 

典型性 

カヤネズミ 

（哺乳類） 

オオヨシキリ 

（鳥類） 

ヨシ等の湿性草本群落 

（植物） 
 

＜注目種等の予測結果＞ 

注目種等 
生息・生育 
基盤の種類 

予測結果 

工事 
存在及び

供用 

チュウヒ 草地 B B 

オオタカ 草地、樹林地 A A 

カヤネズミ 草地 B B 

オオヨシキ

リ 

草地 
B B 

ヨシ等の 

草本群落 
草地 B B 

注）生息・生育環境への影響は、以下のとおり整理した。 
A：生息・生育環境への影響が大きい    
B：生息・生育環境への影響がある        
C：生息・生育環境への影響が極めて小さい 
D：生息・生育環境への影響がない        

 
＜地域を特徴づける生態系に及ぼす影響＞ 
干拓地の生態系は、平坦な干拓地に広がる主に草地
により構成される生態系であり、オギ-セイタカアワダ
チソウ群落、オギ群落、ヨシ群落等の草地、クロマツ群
落やナンキンハゼ群落等の樹林地、構造物や人工裸
地等の造成地、干拓地内の水路・池等の生息・生育基
盤を有し、上位性種としてチュウヒ・オオタカ等、典型
性種としてカヤネズミ、オオヨシキリ等が挙げられる生
態系である。 

工事中においては、工事施工ヤードは建設発生土
ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路は
既存道路を利用することにより、工事による改変を最
小限に抑える計画としている。 

供用時においては、建設発生土の搬出入用道路
は、既存道路を利用する計画としている。 

このため、干拓地の生態系における動植物の種組
成や食物連鎖の構成はほとんど変化しないと考えら
れる。 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 低騒音型建設機械の採用 

位置 事業実施区域 

保全措置

の効果 

事業実施区域及び周辺を生息範

囲とする種への影響を低減するこ

とができる。 

他の環境

への影響
騒音の影響が緩和される。 

 

実施

内容

種類 工事従事者への講習・指導 

位置 事業実施区域 

保全措置

の効果 

人為的な攪乱による影響を低減で

きる。 

他の環境

への影響
なし 

 

実施

内容

種類 コンディショニング（馴化） 

位置 事業実施区域 

保全措置

の効果 

建設作業による影響の低減が見込

まれる。 

他の環境

への影響
なし 

 

実施

内容

種類
営巣環境・採餌環境・ねぐら環境の

整備（保全区の整備） 

位置 保全区 

保全措置
の効果 

営巣環境・採餌環境・ねぐら環境と
しての機能を高める措置を講じる
ことにより、影響の低減が見込まれ

る。 

他の環境

への影響
なし 

 

実施

内容

種類 営巣木の移動促進 

位置
木曽岬干拓地内の樹林地（保全区

及びその周辺以外） 

保全措置

の効果 

代替巣の設置等を行うで事業の実

施により消失する営巣木・営巣林

を別の場所に創出することにより、

影響の緩和が見込まれる。 

他の環境

への影響

なし（当該措置の実施によるチュウ

ヒへの影響を低減するため、実施

位置を「保全区及びその周辺以

外」としている。） 

影 響 の 回

避 又 は 低
減 が 困 難
で あ る 理

由 

土地の安定性等を考慮の上、建設
発生土ストックヤード計画地の位
置・規模等を計画しているため、工

事の実施による影響（営巣木の消
失）の回避又は低減が困難であ
る。 

損なわれる

環 境 及 び
創出される
環 境 の 位

置容等 

【損なわれる環境】 
営巣林（事業実施区域内の防風林

（クロマツ）） 
【創出される環境】 
営巣林（木曽岬干拓地内のクロマ

ツ群落等が分布する樹林地（保全
区及びその周辺以外）） 

 

予測は、生態系に及ぼす影響の程度を生
態学的な知見や類似事例を参考に行って
いることから、不確実性は小さいと考えら
れるが、チュウヒ及びオオタカに関する環
境保全措置（低騒音型建設機械の使用、
工事従事者への講習・指導、コンディショ
ニング（馴化）、営巣木の移動促進及び営
巣環境・採餌環境・ねぐら環境の整備（保
全区の整備））については、その効果に係
る知見が不十分であると考えられることか
ら、事後調査を実施するものとする。 
 
＜事後調査の内容＞ 

調査項目 調査内容 

チュウヒ及びオ
オタカの 
モニタリング調
査 

〇調査時期 
工事期間中 
供用期間中（毎年） 

〇調査範囲 
事業実施区域及びその
周辺 

〇調査方法 
定点観察調査による 
生息・繁殖状況の確認
写真撮影による視覚的
な植生状況の確認 

 

回避又は低減に係る評価 
工事中においては、工事施工ヤードは
建設発生土ストックヤード計画地内を
極力利用し、工事用道路は既存道路
を利用することにより、工事による改変
を最小限に抑える計画としている。 
供用時においては、建設発生土の搬
出入用道路は、既存道路を利用する
計画としている。 
予測の結果、チュウヒ及びオオタカを
除く注目種等については、生息・生育
環境への影響は極めて小さいと予測さ
れた。 
チュウヒについては、環境保全措置と
して、「低騒音型建設機械の採用」、
「工事従事者への講習・指導」、「コンデ
ィショニング（馴化）」及び「営巣環境・
採餌環境の整備（保全区の整備）」を
実施することとしている。また、オオタ
カについては、環境保全措置として、
「低騒音型建設機械の採用」、「工事従
事者への講習・指導」、「コンディショニ
ング（馴化）」及び「営巣木の移動促進」
を実施することとしている。さらに、カ
ヤネズミ、オオヨシキリ及びヨシ等の草
本群落については、「低騒音型建設機
械の採用」、「工事従事者への講習・指
導」及び「緑地の確保」を実施すること
としている。なお、チュウヒ及びオオタ
カに関する環境保全措置の効果に係
る知見が不十分であることから、事後
調査を実施する。 
これらのことから、工事の実施及び土
地の存在及び供用に係る生態系に関
する影響は、事業者により実行可能な
範囲内でできる限り回避又は低減され
ていると評価する。 

 

 

実施

内容

種類 緑地の確保 

位置
建設発生土ストックヤード計画地
法面 

保全措置
の効果 

緑地の確保により、生息環境の分
断を緩和することができる。 

他の環境
への影響

景観への影響が緩和される。 

 

実施
内容

種類 草地環境の整備（保全区の整備）

位置 保全区 

保全措置
の効果 

草地環境を整備することにより、
生態系への影響の低減が見込ま
れる。 

他の環境
への影響

なし 
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表 9-1(16) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 

項  目 

調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

景観 主 要 な 眺 望
点 、 景 観 資 源
及び主要な眺
望景観 

土地の存在及
び 供 用 （ 造 成
地の存在、土
地の利用） 

■主要な眺望点の状況、景観資源の状況、主要な眺望
景観の状況 
＜三重県桑名市長島町浦安＞ 

項目 内容 
眺望点の概要 事業実施区域の西側に位置する木

曽川堤防上の地点であり、常時利

用することができる。 

眺望点の標高 約 5.5m 

建設発生土ストックヤー
ド計画地との距離 

約 1,130m 

景観資源の状況 主な景観資源として木曽川が視認
できる。 

 
＜三重県桑名郡木曽岬町新輪 2 丁目＞ 

項目 内容 
眺望点の概要 事業実施区域の南側に位置する農

業体験広場計画地内の地点。な
お、農業体験広場は未整備であり、
現在は一般の立ち入りは不可。 

眺望点の標高 約-0.5m 

建設発生土ストックヤー
ド計画地との距離 

約 350m 

景観資源の状況 主な景観資源である木曽川は視認
できないが、周辺には木曽岬干拓
地内の草地が広がっている。 

 
＜愛知県弥富市鍋田町六野＞ 

項目 内容 
眺望点の概要 事業実施区域の東側に位置する堤

防上の地点であり、常時利用するこ

とができる。 

眺望点の標高 約 6.0m 

建設発生土ストックヤー
ド計画地との距離 

約 260m 

景観資源の状況 主な景観資源である木曽川は視認
できないが、周辺には木曽岬干拓
地内の草地が広がっている。 

 

＜三重県桑名市長島町浦安＞ 
本眺望景観は、標高約 5.5m の木曽川の堤防から、東方向に木曽川を眺望し
ている。 
木曽岬干拓地外周の堤防により、ストックヤードへの盛土完了時においても、対
象事業は視認されない。 
これらのことから、本眺望景観の変化は生じないと予測される。 
 
＜三重県桑名郡木曽岬町新輪 2 丁目＞ 
本眺望景観は、標高約-0.5m の木曽岬干拓地内に位置する農業体験広場から
の眺望であり、木曽岬干拓地内の草地が広がっている。なお、眺望点周辺には
主な景観資源である木曽川が存在するものの、木曽岬干拓地外周の堤防により
遮られ、視認されない。 
事業の実施により、ストックヤードが視認されるが、仰角は 4.5°となり、圧迫感を
感じる仰角 18°未満となる。 
これらのことから、本眺望景観の変化は極めて小さいと予測される。 
 
＜愛知県弥富市鍋田町六野＞ 
本眺望景観は、標高約 6.0m の木曽岬干拓地東側の堤防からの眺望であり、
木曽岬干拓地内の草地が広がっている。なお、眺望点周辺には主な景観資源で
ある木曽川が存在するものの、木曽岬干拓地外周の堤防により遮られ、視認さ
れない。 
事業の実施により、ストックヤードが視認されるが、俯角は 3.5°となり、圧迫感を
感じる俯角 10°未満となる。 
これらのことから、本眺望景観の変化は極めて小さいと予測される。 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 緑地の確保 

位置
建設発生土ストックヤード計画地法

面 
保全措置

の効果 

緑地の確保により、周辺景観に調和

させることが可能であり、景観への影

響の低減が見込まれる。 

他の環境

への影響
なし 

 

■回避又は低減に係る評価 
対象事業は、住居等の保全対象が立地する集落
から十分に離れた木曽岬干拓地で整備されるた
め、地域の人々が日常的に利用している場所か
らの眺望への影響を抑えた計画としている。 
また、予測の結果、主要な眺望点及び景観資源
の改変はなく、主要な眺望景観の変化は極めて
小さいと予測された。 
さらに、環境保全措置として、「緑地の確保」を実
施する。 
これらのことから、土地の存在及び供用（造成地
の存在、土地の利用）に係る景観に関する影響
は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り
回避又は低減されていると評価する。 
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表 9-1(17) 環境影響評価結果の総合的な評価 

環境要素 

の大区分 

項  目 

予測結果 環境保全措置 評価結果 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

廃棄物等 一般廃棄物、産

業廃棄物及び建

設工事等に伴う

副産物 

工事の実施(樹

木 の 伐 採 、 処

理、廃棄物の発

生・処理等) 

予測の結果、樹木の伐採・処理及び草刈りにより、建設発生木材（伐採木）が 0.2 千 、刈草が

655.9ｔ発生し、その発生量の全量を事業実施区域外へ搬出する。 

なお、建設発生土、建設汚泥、コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊は発生しない。 

 

種  類 発生量 
事業実施区域内 

再利用量 

事業実施区域外 

搬出量 

建設発生土 予測量（千 ） 発生しない － 発生しない 

建設汚泥 予測量（千 ） 発生しない － 発生しない 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 予測量（千 ） 発生しない － 発生しない 

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 予測量（千 ） 発生しない － 発生しない 

建設発生木材 
（伐採木） 

予測量（千 ） 0.2 － 0.2 

刈草 予測量 （ｔ） 655.9 － 655.9 
 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 
再資源化施設への搬入等による他事業等での利

用 

位置 事業実施区域周辺 

保全措置 

の効果 

事業実施に伴い発生した建設発生木材（伐採木）

を再資源化することにより、廃棄物等の最終処分

量が低減する。 

他の環境 

への影響 
なし 

 

■回避又は低減に係る評価 

対象事業において、工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道

路は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑え、廃棄物等の発生を抑えた計

画としている。 

また、環境保全措置として、「再資源化施設への搬入等による他事業等での利用」を実施する。な

お、環境保全措置実施後に生じた建設発生木材（伐採木）の余剰分は、関係法令に基づき適切に

処理・処分することとしている。さらに、事業実施区域において、建設発生木材（伐採木）及び刈草

の仮置き等の一時保管が必要となった場合には、周辺の生活環境・自然環境に影響が生じないよ

う、建設発生木材（伐採木）及び刈草の飛散防止等に努めることとしている。 

これらのことから、工事の実施（樹木の伐採・処理、廃棄物の発生・処理等）に係る廃棄物等に関す

る影響は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されていると評価する。 

温室効果ガス

等 

温室効果ガス 工事の実施(重

機の稼働、資材

の運搬)及び土

地の供用(土地

の利用、発生車

両の走行) 

温室効果ガス（二酸化炭素）の排出量は、工事期間において約 226.68tＣＯ２、供用期間において

3257.99tＣＯ２と予測される。 

 

工種等 
燃料使用量 

(kl) 
単位発熱量 
(ＧJ/kl) 

排出係数 
(tＣ/ＧJ) 

ＣＯ２排出量
(tＣＯ２) 

工事中 
重機の稼働 整地工 82.94 

37.7 0.0187 
214.40 

資材の運搬 4.75 12.28 

小 計 226.68 

土地の 

供用 

土地の利用 盛土工 1244.16 
37.7 0.0187 

3216.11 

発生車両の走行 16.20 41.88 

小 計 3257.99 

合 計 3484.67 
 

■環境保全措置の検討結果 

実施

内容

種類 作業者に対する重機の省エネ運転の指導 

位置 事業実施区域 

保全措置

の効果 

アイドリングストップの励行など省エネ運転を作業

者に徹底させることにより、温室効果ガス（二酸化

炭素）の発生の低減が見込まれる。 

他の環境

への影響

大気質（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）への影

響が緩和される。 

 

実施

内容

種類
作業者に対する工事用車両及び発生車両のエコ

ドライブの指導 

位置 事業実施区域及びその周辺 

保全措置

の効果 

アイドリングストップの励行などエコドライブを作

業者に徹底させることにより、温室効果ガス（二酸

化炭素）の発生の低減が見込まれる。 

他の環境

への影響

運行時の不要なエンジン稼働を避けること等によ

り、大気質（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）、

騒音及び振動への影響が緩和される。 
 

■回避又は低減に係る評価 

工事に用いる重機については、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(ただし、法の

適用除外の機種については「排出ガス対策型建設機械指定制度」の二次基準以降)に適合した建

設機械を基本とし、環境負荷が小さいものを使用する計画としている。 

また、環境保全措置として、「作業者に対する建設機械の省エネ運転の指導」及び「作業者に対する

工事用車両のエコドライブの指導」を実施する。なお、事業実施段階においては、温室効果ガス（二

酸化炭素）の発生の低減に係る技術開発の状況を踏まえ、必要に応じ、事業者の実行可能な範囲

内でより良い技術を導入する。 

これらのことから、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬）及び土地の供用（土地の利用、発生車両

の走行）に係る温室効果ガス等に関する影響は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避

又は低減されていると評価する。 
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第10章 準備書に対する意見及び事業者の見解 

 準備書に対する住民意見及び事業者の見解 

三重県環境影響評価条例第第 15 条に基づき、令和 5 年 7 月 21 日から令和 5 年 9 月 4 日までに

縦覧に供するとともに、意見を求めたところ、同条例第 17 条に基づく環境の保全の見地からの意見が

あった。 

準備書に対する意見の概要及びそれに対する事業者の見解を表 10-1-1 に示す。 

 

表 10-1-1(1) 準備書に対する意見の概要及び事業者の見解 

番号 意見書の要旨 事業者の見解 

1.陸生動物及び生態系                                                 11 件

1 

 

 

 

 

国内希少野生動植物種であるチュウヒが継続して繁殖できる

場所の確保について 

環境省により絶滅危惧 IB 類、かつ「絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する法律」（平成 4 年法律第 75 号）

に基づく国内希少野生動植物種に指定されているチュウヒが関

東以南の太平洋側で継続して繁殖していた場所は、現在ほとん

ど消失しており、木曽岬干拓地は現在残された数少ないその一

つです。チュウヒは条件が整っている場所では継続的に繁殖を

行うため、チュウヒの個体数を維持していくには、継続的に繁殖

できる場所の確保・維持・保全が非常に重要です。 

木曽岬干拓地整備事業（第 1 期）の評価書では、同干拓地で

は 3 つがいのチュウヒの営巣を確保できるとなっていましたが、

事業開始後は 2 つがいから 1 つがいになり、そして近年では繁

殖成功することがほとんどなくなっています。このことは、木曽岬

干拓地整備事業（第 1 期）の際に行われた環境保全措置が不

十分であったことを示しています。しかしながら、今でもチュウヒ

は繁殖期に同干拓地に生息し、繁殖行動も見られます。そのた

め、繁殖条件が今よりも改善、整備されれば、繁殖が成功する

可能性が残されています。 

一時的な経済発展のためだけに、同干拓地を大幅に改変す

るのではなく、三重県は真に自然環境と共生・共存可能な経済

政策にしっかりと舵を切るべきです。 

調査の結果、木曽岬干拓地外の

新たな営巣地が確認されるなど、従

前（1 期）の環境影響評価時から、チ

ュウヒの生息・繁殖状況に変化が生

じています。また、木曽岬干拓地に

おけるチュウヒの主な採餌環境は、

従前の環境影響評価後の整備効果

が見受けられ、ヨシ群落等が広く分

布している保全区となっています。 

このため、今回の環境影響評価に

おいても、保全区において、チュウヒ

の営巣環境・採餌環境としての機能

を高めるための維持管理を継続実

施することとしました。また、保全区

の整備とあわせて、低騒音型建設機

械の使用、工事従事者への講習・指

導、コンディショニングによる環境影

響の低減を図ることとしました。 

なお、これら環境保全措置の効果

に係る知見が不十分と考えられるた

め、専門家の技術的助言を得なが

ら、チュウヒの生息・繁殖状況を確認

するための事後調査を実施するとと

もに、当該事業に起因した、事前に

予測し得ない環境影響の程度が著

しいことが明らかとなった場合は、関

係機関と協議し、専門家の技術的助

言を得ながら、必要に応じて適切な

措置を講じることとしています。 

（「第 7 章第 6 節陸生動物」、「第 7

章第 9 節生態系」及び「第 8 章事後

調査の実施計画」に記載） 

  

貴職が公告および縦覧をしている「木曽岬干拓地整備事

業（第 2 期）」に係る環境影響評価準備書に対し、鳥類保全

の見地から下記のように意見を提出いたします。 
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表 10-1-1(2) 準備書に対する意見の概要及び事業者の見解 

番号 意見書の要旨 事業者の見解 

2 

 

 

 

 

ハイイロチュウヒ、チュウヒ、コチョウゲンボウのねぐら入りの

問題について 

上記 3 種の鳥類は地上でねぐらをとる猛禽類です。2002

年の私ども団体の調査ではチュウヒは 27 羽、ハイイロチュウヒ

は 6 羽、コチョウゲンボウは 44 羽のねぐら入りが観察されてい

ます。しかし、直近の 2023 年 1 月にはチュウヒ 8 羽およびハ

イイロチュウヒ 6 羽しか確認できず、また、コチョウゲンボウは確

認できなくなりましたが、これらの鳥類の確認数が減ったのと、

木曽岬干拓地整備事業（第 1 期）が始まった時期が一致するこ

とから、事業による影響と考えられます。木曽岬干拓地整備事

業（第 1 期）の評価書ではコチョウゲンボウについては「干拓地

内を継続的にねぐらとして利用する・・・」となっていますが、現状

ではそのようになっていません。 

私たちの調査によると、ハイイロチュウヒのねぐらは対象事業

実施区域（以下、事業実施区域）の中にあります。今回の準備書

では「草地が一部縮小するものの、同様の環境は事業実施区域

周辺に広く分布する」となっていますが、これらの猛禽類がどの

ような環境をねぐらとして選択するのかが全く考察されていませ

ん。これでは、ねぐらと同様の環境が実際に存在すると評価でき

るのか判断できない状況といえます。特に近年、日本全国で観

察できるハイイロチュウヒの数はわずかであることから、事業実

施区域でねぐら入りができなくなることは、日本で越冬するハイ

イロチュウヒにとって大きな問題です。 

木曽岬干拓地整備事業（第 1 期）

の環境影響評価から10年以上が経

過したことに伴い、樹林化等による

植生の変化などにより、木曽岬干拓

地における生物の生息・生育環境に

変化が生じていると考えられます。

調査の結果、ハイイロチュウヒの

ねぐら入り及びねぐら立ちは、事業

実施区域外（Dブロック）の草地で確

認されました。 

本種のねぐら環境である草地は、

事業実施区域が位置する木曽岬干

拓地に広く分布しているため、「ねぐ

ら環境である草地が一部縮小する

ものの、同様の環境は事業実施区

域周辺に広く分布する。」としてお

り、ハイイロチュウヒの生息環境への

影響は極めて小さいと予測されま

す。 

（「第 7 章第 6 節陸生動物」に記載）

3 

 

 

 

 

チュウヒのコンディショニング（馴化）について 

チュウヒの繁殖に関するコンディショニングは、北海道で事例

があるようですが、事業実施区域ではどのような条件で、どのよ

うなコンディショニングが可能なのか、コンディショニングにどれ

くらいの年月がかかるかなどが準備書では具体的に示されてい

ません。準備書は三重県が責任を持って公告・縦覧をしている

はずですが、コンディショニングに関する項目や条件をきちんと

評価して準備書を縦覧し直すべきです。 

環境保全措置（コンディショニング

（馴化））の具体的な位置、仕様等に

ついては、事業実施の施工計画段

階で専門家の技術的助言を踏まえ

て検討することとしています。 

なお、環境保全措置の効果に係る

知見が不十分と考えられるため、専

門家の技術的助言を得ながら、チュ

ウヒの生息・繁殖状況を確認するた

めの事後調査を実施するとともに、

当該事業に起因した、事前に予測し

得ない環境影響の程度が著しいこと

が明らかとなった場合は、関係機関

と協議し、専門家の技術的助言を得

ながら、必要に応じて適切な措置を

講じることとしています。 

（「第 7 章第 6 節陸生動物」、「第 7

章第 9 節生態系」及び「第 8 章事後

調査の実施計画」に記載） 

  

貴職が公告および縦覧をしている「木曽岬干拓地整備事業

（第 2 期）」に係る環境影響評価準備書に対し、鳥類保全の見

地から下記のように意見を提出いたします。 

貴職が公告および縦覧をしている「木曽岬干拓地整備事業

（第 2 期）」に係る環境影響評価準備書に対し、鳥類保全の見

地から下記のように意見を提出いたします。 
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10-1-3 

表 10-1-1(3) 準備書に対する意見の概要及び事業者の見解 

番号 意見書の要旨 事業者の見解 

4 

 

 

 

 

営巣環境・採餌環境（保全区）の整備について 

木曽岬干拓地整備事業（第 1 期）で造成した保全区では、こ

れまでチュウヒが繁殖した事実はありません。また、同様の環境

のある岡山県錦海塩田跡地でもチュウヒの繁殖のための保全

区を設定しましたが、失敗しています。今回はこれらのことを踏

まえ、どのように保全区の整備を行うのかが準備書に記載され

ていません。保全区の整備について、目的や方針、方法などに

ついて詳細に記載した準備書を縦覧し直すべきです。 

保全区については、木曽岬干拓

地北部における環境影響評価をう

け、特にチュウヒの生息に適した環

境の形成を目的として実施されてき

たヤナギなどの樹木伐採や外周水

路沿いの草刈り等の環境改善を専

門家の技術的助言を得ながら継続

し、適切に維持管理を行うこととして

います。 

また、環境保全措置の具体的な位

置、仕様等については、事業実施の

施工計画段階で専門家の技術的助

言を踏まえて検討することとしてい

ます。 

さらに、環境保全措置の効果に係

る知見が不十分であると考えられる

ことから、事後調査を実施することと

しています。 

（「第 7 章第 6 節陸生動物」、「第 7

章第 9 節生態系」及び「第 8 章事

後調査の実施計画」に記載） 

5 

 

 

 

 

工事従事者への講習・指導について 

どのような基準、規制にもとづいて講習・指導するのかが記

載されていません。繁殖期のチュウヒは人や車両の接近等に対

しては極めて敏感な鳥類ですから、工事従事者への講習・指導

の方法等について、準備書に明確な基準等を記載すべきです。

環境保全措置の具体的な位置、

仕様等については、事業実施の施工

計画段階で専門家の技術的助言を

踏まえて検討することとしています。

さらに、環境保全措置の効果に係

る知見が不十分であると考えられる

ことから、事後調査を実施することと

しています。 

（「第 7 章第 6 節陸生動物」、「第 7

章第 9 節生態系」及び「第 8 章事

後調査の実施計画」に記載） 

6 

 

 

 
低騒音型建設機械の採用について 

準備書には低騒音型建設機械にはどのような性能や効果が

期待できるものがあるのかが、記載されていません。また、チュ

ウヒは機械だけでなく、人の動きにも敏感な鳥なので、人の動き

についても規制すべきです。そのため、機械の性能や人の動き

の規制基準などについて、それらがもたらす効果を準備書に具

体的に記載すべきです。 

環境保全措置（低騒音型建設機

械の採用）の効果については、「事業

実施区域及び周辺を生息範囲とす

る種への影響を低減することができ

る。」と環境保全措置の検討結果に

記載しています。 

また、環境保全措置として「工事

従事者への講習・指導」を実施する

こととしています。 

なお、環境保全措置の具体的な

位置、仕様等については、事業実施

の施工計画段階で専門家の技術的

助言を踏まえて検討することとして

います。 

（「第 7 章第 6 節陸生動物」及び

「第 7 章第 9 節生態系」に記載） 

  

貴職が公告および縦覧をしている「木曽岬干拓地整備事業

（第 2 期）」に係る環境影響評価準備書に対し、鳥類保全の見

地から下記のように意見を提出いたします。 

貴職が公告および縦覧をしている「木曽岬干拓地整備事業

（第 2 期）」に係る環境影響評価準備書に対し、鳥類保全の見

地から下記のように意見を提出いたします。 

貴職が公告および縦覧をしている「木曽岬干拓地整備事業

（第 2 期）」に係る環境影響評価準備書に対し、鳥類保全の見

地から下記のように意見を提出いたします。 

- 701 -



10-1-4 

 

表 10-1-1(4) 準備書に対する意見の概要及び事業者の見解 

番号 意見書の要旨 事業者の見解 

7 

 

 

 

 

準備書に記載された内容では現在の干拓地で想定される 1

つがいの繁殖を保障できるとは考えられません。上記の内容を

精査して準備書を縦覧し直すか、あるいは第 2 期の開発その

ものを中止すべきです。 

工事中においては、工事施工ヤー

ドは建設発生土ストックヤード計画

地内を極力利用し、工事用道路は既

存道路を利用することにより、工事

による改変を最小限に抑える計画と

しています。供用時においては、建

設発生土の搬出入用道路は、既存

道路を利用する計画としています。

チュウヒについては、環境保全措

置として、「低騒音型建設機械の採

用」、「工事従事者への講習・指導」、

「コンディショニング（馴化）」及び「営

巣環境・採餌環境の整備（保全区の

整備）を実施することとしています。

なお、環境保全措置の効果に係る知

見が不十分であることから、事後調

査を実施することとしています。 

これらのことから、チュウヒに関す

る影響は、事業者により実行可能な

範囲内でできる限り回避又は低減さ

れていると評価します。 

（「第 7 章第 6 節陸生動物」、「第 7

章第 9 節生態系」及び「第 8 章事

後調査の実施計画」に記載） 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チュウヒについては、準備書「第 4 章第 3 節方法書に対する

知事の意見及び事業者の見解」表 4-3-1(3)の中で「保全区に

おいて、チュウヒの営巣環境・採餌環境としての機能を高めるた

めの維持管理を継続実施することとしました。」とありますが、

2021 年以降、保全区で営巣の確認はまだされていません。営

巣環境として機能しているか分からない状態で事業を進めるこ

とに反対します。 

チュウヒに関する環境保全措置

（営巣環境・採餌環境の整備（保全

区の整備））については、その効果に

係る知見が不十分と考えられるた

め、専門家の技術的助言を得なが

ら、チュウヒの生息・繁殖状況を確認

するための事後調査を実施するとと

もに、当該事業に起因した、事前に

予測し得ない環境影響の程度が著

しいことが明らかとなった場合は、関

係機関と協議し、専門家の技術的助

言を得ながら、必要に応じて適切な

措置を講じることとしています。 

（「第 7 章第 6 節陸生動物」、「第 7

章第 9 節生態系」及び「第 8 章事

後調査の実施計画」に記載） 

  

貴職が公告および縦覧をしている「木曽岬干拓地整備事業

（第 2 期）」に係る環境影響評価準備書に対し、鳥類保全の見

地から下記のように意見を提出いたします。 

私たちは木曽岬干拓地鳥類生息調査に１０年以上参加

し、チュウヒを中心に観察してきました。特に今回ストックヤ

ード整備事業が行われる予定区域のあたりを担当した者と

してその経験と環境影響評価準備書の結果を参考に意見

書を提出します。 

環境影響評価準備書のあらましによりますと、その予測

結果にチュウヒについては「本種の生息環境への影響があ

る」、オオタカについては「本種の生息環境への影響は大き

い」とあります。そのため環境保全措置と事後調査を実施

するとあります。 
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10-1-5 

 

表 10-1-1(5) 準備書に対する意見の概要及び事業者の見解 

番号 意見書の要旨 事業者の見解 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
オオタカについては、環境保全措置として「営巣木の移動促

進」とありますが、その移動先は示されておらず、仮に木曽岬干

拓地内の樹林地だとしても 50ha の保全区でチュウヒとオオタ

カの環境保全が可能だとは思えません。 

 

オオタカに関する環境保全措置

（営巣木の移動促進）の位置につい

ては、「木曽岬干拓地内の樹林地

（保全区及びその周辺以外）」として

います。 

環境保全措置の具体的な位置、

仕様等については、事業実施の施工

計画段階で専門家の技術的助言を

踏まえて検討することとしています。

さらに、環境保全措置の効果に係

る知見が不十分であると考えられる

ことから、事後調査を実施することと

しています。 

（「第 7 章第 6 節陸生動物」、「第 7

章第 9 節生態系」及び「第 8 章事

後調査の実施計画」に記載） 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

事後調査においては「チュウヒ及びオオタカのモニタリング調

査」とありますが、事業の途中で営巣が確認された場合、営巣放

棄を避けるため事業の休止を明記する必要があります。 

環境保全措置の効果に係る知見

が不十分と考えられるため、専門家

の技術的助言を得ながら、チュウヒ

の生息・繁殖状況を確認するための

事後調査を実施するとともに、当該

事業に起因した、事前に予測し得な

い環境影響の程度が著しいことが

明らかとなった場合は、関係機関と

協議し、専門家の技術的助言を得な

がら、必要に応じて適切な措置を講

じることとしています。 

（「第 7 章第 6 節陸生動物」、「第 7

章第 9 節生態系」及び「第 8 章事

後調査の実施計画」に記載） 

  

私たちは木曽岬干拓地鳥類生息調査に１０年以上参加

し、チュウヒを中心に観察してきました。特に今回ストックヤ

ード整備事業が行われる予定区域のあたりを担当した者と

してその経験と環境影響評価準備書の結果を参考に意見

書を提出します。 

環境影響評価準備書のあらましによりますと、その予測

結果にチュウヒについては「本種の生息環境への影響があ

る」、オオタカについては「本種の生息環境への影響は大き

い」とあります。そのため環境保全措置と事後調査を実施

するとあります。 

私たちは木曽岬干拓地鳥類生息調査に１０年以上参加

し、チュウヒを中心に観察してきました。特に今回ストックヤ

ード整備事業が行われる予定区域のあたりを担当した者と

してその経験と環境影響評価準備書の結果を参考に意見

書を提出します。 

環境影響評価準備書のあらましによりますと、その予測

結果にチュウヒについては「本種の生息環境への影響があ

る」、オオタカについては「本種の生息環境への影響は大き

い」とあります。そのため環境保全措置と事後調査を実施

するとあります。 
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10-1-6 

 

表 10-1-1(6) 準備書に対する意見の概要及び事業者の見解 

番号 意見書の要旨 事業者の見解 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
チュウヒはヨシ原の減少と餌場環境の悪化によってその数を

減らしてきています。この整備事業によって、チュウヒの生息域

が減少することがあってはなりません。 

工事中においては、工事施工ヤー

ドは建設発生土ストックヤード計画

地内を極力利用し、工事用道路は既

存道路を利用することにより、工事

による改変を最小限に抑える計画と

しています。供用時においては、建

設発生土の搬出入用道路は、既存

道路を利用する計画としています。

チュウヒについては、環境保全措

置として、「低騒音型建設機械の採

用」、「工事従事者への講習・指導」、

「コンディショニング（馴化）」及び「営

巣環境・採餌環境の整備（保全区の

整備）を実施することとしています。

なお、環境保全措置の効果に係る知

見が不十分であることから、事後調

査を実施することとしています。 

これらのことから、チュウヒに関す

る影響は、事業者により実行可能な

範囲内でできる限り回避又は低減さ

れていると評価します。 

（「第 7 章第 6 節陸生動物」、「第 7

章第 9 節生態系」及び「第 8 章事

後調査の実施計画」に記載） 

私たちは木曽岬干拓地鳥類生息調査に１０年以上参加

し、チュウヒを中心に観察してきました。特に今回ストックヤ

ード整備事業が行われる予定区域のあたりを担当した者と

してその経験と環境影響評価準備書の結果を参考に意見

書を提出します。 

環境影響評価準備書のあらましによりますと、その予測

結果にチュウヒについては「本種の生息環境への影響があ

る」、オオタカについては「本種の生息環境への影響は大き

い」とあります。そのため環境保全措置と事後調査を実施

するとあります。 
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10-2-1 

 準備書に対する関係市町長の意見及び事業者の見解 

三重県環境影響評価条例第 19 条に基づく環境保全の見地からの関係市町長の意見とそれに対す

る事業者の見解を表 10-2-1 に示す。また、愛知県知事の意見とそれに対する事業者の見解を表 10-

2-2 に示す。なお、関係市町長である桑名市長及び木曽岬町長からの環境保全の見地からの意見はな

かった。 

 

 

表 10-2-1 準備書に対する弥富市長意見及び事業者の見解 

番号 弥富市長長意見 事業者の見解 

1 

工事関係車両の運行にあたっては、騒音、振動

及び排ガスなど沿道の生活環境への負荷の低減

に配慮するとともに、交通渋滞、通行障害の原因

とならないルート設定に努めること。 

工事中の工事用車両及び供用中の発生車両

の運行にあたっては、騒音、振動及び排ガスなど

沿道の生活環境への負荷の低減に配慮するた

め、第 2 章第 4 節に記載の環境保全の方針及び

準備書第 7 章に記載の選定項目に係る環境保

全措置を実施することとしています。 

また、工事中及び供用中において、周辺道路

の交通渋滞や通行障害の原因とならない運行ル

ートの設定に努めます。 

（「第 2 章第 4 節対象事業の内容に関する事項」

に記載） 

2 

建設発生土を受け入れた際には、定期的な散

水を行うなど土の飛散防止に努めること。 

ストックヤード計画地への建設発生土の受け

入れにあたっては、定期的な散水を行うなど、粉

じん等の発生の低減を図ることにより、土の飛散

防止に努めます。 

（「第 2 章第 4 節対象事業の内容に関する事項」

及び「第 7 章第 1 節大気質」に記載） 

3 

住民等から寄せられた意見に対して、十分な検

討を行い適切な対応をとること。 

事業の実施にあたり、住民等から環境に関す

る意見があった場合には、その意見について十

分な検討を行い、丁寧かつ必要な対応を行うこ

ととします。 

（「第 9 章環境影響評価の総合的な評価」に記

載） 
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10-2-2 

 

表 10-2-2 準備書に対する愛知県知事意見及び事業者の見解 

番号 愛知県知事意見 事業者の見解 

1. 全般的事項 

1 

事業の実施に当たっては、環境影響評価準備

書に記載されている環境保全の方針及び環境保

全措置を確実に実施することはもとより、環境保

全対策に関する最善の利用可能技術を導入する

など、より一層の環境影響の低減に努めること。 

事業の実施に当たっては、第 2 章第 4 節に記

載の環境保全の方針及び第 7 章に記載の選定

項目に係る環境保全措置を確実に実施するとと

もに、環境影響の低減に係る技術開発の状況を

踏まえ、必要に応じ、事業者の実行可能な範囲

内で最善の利用可能技術を導入するなど、より

一層の環境影響の低減に努めます。 

（「第 9 章環境影響評価の総合的な評価」に記

載） 

2 

環境への影響に関して新たな事実が判明した

場合等においては、必要に応じて適切な措置を講

ずること。 

工事中及び供用後において現段階で予測し得

なかった環境保全上の問題が生じた場合には、

環境に及ぼす影響について調査し、必要に応じ

て適切な措置を実施することとしています。 

（「第 9 章環境影響評価の総合的な評価」に記

載） 

2. 大気質 

1 

事業の実施に当たっては、大気環境への影響を

低減するため、排出ガス対策型の建設機械の採

用、散水等の環境保全措置を徹底すること。 

事業実施に当たっては、第 7 章第 1 節に記載

の「排出ガス対策型の建設機械の採用」、「工事

中の散水」、「タイヤ等の洗浄」等の環境保全措

置を実施することにより、大気環境への影響の低

減を図ることとしています。 

3. 動物、生態系  

1 

チュウヒ及びオオタカについては、地域の状況

に精通した専門家等の助言、「チュウヒ保護の進

め方（平成 28 年 6 月、環境省自然環境局野生

生物課）」及び「猛禽類保護の進め方（改訂版）－

特にイヌワシ、クマタカ、オオタカについて－（平成

24 年 12 月、環境省自然環境局野生生物課）」を

踏まえ、適切に環境保全措置を実施するととも

に、できる限り影響が小さい手法により事後調査

を行うこと。 

チュウヒ及びオオタカについては、「チュウヒ保

護の進め方」及び「猛禽類保護の進め方（改訂

版）」等の最新の技術基準に基づき、地域の状況

に精通した専門家等の技術的助言を得ながら、

適切に環境保全措置を実施するとともに、できる

限り生息・繁殖への影響が小さい手法により事

後調査を実施することとします。 

（「第 8 章事後調査の実施計画」に記載） 

4. その他  

2 

評価書の作成に当たっては、住民等の意見に

配慮するとともに、わかりやすい図書となるよう努

めること。 

評価書の作成に当たっては、住民等の意見に

配慮するとともに、環境影響評価の結果をより分

かりやすく記載するという観点から、必要に応じ

て準備書の記載事項を修正し、その旨を評価書

「第 11 章 準備書の記載事項の修正内容」に記載

するなど、可能な限り分かりやすい記述となるよ

う努めました。 

3 

事業の実施に当たっては、今後とも積極的な情

報発信を行うとともに、住民等からの環境に関す

る要望等に適切に対応すること。 

事業の実施に当たっては、工事説明会等の場

を活用して、住民等に対して丁寧に説明を行うこ

ととします。また、住民等から環境に関する要望

等があった場合には、丁寧かつ必要な対応を行

うこととします。 

（「第 9 章環境影響評価の総合的な評価」に記

載） 
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10-3-1 

 準備書に対する知事の意見及び事業者の見解 

三重県環境影響評価条例第 20 条に基づく環境保全の見地からの三重県知事の意見とそれに対す

る事業者の見解を表 10-3-1 に示す。 

 

表 10-3-1(1) 準備書に対する三重県知事意見及び事業者の見解 

番号 三重県知事意見 事業者の見解 

1. 総括的事項 

1 

対象事業実施区域北側の隣接地における

宅地の造成等の事業（以下「第 1 期事業」とい

う。）に係る環境影響評価時の調査及び事後

調査等、長期にわたり現地での調査が行われ

ていることから、環境影響評価書（以下「評価

書」という。」の作成にあたっては、これまでの

調査結果を踏まえたうえで、本事業の実施に

よる環境への影響について、適切に予測及び

評価を行うこと。 

本環境影響評価においては、第 1 期環境影響評

価に係る事後調査等の結果（準備書 p3-1-38：木

曽岬干拓地におけるチュウヒ及びオオタカの繁殖確

認状況 等）を活用し、第 1 期環境影響評価時からの

木曽岬干拓地の植生遷移、保全区の整備状況等を

把握するとともに、現況を基に予測・評価を行いまし

た。 

なお、環境保全措置の実施にあたっては、木曽岬

干拓地の乾燥化・樹林化等の状況及び第 1 期事業

以降の保全区の改善に関わる対応状況、並びに事

後調査の結果を踏まえ、専門家の技術的助言を得な

がら、環境保全措置の具体的な位置・仕様等の検討

並びに適切な維持管理を行うこととします。 

（「第 7 章第 6 節陸生動物」及び「第 7 章第 9 節生

態系」に記載） 

2 

供用時には、有害物質や廃棄物の混入が

あるなどの不適切な土砂を搬入しないよう徹

底するとともに、運搬車両の台数制御等、生

活環境への影響を低減するための適切な受

け入れ管理を実施すること。 

建設発生土ストックヤードの供用にあたっては、受

け入れる建設発生土の土質基準、運搬車両の搬入

台数等を規定した管理運用規定を定め、有害物質

や廃棄物の混入防止を徹底するとともに、事業実施

区域周辺における生活環境への影響の低減を図る

こととします。 

（「第 2 章第 4 節対象事業の内容に関する事項」に

記載） 

3 

環境保全措置の実施にあたっては、中長期

的に継続していく必要があることから、それら

を計画的に実施するよう配慮すること。 

また、本事業の実施中に、盛土完了後の土

地利用方法が明確になるなど、計画の変更が

生じた場合は、変更後の土地利用方法におけ

る影響の予測及び評価を実施し、その結果に

応じて必要な環境保全措置を検討すること。 

環境保全措置は、工事中及び供用中に実施する

こととなるため、中長期的な対応が必要になると認識

しており、関係機関と協議・調整の上、計画的な環境

保全措置の実施に努めることとします。 

また、建設発生土ストックヤードの供用終了後にお

ける土地利用方法は、現段階で未定です。建設発生

土ストックヤード供用終了後の土地利用方法を決定

した段階において、関係法令に基づき、必要な手続

きが行われることとなります。 

4 

本事業の実施にあたっては、環境影響評価

準備書に記載されている環境保全の方針及

び環境保全措置を確実に実施することはもと

より、環境保全対策に関する最善の利用可能

技術を導入するなど、より一層の環境影響の

低減に努めること。 

事業実施にあたっては、準備書第 2 章第 4 節に

記載の「事業実施にあたっての環境保全の方針」及

び環境保全措置を確実に実施するとともに、環境影

響の低減に係る技術開発の状況を踏まえ、必要に応

じ、事業者の実行可能な範囲内でより良い技術の導

入に努めることとします。 

（「第 9 章環境影響評価の総合的な評価」に記載） 
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10-3-2 

 

表 10-3-1(2) 準備書に対する三重県知事意見及び事業者の見解 

番号 三重県知事意見 事業者の見解 

2. 個別的事項 

(1) 大気質 

1 

本事業の実施にあたっては、大気環境への

影響を低減するため、排出ガス対策型の建設

機械を採用するとともに、粉じんの発生抑制

対策等の環境保全措置を徹底すること。 

事業実施にあたっては、準備書第 7 章第 1 節に

記載の「排出ガス対策型の建設機械の採用」、「工

事中の散水」、「タイヤ等の洗浄」等の環境保全措

置を実施することにより、大気環境への影響の低

減を図ることとしています。 

(2) 水質、水生生物 

1 

本事業の実施により多量の建設発生土が

搬入されるため、濁水の流出による水生生物

への影響が懸念されることから、工事中及び

供用中においては沈砂池を適切に維持管理

するなど、必要な措置を講じること。 

事業実施にあたっては、準備書第 2 章第 4 節に

記載のとおり、「沈砂池については、適切な容量の

確保及び管理を行い、その機能の維持に努める」

こととしています。 

また、建設発生土ストックヤードの工事中及び供

用時においては、ストックヤード管理運用規定を定

め、建設発生土の土質性状等により必要な規模の

沈砂池を確保するとともに、定期的な浚渫等により

沈砂池の適切な維持管理を行うことにより、濁水の

流出を防止し、水生生物への影響の低減を図るこ

ととします。 

（「第 2 章第 4 節対象事業の内容に関する事項」

に記載） 

(3) 土地の安定性、水生生物  

1 

本事業の実施により、対象事業実施区域南

側の水路壁面の傾斜及びそれに伴う水生生

物への影響が懸念されることから、盛土造成

による水路壁面への影響について予測及び評

価を実施すること。 

また、施工前の対策、施工中のモニタリング

等、必要な措置を講じること。 

建設発生土ストックヤード供用時の盛土による

木曽川堤防への影響に関する検討結果を参考とし

て、事業実施区域南側水路への影響を推定する

と、南側水路の位置において盛土による地盤の沈

下及び側方変位が生じますが、水路のコンクリート

擁壁が「ブロック積擁壁」※であることから、水路の

コンクリート擁壁が直ちに倒壊・転倒することはな

いと予測されます。 

また、供用時における環境保全措置として、「盛

土高さの遵守」「安定性に配慮した盛土」等を講じ

ることとしており、水平に順次盛り上げる等の土地

の安定性に配慮した盛土を行うことにより、土地の

不安定化の低減を図ることとします。 

さらに、盛土完了時から最終沈下時にかけての

地盤変位に伴い、コンクリート擁壁にクラックなどの

損傷が生じる可能性があることから、供用時に事

業実施区域南側水路付近の盛土を行うにあたって

は、環境保全措置として、「観測修正法」（水路(コン

クリート擁壁)の変状を目視等により把握し、その

結果を施工方法へ反映する）を講じることとしま

す。 

 
※L 型擁壁構造と比較して、背面の地山に対する追従性

が高い構造 

（「第 7 章第 5 節地形及び地質」に記載） 
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10-3-3 

 

表 10-3-1(3) 準備書に対する三重県知事意見及び事業者の見解 

番号 三重県知事意見 事業者の見解 

(4) 陸生動物、陸生植物、水生生物、生態系 

1 

第 1 期事業の実施においては、絶滅のおそ

れのある野生動植物の種の保存に関する法

律（平成 4 年法律第 75 号、以下「種の保存

法」という。）に基づき、国内希少野生動植物

種に指定されているチュウヒ 3 つがい分の繁

殖地を確保する目的で保全区が創出された

ものの、現状では繁殖の成功が確認されてい

ない。このことから、今後実施する保全区の整

備にあたっては、複数の専門家にヒアリングを

行うなど、幅広い意見を踏まえたうえで原因

を検証し、引き続き 3 つがいの繁殖が可能な

草地環境の創出に努めること。 

木曽岬干拓地では、従前から乾燥化・樹林化が

進行し、近年では森林性の猛禽類であるオオタカ

の繁殖が確認される等の変化が生じており、今後

もチュウヒを取り巻く環境の状況が変化する可能

性が考えられます。 

このため、保全区の整備にあたっては、土地の乾

燥化・樹林化を極力防止するためにヤナギなどの

樹木伐採等の環境改善について、複数の専門家か

ら技術的助言を得るなど、幅広い知見に基づき、特

にチュウヒの営巣環境・採餌環境・ねぐら環境に適

した環境の形成に努めることとします。 

（「第 7 章第 6 節陸生動物」及び「第 7 章第 9 節

生態系」に記載） 

2 

対象事業実施区域は、チュウヒの就塒域に

含まれていることから、評価書の作成にあたっ

ては、越冬期におけるチュウヒへの影響につ

いて適切に予測及び評価を行ったうえで、必

要な環境保全措置を検討すること。また、対象

事業実施区域南側の隣接地には、チュウヒの

就塒中心域があることから、保全区だけでは

なく、当該土地においても繁殖及び越冬状況

の調査を実施するとともに、必要に応じて保

全措置を講じるよう検討すること。 

チュウヒについては、「チュウヒ保護の進め方」を

参考に中心就塒域及び就塒域の解析を行ったとこ

ろ、就塒域の一部に土地改変が生じる結果となり

ました。このため、チュウヒのねぐら環境としての機

能を高める環境保全措置（保全区の整備）を実施

することとしました。 

（「第 7 章第 6 節陸生動物」及び「第 7 章第 9 節

生態系」に記載） 

また、事後調査において、チュウヒの繁殖状況及

び越冬状況を確認することとしました。 

なお、事後調査の調査範囲は「事業実施区域及

びその周辺」としており、事業実施区域南側の隣接

地も調査範囲に含まれています。また、事後調査の

結果により、当該事業に起因した、事前に予測し得

ない環境影響の程度が著しいことが明らかとなっ

た場合は、関係機関と協議し、専門家の技術的助

言を得ながら、必要に応じて適切な措置を講じるこ

ととしています。 

（評価書「第 10 章事後調査の実施計画」に記載） 
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10-3-4 

 

表 10-3-1(4) 準備書に対する三重県知事意見及び事業者の見解 

番号 三重県知事意見 事業者の見解 

3 

工事中及び供用中に対象事業実施区域及

びその周辺においてチュウヒの繁殖が確認さ

れた場合は、作業の一時休止等、繁殖を阻害

しないような環境保全措置を講じること。ま

た、事前に工事箇所及び建設発生土の搬入

箇所を区分けしたうえで、チュウヒの繁殖状況

を踏まえて順応的に作業ができるよう、事業

計画を策定すること。 

チュウヒに関する環境保全措置としては、「低騒音

型建設機械の採用」、「工事従事者への講習・指

導」、「営巣環境・採餌環境の整備（保全区の整備）」

に加えて「コンディショニング（馴化）」を実施すること

としています。事業実施の施工計画段階において、

事後調査の結果及び専門家の技術的助言を踏ま

え、「コンディショニング（馴化）」の具体的な位置、仕

様等について検討を行い、チュウヒの繁殖への影響

の低減に努めることとします。 

（「第 7 章第 6 節陸生動物」及び「第 7 章第 9 節生

態系」に記載） 

また、事業実施の施工計画段階における具体的な

土砂の搬入方法等については、建設発生土の受け

入れ量・時期等を踏まえて北側からの段階的施工も

含めて検討する等、木曽岬干拓地におけるチュウヒ

の生息・繁殖への影響の低減に努めることとします。

なお、工事中及び供用中に事業実施区域及びそ

の周辺においてチュウヒの繁殖が確認された場合

は、専門家の技術的助言を得ながら、必要に応じて

作業の一時休止等を含んだ適切な措置を実施する

こととします。 

（「第 2 章第 4 節対象事業の内容に関する事項」に

記載） 

4 

本事業の実施による重要な種及び生態系

の注目種に対する影響について、準備書では

一律に「周辺に同様の環境が存在するので、

影響が小さい」と予測されている箇所が見ら

れるなど、事業実施前後における生息環境の

変化に伴う考察が十分に行われていない。こ

のことから、評価書の作成にあたっては、重要

な種及び生態系の注目種の生態特性及び生

息環境となる植物群落の変化を考慮し、適切

に予測及び評価を行ったうえで、生態系の連

続性に配慮した必要な環境保全措置を検討

すること。なお、本事業の実施による影響が十

分に回避又は低減できないと予測された場合

は、対象事業実施区域内又はその周辺におい

て代償措置の実施を検討すること。 

事業実施区域及びストックヤード計画地における

重要な種の確認状況等を精査し、事業実施による影

響の程度について再検討を行うとともに、必要に応

じて環境保全措置の検討を行いました。 

（「第 7 章第 6 節陸生動物」、「第 7 章第 7 節陸生

植物」、「第 7 章第 8 節水生生物」及び「第 7 章第 9

節生態系」に記載） 
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10-3-5 

 

表 10-3-1(5) 準備書に対する三重県知事意見及び事業者の見解 

番号 三重県知事意見 事業者の見解 

5 

事後調査の実施にあたっては、対象事業実

施区域及びその周辺におけるチュウヒをはじ

めとする希少猛禽類の繁殖状況及び越冬状

況について調査し、「猛禽類保護の進め方」、

「チュウヒ保護の進め方」等の指針に基づいた

解析及び植生調査を実施したうえで、本事業

の実施による影響を評価すること。 

また、専門家へのヒアリングを行い、必要に

応じて追加的な環境保全措置を講じること。

なお、チュウヒの生息域が広域に及んでいる

場合は、周辺の土地利用計画を注視しつつ、

種の保存法を所管する環境省やチュウヒの専

門家など、様々な関係者からの助言を得たう

えで、関係機関と連携するよう努めること。 

事後調査の実施にあたっては、チュウヒ及びオオタ

カ以外の希少猛禽類についてもその確認状況の記

録を行うとともに、植生の状況についても把握し、

「猛禽類保護の進め方」、「チュウヒ保護の進め方」等

の最新の技術基準に基づき、専門家の技術的助言を

得ながら、チュウヒ及びオオタカの生息・繁殖状況に

ついて適切に解析を行うこととします。 

また、事後調査の実施にあたり、写真撮影により視

覚的に土地改変・植生状況を確認することにより、チ

ュウヒ及びオオタカ等の希少猛禽類への影響につい

て把握し、必要に応じて適切な措置を講じることとし

ます。 

（「第 8 章事後調査の実施計画」に記載） 

なお、事後調査の結果、チュウヒの高利用域が木

曽岬干拓地周辺に広く分布している場合等には、種

の保存法を所管する環境省等の関係機関への情報

提供等の必要な対応を行うこととします。 

6 

対象事業実施区域及びその周辺において、

特定外来生物であるヌートリアが多数確認さ

れており、保全区の生態系への影響が懸念さ

れる。その防除にあたっては、関係機関と連携

して対応するとともに、保全区の水位調節等、

繁殖を阻害するような対策についても検討す

ること。 

環境保全措置（保全区の整備）の実施にあたって

は、保全区の生態系への影響が懸念されるヌートリ

アの防除に繋がる可能性がある保全区の池の水位

調節等について、専門家の技術的助言を得ながら、

関係機関と協議・調整の上、事業者により実行可能

な範囲内で検討を行うこととします。 
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第11章 準備書の記載事項の修正内容 

環境影響評価書の作成にあたり、三重県環境影響評価条例第第 20 条に基づく知事意見等を勘案し

て、環境影響評価準備書の記載事項について検討を加え、修正した内容を表 11-1 に示す。 

なお、表現の適正化及び誤字・脱字等の訂正については、適宜行った。 

 

 

表 11-1(1) 準備書の記載事項の修正内容 

評価書の項 準備書 評価書 

p2-11 

第 2 章第 4 節 

（4.3 事業実施にあたっての環境保全の方針）

・工事用車両及び発生車両の運行ルートは、

できる限り集落や市街地における生活道路

の通過を避けた既存道路を利用する計画と

する。 

 

 

 

・沈砂池の設置や盛土の転圧により、水の濁

りの発生を抑え、工事による濁水の流出を防

止する計画とする。なお、沈砂池について

は、適切な容量の確保及び管理を行い、そ

の機能の維持に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建設発生土の受け入れにあたっては、具体

的な管理運用方法を定め、基準に適合した

建設発生土を受け入れる。 

 

・工事用車両及び発生車両の運行ルート

は、できる限り集落や市街地における生活

道路の通過を避けた既存道路を利用する

計画とするとともに、周辺道路の交通渋滞

や通行障害の原因とならない運行ルートの

設定に努めます。 

 

・沈砂池の設置や盛土の転圧により、水の

濁りの発生を抑え、工事による濁水の流出

を防止する計画とする。 

・建設発生土ストックヤードの工事中及び

供用時においては、ストックヤード管理運

用規定を定め、建設発生土の土質性状等

により必要な規模の沈砂池を確保するとと

もに、定期的な浚渫等により沈砂池の適切

な維持管理を行うことにより、濁水の流出

を防止し、水生生物への影響の低減を図

る。 

 

・事業実施の施工計画段階における具体

的な土砂の搬入方法等については、建設

発生土の受け入れ量・時期等を踏まえて北

側からの段階的施工も含めて検討する

等、木曽岬干拓地におけるチュウヒの生

息・繁殖への影響の低減に努める。なお、

工事中及び供用中に事業実施区域及びそ

の周辺においてチュウヒの繁殖が確認され

た場合は、専門家の技術的助言を得なが

ら、必要に応じて作業の一時休止等を含ん

だ適切な措置を実施する。 

 

・建設発生土ストックヤードの供用にあたっ

ては、受け入れる建設発生土の土質基準、

運搬車両の搬入台数等を規定した管理運

用規定を定め、有害物質や廃棄物の混入

防止を徹底するとともに、事業実施区域周

辺における生活環境への影響の低減を図

る。 
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表 11-2(2) 準備書の記載事項の修正内容 

評価書の項 準備書 評価書 

p3-2-13 

第 3 章第 2 節 

（ 2）下水道の普及状況） 

― 

 

本文及び表の変更 

p5-3-4 

第 5 章第 3 節 

表 5-2-2(1) 

（二酸化硫黄 一酸化炭素） 

選定及び非選定理由 

事業実施区域及びその周辺には、一酸化炭

素及び二酸化硫黄の現況濃度が比較的高

い地域（日平均値の 2％除外値が環境基準

（長期的評価）の 1/2 以上になる地域）が存

在しないため、工事の実施に係る一酸化炭

素及び二酸化硫黄による影響が考えられな

いことから、環境影響評価の項目として選定

しない。 

 

 

事業実施区域及びその周辺には、一酸化

炭素及び二酸化硫黄の現況濃度が比較的

高い地域（日平均値の 2％除外値が環境

基準（長期的評価）の 1/2 以上になる地

域）が存在しない。さらに、二酸化硫黄につ

いては燃料などの発生源対策が図られ、

一酸化炭素については、これまでの自動車

排出ガス規制により低減が図られており、

工事の実施に係る一酸化炭素及び二酸化

硫黄による影響が考えられないことから、

環境影響評価の項目として選定しない。 

p5-3-7 

第 5 章第 3 節 

表 5-2-3(1) 

（二酸化硫黄 一酸化炭素） 

選定及び非選定理由 

事業実施区域及びその周辺には、一酸化炭

素及び二酸化硫黄の現況濃度が比較的高

い地域（日平均値の 2％除外値が環境基準

（長期的評価）の 1/2 以上になる地域）が存

在しないため、土地又は工作物の存在及び

供用に係る一酸化炭素及び二酸化硫黄によ

る影響が考えられないことから、環境影響評

価の項目として選定しない。 

 

 

事業実施区域及びその周辺には、一酸化

炭素及び二酸化硫黄の現況濃度が比較的

高い地域（日平均値の 2％除外値が環境

基準（長期的評価）の 1/2 以上になる地

域）が存在しない。さらに、二酸化硫黄につ

いては燃料などの発生源対策が図られ、

一酸化炭素については、これまでの自動車

排出ガス規制により低減が図られており、

土地又は工作物の存在及び供用に係る一

酸化炭素及び二酸化硫黄による影響が考

えられないことから、環境影響評価の項目

として選定しない。 

p7-5-5 

第 7 章第 5 節 

（①側方流動） 

盛土法尻からの距離が 77m の位置におい

て、沈下量及び側方変位量がともに 0m とな

った。 

ストックヤード計画地は、木曽川堤防及び木

曽岬干拓地メガソーラー発電所から 80m 

以上離れた位置に計画していることから、側

方流動に関する土地の安定性への影響は極

めて小さいと予測される。 

 

盛土法尻からの距離が 77m の位置におい

て、盛土完了時沈下量、最終沈下時沈下量

及び側方変位量がともに 0m となった。 

ストックヤード計画地は、木曽川堤防及び

木曽岬干拓地メガソーラー発電所から

80m 以上離れた位置に計画していること

から、木曽川堤防及び木曽岬干拓地メガソ

ーラー発電所の方向への側方流動に関す

る土地の安定性への影響は極めて小さい

と予測される。 

また、ストックヤード計画地南側水路（離隔

距離：約 15m）においては、盛土による地

盤の沈下及び側方変位が生じるものの、

水路のコンクリート擁壁が「ブロック積擁

壁」※であることから、水路のコンクリート擁

壁が直ちに倒壊・転倒することはないと予

測される。 

※L 型擁壁構造と比較して、背面の地山に対す

る追従性が高い構造 
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表 11-1(3) 準備書の記載事項の修正内容 

評価書の項 準備書 評価書 

p7-5-5 

第 7 章第 5 節 

表 7-5-3 

― 表の修正 

p7-5-7 

第 7 章第 5 節 

表 7-5-5 

（環境保全措置の検討の状況） 

― 

 

観測修正法※ 適 

盛土時における観測結果を施工方法へ反

映することにより、土地の不安定化の低減

が見込まれる。 
※ 観測修正法は、土地の安定性の状況を観測

し、その結果を施工方法等に反映させる方法で

ある。 

p7-5-8 

第 7 章第 5 節 

（（2）環境保全措置の実施主体、方法その他

の環境保全措置の実施の内容） 

環境保全措置としては、「盛土高さの遵守」、

「安定性に配慮した盛土」、「適切な土質管

理」及び「転圧の実施」を実施する。 

 

 

環境保全措置としては、「盛土高さの遵

守」、「安定性に配慮した盛土」、「観測修正

法」、「適切な土質管理」及び「転圧の実施」

を実施する。 

p7-5-8 

第 7 章第 5 節 

表 7-5-6(3) 

（環境保全措置の検討結果） 

― 

 

表追加 

p7-5-9 

第 7 章第 5 節 

（①回避又は低減に係る評価） 

さらに、環境保全措置として、表 7-5-6 に示

す「盛土高さの遵守」、「安定性に配慮した盛

土」、「適切な土質管理」及び「転圧の実施」

を実施する。 

 

さらに、環境保全措置として、表 7-5-6 に

示す「盛土高さの遵守」、「安定性に配慮し

た盛土」、「観測修正法」、「適切な土質管

理」及び「転圧の実施」を実施する。 

p7-6-53～72 

第 7 章第 6 節 

表 7-6-14 

(1)～(20) 

( a)陸上昆虫類の生息状況) 

― 

 

表の追加 

p7-6-75～72 

第 7 章第 6 節 

表 7-6-16 

(1)～(4) 

( a)クモ類の生息状況) 

― 

 

表の追加 

p7-6-84～87 

第 7 章第 6 節 

表 7-6-20 

(1)～(4) 

( a)土壌動物の生息状況) 

― 

 

表の追加 

p7-6-89 

第 7 章第 6 節 

図 7-6-16 

（陸生動物の予測手順） 

― 

 

図の修正 
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表 11-1(4) 準備書の記載事項の修正内容 

評価書の項 準備書 評価書 

p7-6-92 

第 7 章第 6 節 

表 7-6-22(1) 

（重要な種の予測結果概要（哺乳類）） 

カヤネズミ C C 

 

カヤネズミ B B 

p7-6-92 

第 7 章第 6 節 

表 7-6-22(2) 

（重要な種の予測結果概要（鳥類）） 

タゲリ C C 

ミサゴ D D 

ハイイロチュウヒ C C 

ハイタカ C C 

オオムシクイ C C 

アカハラ C C 

コサメビタキ C C 

キビタキ C C 

 

ミサゴ 水域  無 

 
注）調査地域には本種の生息環境は存在しない

が、カッコ内に記載の環境を採餌環境の一部とし

て利用していると考えられる。 

 

タゲリ B B 

ミサゴ B B 

ハイイロチュウヒ B B 

ハイタカ B B 

オオムシクイ B B 

アカハラ B B 

コサメビタキ B B 

キビタキ B B 

 

ミサゴ 水域、草地・樹林地  有 

 
注）調査地域には本種の生息環境は存在しな

いが、カッコ内に記載の環境を生息環境の一部

として利用していると考えられる。 

p7-6-93 

第 7 章第 6 節 

表 7-6-22(4) 

（重要な種の予測結果概要（陸上昆虫類）） 

ノシメトンボ C C 

ハイイロボクトウ C C 

 

ノシメトンボ B B 

ハイイロボクトウ B B 

p7-6-93 

第 7 章第 6 節 

表 7-6-22(5) 

（重要な種の予測結果概要（クモ類）） 

オニグモ C C 

コガネグモ C C 

シロオビトリノフンダマシ C C 

 

オニグモ B B 

コガネグモ B B 

シロオビトリノフンダマシ B B 

p7-6-94～136 

第 7 章第 6 節 

表 7-6-23～59 

― 確認位置、工事の実施による影響の予測、

土地の存在及び評価による影響の予測の

修正 

p7-6-137 

第 7 章第 6 節 

（①チュウヒ） 

チュウヒについては、工事の実施及び土地の

存在・供用による生息環境への影響があると

予測されたため、事業者の実行可能な範囲

内で環境影響をできる限り回避又は低減す

ることを目的として表 7-6-60 に示すとお

り、環境保全措置の検討を行った。 

 

チュウヒについては、工事の実施及び土地

の存在・供用による生息環境（営巣環境・

採餌環境・ねぐら環境）への影響があると

予測されたため、事業者の実行可能な範

囲内で環境影響をできる限り回避又は低

減することを目的として表 7-6-60 に示す

とおり、環境保全措置の検討を行った。 

p7-6-137 

第 7 章第 6 節 

表 7-6-60 

― 表の修正 

p7-6-138 

第 7 章第 6 節 

表 7-6-61 

― 表の修正 
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表 11-1(5) 準備書の記載事項の修正内容 

評価書の項 準備書 評価書 

p7-6-138 

第 7 章第 6 節 

― ③チュウヒ・オオタカ以外の項目追加 

p7-6-139 

第 7 章第 6 節 

（①チュウヒ） 

チュウヒに関する環境保全措置としては、

「低騒音型建設機械の採用」、「工事従事者

への講習・指導」、「コンディショニング（馴

化）」及び「営巣環境・採餌環境の整備（保

全区の整備）」を実施する。保全区について

は、木曽岬干拓地北部における環境影響評

価をうけ、特にチュウヒの生息に適した環境

の形成を目的として実施されてきたヤナギ

などの樹木伐採や外周水路沿いの草刈り

等の環境改善を専門家の技術的助言を得

ながら継続しながら、適切に維持管理を行

うものとする。 

 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、

環境保全措置の実施内容等の検討結果を

表 7-6-63(1)～(4)に示す。なお、環境保

全措置の具体的な位置、仕様等について

は、事業実施の施工計画段階で専門家の

技術的助言を踏まえて検討する。 

 

 

 

チュウヒに関する環境保全措置としては、

「低騒音型建設機械の採用」、「工事従事者

への講習・指導」、「コンディショニング（馴

化）」及び「営巣環境・採餌・ねぐら環境の整

備（保全区の整備）」を実施する。保全区に

ついては、木曽岬干拓地北部における環境

影響評価をうけ、特にチュウヒの生息に適し

た環境の形成を目的として実施されてきた

ヤナギなどの樹木伐採や外周水路沿いの

草刈り等の環境改善を専門家の技術的助

言を得ながら継続し、適切に維持管理を行

うものとする。 

 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、

環境保全措置の実施内容等の検討結果を

表 7-6-63(1)～(4)に示す。なお、環境保

全措置の実施にあたっては、木曽岬干拓地

の乾燥化・樹林化等の状況及び第 1 期事業

以降の保全区の改善に関わる対応状況等、

並びに事後調査の結果を踏まえ、専門家の

技術的助言を得ながら、事業実施の施工計

画段階における環境保全措置の具体的な

位置・仕様等の検討並びに適切な維持管理

を行う。 

p7-6-140 

第 7 章第 6 節 

（②オオタカ） 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、

環境保全措置の実施内容等の検討結果を

表 7-6-64(1)～(4)に示す。なお、環境保

全措置の具体的な位置、仕様等について

は、事業実施の施工計画段階で専門家の

技術的助言を踏まえて検討する。 

 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、

環境保全措置の実施内容等の検討結果を

表 7-6-4(1)～(4)に示す。なお、環境保全

措置の実施にあたっては、事後調査の結果

を踏まえ、専門家の技術的助言を得なが

ら、事業実施の施工計画段階における環境

保全措置の具体的な位置・仕様等の検討を

行う。 

p7-6-142 

第 7 章第 6 節 

― ③チュウヒ・オオタカ以外の項目追加 
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表 11-1(6) 準備書の記載事項の修正内容 

評価書の項 準備書 評価書 

p7-6-143 

第 7 章第 6 節 

（(1)事後調査の必要性） 

予測は、重要な種の生息に及ぼす影響の程

度を生態学的な知見や類似事例を参考に

行っていることから、不確実性は小さいと考

えられるが、環境保全措置（低騒音型建設

機械の採用、工事従事者への講習・指導、

コンディショニング（馴化）、営巣木の移動促

進及び営巣環境・採餌環境の整備（保全区

の整備））については、その効果に係る知見

が不十分であると考えられることから、表

7-6 66に示すとおり、事後調査を実施する

ものとする。 

 

予測は、重要な種の生息に及ぼす影響の程

度を生態学的な知見や類似事例を参考に

行っていることから、不確実性は小さいと考

えられるが、チュウヒ及びオオタカに関する

環境保全措置（低騒音型建設機械の採用、

工事従事者への講習・指導、コンディショニ

ング（馴化）、営巣木の移動促進及び営巣環

境・採餌環境・ねぐら環境の整備（保全区の

整備））については、その効果に係る知見が

不十分であると考えられることから、表 7-6 

66 に示すとおり、事後調査を実施するもの

とする。 

p7-6-143 

第 7 章第 6 節 

表 7-6-66 

（調査方法） 

定点観察調査による生息・繁殖状況の確認

 

定点観察調査による生息・繁殖状況の確認

写真撮影による視覚的な植生状況の確認 

p7-6-144 

第 7 章第 6 節 

（①回避又は低減に係る評価） 

予測の結果、チュウヒ及びオオタカを除く陸

生動物については、生息環境への影響はな

い又は極めて小さいと予測された。 

チュウヒについては、環境保全措置として、

「低騒音型建設機械の採用」、「工事従事者

への講習・指導」、「コンディショニング（馴

化）」及び「営巣環境・採餌環境の整備（保

全区の整備）」を実施することとしている。ま

た、オオタカについては、環境保全措置とし

て、「低騒音型建設機械の採用」、「工事従

事者への講習・指導」、「コンディショニング

（馴化）」及び「営巣木の移動促進」を実施す

ることとしている。 

 

予測の結果、チュウヒ及びオオタカ、カヤネ

ズミ、タゲリ、ミサゴ、ハイイロチュウヒ、ハイ

タカ、オオムシクイ、アカハラ、コサメビタキ、

キビタキ、ノシメトンボ、ハイイロボクトウ、オ

ニグモ、コガネグモ、シロオビトリノフンダマ

シを除く陸生動物については、生息環境へ

の影響はない又は極めて小さいと予測され

た。 

チュウヒについては、環境保全措置として、

「低騒音型建設機械の採用」、「工事従事者

への講習・指導」、「コンディショニング（馴

化）」及び「営巣環境・採餌環境・ねぐら環境

の整備（保全区の整備）」を実施することと

している。また、オオタカについては、環境

保全措置として、「低騒音型建設機械の採

用」、「工事従事者への講習・指導」、「コンデ

ィショニング（馴化）」及び「営巣木の移動促

進」を実施することとしている。 

さらに、カヤネズミ、タゲリ、ミサゴ、ハイイロ

チュウヒ、ハイタカ、オオムシクイ、アカハラ、

コサメビタキ、キビタキ、ノシメトンボ、ハイイ

ロボクトウ、オニグモ、コガネグモ、シロオビ

トリノフンダマシについては、「低騒音型建

設機械の採用」、「工事従事者への講習・指

導」、「緑地の確保」及び「草地環境の整備

（保全区の整備）」を実施することとしてい

る。 
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表 11-1(7) 準備書の記載事項の修正内容 

評価書の項 準備書 評価書 

p7-7-10 

第 7 章第 7 節 

表 7-7-7(1) 

（確認種数） 
41 目 96 科 474 種 

 
42 目 97 科 474 種 

p7-7-11 

第 7 章第 7 節 

（a）植物相の生育状況） 
現地調査の結果、表 7-7-8 に示すとおり、
41 目 96 科 474 種の植物が確認された。

 
現地調査の結果、表 7-7-8 に示すとおり、
42 目 97 科 474 種の植物が確認された。

p7-7-11～21 

第 7 章第 7 節 

表 7-7-8 

(1)～(11) 

― 表の追加 

p7-7-28 

第 7 章第 7 節 

図 7-7-5 

― 図の修正 

p7-7-31～34 

第 7 章第 7 節 

表 7-7-13 

(1)～(7) 

― 工事の実施による影響の予測、土地の存在
及び評価による影響の予測の修正 

p7-8-22 

第 7 章第 8 節 

表 7-8-7 

― 図の修正 

p7-8-25～37 

第 7 章第 8 節 

表 7-8-15～17 

― 工事の実施による影響の予測、土地の存在
及び評価による影響の予測の修正 

p7-9-7 

第 7 章第 9 節 

表 7-9-4(2) 

（確認種数等） 
42 目 98 科 474 種 

 
42 目 97 科 474 種 

p7-9-7 

第 7 章第 9 節 

（b）地域を特徴づける生態系の注目種等）
抽出した注目種等及びその選定理由を表
7-9-8 に示す。 

 
抽出した注目種等及びその選定理由を表
7-9-8 に、確認位置を図 7-9-4 に示す。

p7-9-10 

第 7 章第 9 節 

（ｲ. 干拓地の生態系） 
また、これらの動物の一部をチュウヒ、オオ
タカ等の猛禽類が捕食する。 
 
 
― 

 
また、これらの動物の一部をチュウヒ、オオ
タカ等の猛禽類やキツネ等の中型哺乳類が
捕食する。 
 
なお、上記の種以外に現地調査での確認は
少ないものの、ヌートリア、アライグマ、ハク
ビシン等の外来種が確認されており、今後、
これら外来種の分布拡大による地域の生態
系への被害が懸念される。 

p7-9-11 

第 7 章第 9 節 

図 7-9-3 

― 図の修正 

p7-9-16～32 

第 7 章第 9 節 

図 7-9-4 

(1)～(17) 

― 図の追加 

p7-9-35 

第 7 章第 9 節 

表 7-9-11 

― 表の修正 
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表 11-1(8) 準備書の記載事項の修正内容 

評価書の項 準備書 評価書 

p7-9-36～40 

第 7 章第 9 節 

表 7-9-13 

(1)～(5) 

― 工事の実施による影響の予測、土地の存在

及び評価による影響の予測の修正 

p7-9-42 

第 7 章第 9 節 

表 7-9-14 

― 表の修正 

p7-9-43 

第 7 章第 9 節 

表 7-9-15 

― 表の修正 

p7-9-43 

第 7 章第 9 節 

― ③チュウヒ・オオタカ以外の項目追加 

p7-9-44 

第 7 章第 9 節 

（①チュウヒ） 

チュウヒに関する環境保全措置としては、

「低騒音型建設機械の採用」、「工事従事者

への講習・指導」、「コンディショニング（馴

化）」及び「営巣環境・採餌環境の整備（保

全区の整備）」を実施する。保全区について

は、木曽岬干拓地北部における環境影響評

価をうけ、特にチュウヒの生息に適した環境

の形成を目的として実施されてきたヤナギ

などの樹木伐採や外周水路沿いの草刈り

等の環境改善を専門家の技術的助言を得

ながら継続しながら、適切に維持管理を行

うものとする。 

 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、

環境保全措置の実施内容等の検討結果を

表 7-9-16(1)～(4)に示す。なお、環境保

全措置の具体的な位置、仕様等について

は、事業実施の施工計画段階で専門家の

技術的助言を踏まえて検討する。 

 

 

 

チュウヒに関する環境保全措置としては、

「低騒音型建設機械の採用」、「工事従事者

への講習・指導」、「コンディショニング（馴

化）」及び「営巣環境・採餌・ねぐら環境の整

備（保全区の整備）」を実施する。保全区に

ついては、木曽岬干拓地北部における環境

影響評価をうけ、特にチュウヒの生息に適し

た環境の形成を目的として実施されてきた

ヤナギなどの樹木伐採や外周水路沿いの

草刈り等の環境改善を専門家の技術的助

言を得ながら継続し、適切に維持管理を行

うものとする。 

 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、

環境保全措置の実施内容等の検討結果を

表 7-9-16(1)～(4)に示す。なお、環境保

全措置の実施にあたっては、木曽岬干拓地

の乾燥化・樹林化等の状況及び第 1 期事業

以降の保全区の改善に関わる対応状況等、

並びに事後調査の結果を踏まえ、専門家の

技術的助言を得ながら、事業実施の施工計

画段階における環境保全措置の具体的な

位置・仕様等の検討並びに適切な維持管理

を行う。 

p7-9-45 

第 7 章第 9 節 

（②オオタカ） 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、

環境保全措置の実施内容等の検討結果を

表 7-9-17(1)～(4)に示す。なお、環境保

全措置の具体的な位置、仕様等について

は、事業実施の施工計画段階で専門家の

技術的助言を踏まえて検討する。 

 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、

環境保全措置の実施内容等の検討結果を

表 7-9-17(1)～(4)に示す。なお、環境保

全措置の実施にあたっては、事後調査の結

果を踏まえ、専門家の技術的助言を得なが

ら、事業実施の施工計画段階における環境

保全措置の具体的な位置・仕様等の検討を

行う。 

p7-9-47 

第 7 章第 9 節 

― ③チュウヒ・オオタカ以外の項目追加 
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表 11-1(9) 準備書の記載事項の修正内容 

評価書の項 準備書 評価書 

p7-9-48 

第 7 章第 9 節 

（(1)事後調査の必要性） 

予測は、重要な種の生息に及ぼす影響の程

度を生態学的な知見や類似事例を参考に

行っていることから、不確実性は小さいと考

えられるが、環境保全措置（低騒音型建設

機械の採用、工事従事者への講習・指導、

コンディショニング（馴化）、営巣木の移動促

進及び営巣環境・採餌環境の整備（保全区

の整備））については、その効果に係る知見

が不十分であると考えられることから、表

7-6 66に示すとおり、事後調査を実施する

ものとする。 

 

予測は、重要な種の生息に及ぼす影響の程

度を生態学的な知見や類似事例を参考に

行っていることから、不確実性は小さいと考

えられるが、チュウヒ及びオオタカに関する

環境保全措置（低騒音型建設機械の採用、

工事従事者への講習・指導、コンディショニ

ング（馴化）、営巣木の移動促進及び営巣環

境・採餌環境・ねぐら環境の整備（保全区の

整備））については、その効果に係る知見が

不十分であると考えられることから、表 7-6 

66 に示すとおり、事後調査を実施するもの

とする。 

p7-9-48 

第 7 章第 9 節 

表 7-9-18 

（調査方法） 

定点観察調査による生息・繁殖状況の確認

 

定点観察調査による生息・繁殖状況の確認

写真撮影による視覚的な植生状況の確認 

p7-9-49 

第 7 章第 9 節 

（①回避又は低減に係る評価） 

なお、環境保全措置の効果に係る知見が不

十分であることから、事後調査を実施する。

 

さらに、カヤネズミ、オオヨシキリ及びヨシ等

の草本群落については、「低騒音型建設機

械の採用」、「工事従事者への講習・指導」

及び「緑地の確保」を実施することとしてい

る。 

なお、チュウヒ及びオオタカに関する環境保

全措置の効果に係る知見が不十分であるこ

とから、事後調査を実施する。 

p8-1 

第 8 章 

事後調査の内容を表 8-1 に示す。 事後調査の内容を表8-1に、事後調査の実

施計画を表 8-2 に示す。 

p8-1 

第 8 章 

表 8-1 

（事後調査を行うこととした理由） 

環境保全措置（低騒音型建設機械の使用、

工事従事者への講習・指導、コンディショニ

ング（馴化）、営巣木の移動促進及び営巣環

境・採餌環境の整備（保全区の整備））につ

いては、その効果に係る知見が不十分であ

るため 

 

（調査方法） 

定点観察調査による生息・繁殖状況の確認

 

環境保全措置（低騒音型建設機械の使用、

工事従事者への講習・指導、コンディショニ

ング（馴化）、営巣木の移動促進及び営巣環

境・採餌環境・ねぐら環境の整備（保全区の

整備））については、その効果に係る知見が

不十分であるため 

 

 

定点観察調査による生息・繁殖状況の確認

写真撮影による視覚的な植生状況の確認 

p8-2 

第 8 章 

表 8-2 

― 表 8-2 事後調査の実施計画の追加 
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表 11-1(10) 準備書の記載事項の修正内容 

評価書の項 準備書 評価書 

p9-1 

第 9 章 

― 事業実施にあたっては、第 2 章第 4 節に記

載の「事業実施にあたっての環境保全の方

針」及び環境保全措置を確実に実施すると

ともに、環境影響の低減に係る技術開発の

状況を踏まえ、必要に応じ、事業者の実行

可能な範囲内でより良い技術の導入に努め

る。 

また、事業の実施にあたっては、工事説明

会等の場を活用して、住民等に対して丁寧

に説明を行う。事業の実施にあたり、住民等

から環境に関する意見があった場合には、

その意見について十分な検討を行い、丁寧

かつ必要な対応を行う。 

p9-14 

第 9 章 

表 9-1(13) 

（予測結果） 

盛土法尻からの距離が 77m の位置におい

て、沈下量及び側方変位量がともに 0m と

なった。 

ストックヤード計画地は、木曽川堤防及び

木曽岬干拓地メガソーラー発電所から

80m 以上離れた位置に計画していること

から、側方流動に関する土地の安定性への

影響は極めて小さいと予測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境保全措置） 

― 

 

（評価結果） 

さらに、環境保全措置として、「盛土高さの

遵守」、「安定性に配慮した盛土」、「適切な

土質管理」及び「転圧の実施」を実施する。

これらのことから、土地の存在及び供用（造

成地の存在、土地の利用）に係る土地の安

定性に関する影響は、事業者により実行可

能な範囲内でできる限り回避又は低減され

ていると評価する。 

 

盛土法尻からの距離が 77m の位置におい

て、盛土完了時沈下量、最終沈下時沈下量

及び側方変位量がともに 0m となった。 

ストックヤード計画地は、木曽川堤防及び

木曽岬干拓地メガソーラー発電所から

80m 以上離れた位置に計画していること

から、木曽川堤防及び木曽岬干拓地メガソ

ーラー発電所の方向への側方流動に関する

土地の安定性への影響は極めて小さいと予

測される。 

また、ストックヤード計画地南側水路（離隔

距離：約 15m）においては、盛土による地盤

の沈下及び側方変位が生じるものの、水路

のコンクリート擁壁が「ブロック積擁壁」※で

あることから、水路のコンクリート擁壁が直

ちに倒壊・転倒することはないと予測され

る。 
※L 型擁壁構造と比較して、背面の地山に対す

る追従性が高い構造 

 

（環境保全措置） 

観測修正法の追加 

 

（評価結果） 

さらに、環境保全措置として、「盛土高さの

遵守」、「安定性に配慮した盛土」、「観測修

正法」、「適切な土質管理」及び「転圧の実

施」を実施する。 

これらのことから、土地の存在及び供用（造

成地の存在、土地の利用）に係る土地の安

定性に関する影響は、事業者により実行可

能な範囲内でできる限り回避又は低減され

ていると評価する。 
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表 11-1(11) 準備書の記載事項の修正内容 

評価書の項 準備書 評価書 

p9-15 

第 9 章 

表 9-1(14) 

（予測結果） 

カヤネズミ C C 

タゲリ C C 

ミサゴ D D 

ハイイロチュウヒ C C 

ハイタカ C C 

オオムシクイ C C 

アカハラ C C 

コサメビタキ C C 

キビタキ C C 

ノシメトンボ C C 

ハイイロボクトウ C C 

オニグモ C C 

コガネグモ C C 

シロオビトリノフンダマシ C C 

 

（環境保全措置） 

― 

 

（事後調査） 

定点観察調査による生息・繁殖状況の確認

 

 

（評価結果） 

予測の結果、チュウヒ及びオオタカを除く陸

生動物については、生息環境への影響はな

い又は極めて小さいと予測された。 

 

カヤネズミ B B 

タゲリ B B 

ミサゴ B B 

ハイイロチュウヒ B B 

ハイタカ B B 

オオムシクイ B B 

アカハラ B B 

コサメビタキ B B 

キビタキ B B 

ノシメトンボ B B 

ハイイロボクトウ B B 

オニグモ B B 

コガネグモ B B 

シロオビトリノフンダマシ B B 

 

 

緑地の確保、草地環境の整備（保全区の整

備）追加 

 

定点観察調査による生息・繁殖状況の確認

写真撮影による視覚的な植生状況の確認 

 

 

予測の結果、チュウヒ及びオオタカ、カヤネ

ズミ、タゲリ、ミサゴ、ハイイロチュウヒ、ハイ

タカ、オオムシクイ、アカハラ、コサメビタキ、

キビタキ、ノシメトンボ、ハイイロボクトウ、オ

ニグモ、コガネグモ、シロオビトリノフンダマ

シを除く陸生動物については、生息環境へ

の影響はない又は極めて小さいと予測され

た。 

さらに、カヤネズミ、タゲリ、ミサゴ、ハイイロ

チュウヒ、ハイタカ、オオムシクイ、アカハラ、

コサメビタキ、キビタキ、ノシメトンボ、ハイイ

ロボクトウ、オニグモ、コガネグモ、シロオビ

トリノフンダマシについては、「低騒音型建

設機械の採用」、「工事従事者への講習・指

導」、「緑地の確保」及び「草地環境の整備

（保全区の整備）」を実施することとしてい

る。 

p9-16 

第 9 章 

表 9-1(15) 

（調査結果） 

41 目 96 科 474 種 

 

42 目 97 科 474 種 
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表 11-1(12) 準備書の記載事項の修正内容 

評価書の項 準備書 評価書 

p9-17 

第 9 章 

表 9-1(16) 

（調査結果） 

41 目 98 科 474 種 

 

（予測結果） 

カヤネズミ C C 

オオヨシキリ C C 

ヨシ等の草本群落 C C 

 

（環境保全措置） 

― 

 

（事後調査） 

定点観察調査による生息・繁殖状況の確認

 

（評価） 

さらに、カヤネズミ、オオヨシキリ及びヨシ等

の草本群落については、「低騒音型建設機

械の採用」、「工事従事者への講習・指導」

及び「緑地の確保」を実施することとしてい

る。なお、チュウヒ及びオオタカに関する環

境保全措置の効果に係る知見が不十分で

あることから、事後調査を実施する。 

 

42 目 97 科 474 種 

 

 

カヤネズミ B B 

オオヨシキリ B B 

ヨシ等の草本群落 B B 

 

 

緑地の確保、草地環境の整備（保全区の整

備）追加 

 

定点観察調査による生息・繁殖状況の確認

写真撮影による視覚的な植生状況の確認 

 

なお、環境保全措置の効果に係る知見が不

十分であることから、事後調査を実施する。

 

- 723 -



12-1 

第12章 対象事業に係る主な許認可等 

対象事業を実施するにあたり、必要な法令等の規定による許認可等の種類及び内容を表 12-1 に示

す。 

 

表 12-1 対象事業に係る許認可等 

種類 
内容 

法令等名称 条項 

通知 
三重県自然環境保全条例 

（平成 15 年三重県条例第 2 号） 
条例第 46 条の規定に基づく通知 
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第13章 環境影響評価の委託先 

対象事業に係る環境影響評価は、表 13-1 に示す者に委託して実施した。 

 

 

表 13-1 環境影響評価の委託先 

担当業務 環境影響評価の委託先 

調査、予測及び評価 

委 託 先 の 名 称：株式会社 長 大 

代 表 者 の 氏 名：野本 昌弘 

主たる事務所の所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目 20 番 4 号
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